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総則編

頁 変 更 前 変 更 後

1

3

第１節 計画の方針

１～３ [略]

４ 災害時における個人情報の取扱い

市は、災害時における被災者支援において、個人

情報を適切に活用することができるよう、（追加）陸

前高田市個人情報保護条例の規定に従って、あらか

じめ必要な取り扱いを定めるよう努めるものとす

る。

第１節 計画の方針

１～３ [略]

４ 災害時における個人情報の取扱い

市は、災害時における被災者支援において、個人

情報を適切に活用することができるよう、関係法令

及び陸前高田市個人情報保護条例の規定に従って、

あらかじめ必要な取り扱いを定めるよう努めるもの

とする。

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

7

8

9

10

第３節 防災関係機関の業務大綱

１ [略]

２ 県

県防災会議、災害対策本部、（追加）、現地災害対

策本部、災害警戒本部の設置、運営に関すること

３ 指定地方行政機関

４ [略]

５ 指定公共機関

６～７ [略]

第３節 防災関係機関の業務大綱

１ [略]

２ 県

県防災会議、災害対策本部、災害特別警戒本部、

現地災害対策本部、災害警戒本部の設置、運営に関

すること。

３ 指定地方行政機関

４ [略]

５ 指定公共機関

６～７ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

機関名 業務の大綱

[略] [略]

仙台管区気象台

〔盛岡地方気象台〕

1 [略]

2 気象、地象（地震に

あっては、発生した断層

運動による地震動に限

る。)及び水象の予報並

びに警報等の防災情報の

発表、伝達及び解説に関

すること

3～5 [略]

[略] [略]

機関名 業務の大綱

［略］ ［略］

東日本電信電話㈱

岩手支店

［略］

[略]

（追加）

［略］ ［略］

機関名 業務の大綱

[略] [略]

仙台管区気象台

〔盛岡地方気象台〕

1 [略]

2 気象、地象（地震に

あっては、発生した断層

運動による地震動に限る

（削除）)及び水象の予

報並びに警報等の防災情

報の発表、伝達及び解説

に関すること

3～5 [略]

[略] [略]

機関名 業務の大綱

［略］ ［略］

NTT 東日本㈱

岩手支店

［略］

[略]

楽天モバイル㈱

［略］ ［略］
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地震・津波編

第１章 予防対策計画

頁 変 更 前 変 更 後

1

2

3

第１節 防災知識の普及

<基本方針>

○ ［略］

○ ［略］

○ 防災知識の普及と意識の啓発を図る際には、（追

加）要配慮者の多様なニーズに十分配慮するととも

に、地域において、被災時における性別によるニー

ズの違い等、男女双方及び性的マイノリティ（ＬＧ

ＢＴ等）の視点を考慮した支援体制の整備を図る。

１ 職員に対する防災教育

（追加）[略]

（追加）

(1)～(2) [略]

２ 住民等に対する防災知識の普及

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

３～４ [略]

５ 防災文化の伝承

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市及び防災関係機関は、災害の経験や教訓を次世

代に伝承していくため、災害に関する資料を収集・

整理・保存し、住民等が閲覧できるよう公開に努め

るとともに、災害に関する石碑やモニュメント等の

第１節 防災知識の普及

<基本方針>

○ ［略］

○ ［略］

○ 防災知識の普及と意識の啓発を図る際には、高齢

者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮

者の多様なニーズに十分配慮するとともに、地域に

おいて、被災時における性別によるニーズの違い

等、男女双方及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）

の視点を配慮することに加え、愛玩動物の飼養の有

無による被災時のニーズの違いに配慮した支援体制

の整備を図る。

１ 職員に対する防災教育

・ [略]

・ 津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の

確保等を効果的に実施するため、津波対策にデジタ

ル技術(ハザードマップのレイヤー化、ＧＩＳ(Geogr

aphic Information System の略称、地理情報システ

ム)化等)を活用するよう努めるものとする。

(1)～(2) [略]

２ 住民等に対する防災知識の普及

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の

確保等を効果的に実施するため、津波対策にデジタル

技術(ハザードマップのレイヤー化、ＧＩＳ(Geographi

c Information System の略称、地理情報システム)化

等)を活用するよう努めるものとする。

３～４ [略]

５ 防災文化の伝承

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市及び防災関係機関は、災害の経験や教訓を次世

代に伝承していくため、災害に関する資料を収集・

整理・保存し、住民等が閲覧できるよう公開に努め

るとともに、災害に関する石碑やモニュメント等の
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4

（追加）持つ意味を正しく次世代に伝えていくよう

努める。

・ [略]

６～７ [略]

自然災害伝承碑が持つ意味を正しく次世代に伝えて

いくよう努める。

・ [略]

６～７ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

5

6

第２節 自主防災組織等の育成

<基本方針> [略]

１ [略]

２ 消防団の活性化

市は、地域における消防防災の中核として重要な役

割を担う消防団の活性化を進め、その育成を図るた

め、地域住民の理解、支援、協力及び参加を得なが

ら、次の事業等を積極的に進める。

ア [略]

イ 消防団の施設・設備の充実強化

ウ 消防団員の（追加）教育訓練の充実強化

エ [略]

オ 消防団活性化総合整備事業等の活用

カ 競技会、行事等の開催

キ 青年層、女性層の消防団員の参加促進

ク 地域防災及び消防団活動に関する広報活動及び企

業等への協力要請

３ 地区防災計画の推進

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

第２節 自主防災組織等の育成

<基本方針> [略]

１ [略]

２ 消防団の活性化

市は、地域における消防防災の中核として重要な役

割を担う消防団の活性化及び消防団員がやりがいを持

って活動できる環境づくりを推進するため、地域住民

の理解、支援、協力及び参加を得ながら、次の事業等

を積極的に進める。

ア [略]

イ 消防団の車両・資機材・拠点施設の充実強化

ウ 消防団員の必要な資格の取得など実践的な教育訓

練の充実強化

エ [略]

（削除）

オ 競技会、行事等の開催

カ 青年層、女性層の消防団員の参加促進

キ 地域防災及び消防団活動に関する広報活動及び企

業等への協力要請

３ 地区防災計画の推進

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 県及び市町村は、男女共同参画の視点から、防災

会議の委員に占める女性の割合を高めるよう取り組

む。

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

7

8

第３節 防災訓練

<基本方針> [略]

１ 実施方法

・ [略]

・ [略]

・ 市は、毎年９月１日を中心とする防災週間中に、

県が主催する総合防災訓練等、他の防災機関が実施

する防災訓練にも積極的に参加し、県、他市町村等

との連携を図る。

・ [略]

＜各訓練の実施目的＞ [略]

２ 主な訓練項目・留意事項

市が（追加）実施する主な個別訓練項目例は、次

のとおりである。

(1) 津波防災訓練

ア～サ [略]

（追加）

(2) [略]

３ 実施に当たって留意すべき事項

(1) 主要防災関係機関の参加

・ [略]

・ 特に、災害時における自衛隊との連携強化を図る

ため、自衛隊の参加を得て、自衛隊災害派遣要請及

第３節 防災訓練

<基本方針> [略]

１ 実施方法

・ [略]

・ [略]

・ 市は、毎年９月１日「防災の日」を含む一週間(防

災週間)中を原則とし、県が主催する総合防災訓練

等、他の防災機関が実施する防災訓練にも積極的に

参加し、県、他市町村等との連携を図る。

・ [略]

＜各訓練の実施目的＞ [略]

２ 主な訓練項目・留意事項

市が地震・津波の想定に基づき実施する主な個別

訓練項目例は、次のとおりである。

(1) 津波防災訓練

ア～サ [略]

シ 避難所開設・運営訓練

ス 要配慮者を対象とした訓練

個別避難計画に基づく避難行動要支援者の避

難、避難確保計画に基づく要配慮者利用施設の避

難に係る訓練を実施する。この際、避難支援者の

活動における安全確保に留意する。

セ 遺体対応訓練

最悪の場合を想定し、被災現場からの遺体の搬

送、関係機関の連携による検視身元確認、御家族

への説明、相談受け等の訓練を実施する。この

際、外国人の被災を想定した多言語対応訓練と連

携する。

ソ 多言語対応訓練

社会のグローバル化を考慮し、外国人の住民、

観光客、従業員等の避難、避難所での対応、保

健・医療ケアの提供等に係る訓練を実施する。

(2) [略]

３ 実施に当たって留意すべき事項

(1) 主要防災関係機関の参加

（削除） [略]

（削除）
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9

び災害派遣時に行う救援活動に係る各種の訓練を実

施するよう努める。

(2) 地域住民等の参加促進

・ [略]

・ [略]

（追加）

(3) 広域的な訓練の実施

（追加）

（追加） [略]

(4) 教育機関等における訓練の実施

児童・生徒に対する防災教育の観点から、市内

の保育所(園)、小中学校、高等学校等の参加を得

て各種の訓練を実施する。

(5) 要配慮者を対象とした訓練の実施

医療施設、福祉施設等は、入居者の避難、誘導

など、要配慮者を対象とした訓練を地域の自治

会、自主防災組織、消防団等と連携して実施す

る。

(6) 地域の実情を踏まえた災害想定

[略]

(7) 各種訓練の有機的な連携

[略]

(8) 所有資機材等の活用

訓練実施の際には、自己の所有する専用車両、

資機材を有効に活用する。

(9) 実践的な訓練の実施

訓練のシナリオに、緊急地震速報を取り入れる

とともに、最大クラスの津波を踏まえた具体的か

つ実践的な訓練を行うなど、地震・津波発生時の

対応行動の習熟を図るよう努める。

(2) 地域住民等の参加促進

・ [略]

・ [略]

・ 児童・生徒の参加は防災意識・教育上の地域への

普及の核心となることから、管内の保育施設、小中

学校、高等学校等の参加を得る。

(3) 広域的な訓練の実施

・ 市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能

となるよう、関係機関と連携して、実践型の防災訓

練を実施するよう努めるものとする。

・ [略]

（削除）

(4) 地域の実情を踏まえた災害想定

[略]

(5) 各種訓練の有機的な連携

[略]

（削除）

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

11

12

第５節 通信の確保

<基本方針>

〇 [略]

〇 市及び防災関係機関は、通信施設・設備の耐震

化、被災のおそれがない場所への設置、施設のサブ

システム化並びに代替通信手段の確保に努める。ま

た、信施設等の迅速な応急・復旧が可能となるよ

う、要員及び資機材の確保体制を整備する。（追加）

〇 [略]

（追加）

１～３ [略]

４ その他の通信施設の整備

・ 市及び防災関係機関は、気象予報・警報（追加）

の伝達、災害情報収集等のため、防災関係機関の内

部及び相互間の通信施設・設備の整備を図るととも

に、その運用体制等の整備に努める。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

５～６ [略]

第５節 通信の確保

<基本方針>

〇 [略]

〇 市及び防災関係機関は、通信施設・設備の耐震

化、被災のおそれがない場所への設置、施設のサブ

システム化並びに代替通信手段の確保に努めるとと

もに、通信施設等の迅速な応急・復旧が可能となる

よう、要員及び資機材の確保体制を整備する。ま

た、通信が途絶している地域で、部隊や派遣職員等

が活動する場合を想定し、衛星通信を活用したイン

ターネット機器の整備、活用に努めること。

〇 [略]

〇 市及び電気通信事業者等は、情報通信施設の災害

に対する安全性の確保及び停電対策、情報通信施設

の危険分散、通信路の多ルート化、通信ケーブル・

ＣＡＴＶケーブルの地中化の促進、無線を活用した

バックアップ対策、デジタル化の促進、定期的な訓

練等を通じた平常時からの連携体制の構築等による

防災対策の推進並びに災害時通信技術及び周波数有

効利用技術の研究開発の推進等を図るものとする。

１～３ [略]

４ その他の通信施設の整備

・ 市及び防災関係機関は、気象予報・警報等の伝

達、災害情報収集等のため、防災関係機関の内部及び

相互間の通信施設・設備の整備を図るとともに、その

運用体制等の整備に努める。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

５～６ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

13

14

第６節 避難対策

<基本方針>

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

（追加）

１ 避難対策の検討

(1) 避難対策の検討

[略]

ア 避難基準の策定・見直し

・ 市は、「避難情報に関するガイドライン」を参考

に、避難指示の具体的な発令基準を策定し、市地域

防災計画に明記するとともに、その内容について住

民に周知する。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

イ [略]

ウ その他

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市は、強い揺れを伴わない、いわゆる津波地震や

遠地地震（追加）に関しては、住民等が避難の意識

を喚起しない状態で突然津波が押し寄せることのな

いよう、避難指示の発令・伝達体制を整備する 。

(2) 津波避難計画

・ 市は、東日本大震災からの復興状況等（追加）を

踏まえ、避難場所等として指定する施設の管理者、

その他防災関係機関等と協議の上、「 岩手県津波避

難計画策定指針(平成 16 年 5 月)」に基づく津波避

第６節 避難対策

<基本方針>

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 市は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当す

る部局を明確化し、地域の実情に応じ、災害ケース

マネジメント(一人一人の被災者の状況を把握した上

で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細やか

な支援を継続的に実施する取組)などの被災者支援の

仕組みの整備等に努めるものとする。

１ 避難対策の検討

(1) 避難対策の検討

[略]

ア 避難基準の策定・見直し

・ 市は、「避難情報に関するガイドライン」を参考

に、原則、避難指示を発令することを住民等に周知

し、迅速・的確な避難行動に結びつけるよう、その

伝達内容等を定める。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

イ [略]

ウ その他

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市は、強い揺れを伴わない、いわゆる津波地震や

遠地津波、火山噴火等による津波に関しては、住民

等が避難の意識を喚起しない状態で突然津波が押し

寄せることのないよう、避難指示の発令・伝達体制

を整える。

(2) 津波避難計画

・ 市は、東日本大震災からの復興状況等及び県の津

波浸水想定の設定を踏まえ、避難場所等として指定

する施設の管理者、その他防災関係機関等と協議の

上、「 岩手県津波避難計画策定指針(平成 16 年 5
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15

16

難計画の内容について、本計画に記載するものとす

る。

・ [略]

ア 記載する事項

イ 留意点等

(3) 学校、病院、社会福祉施設等における避難対策

の検討

・ [略]

・ [略]

・ 津波防災地域づくりに関する法律に基づき、市地

域防災計画に名称及び所在地を定められた、津波災

害警戒区域内における学校、病院、社会福祉施設等

の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、次の事

項に関する避難確保計画を関係機関の協力を得て作

成し、市に報告する。

（追加）

・ [略]

(4) [略]

２ 避難場所等の整備等

月)」に基づく津波避難計画の内容について、本計画

に記載するものとする。

・ [略]

ア 記載する事項

イ 留意点等

(3) 学校、病院、社会福祉施設等における避難対策

の検討

・ [略]

・ [略]

・ 津波防災地域づくりに関する法律に基づき、市地

域防災計画に名称及び所在地を定められた、津波災

害警戒区域内における学校、病院、社会福祉施設等

の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、次の事

項に関する避難確保計画を関係機関の協力を得て作

成し、これを市長に報告するとともに、計画に基づ

き、避難誘導等の訓練を実施する。

[資料編 4-4 要配慮者利用施設における避難確保計

画作成等該当施設一覧（津波）]

・ [略]

(4) [略]

２ 避難場所等の整備等

① 津波浸水予想地域

当該予想地域の設定に際しては、予想を超える

可能性があることに留意し、住民の避難を軸とす

るよう配慮する。

②～⑤ [略]

（追加）

⑥ 津波情報の収集・伝達

⑦ 避難指示の発令

⑧ 津波防災教育・啓発

⑨ 津波避難訓練の実施

⑩ その他の留意点

① [略]

② 東日本大震災時の津波やその他の過去に発生し

た最大クラスの津波を想定した津波対策を構築す

ること。

① 津波浸水予想地域

（削除）

②～⑤ [略]

⑥ 避難誘導等に従事する者の安全の確保

⑦ 津波情報の収集・伝達

⑧ 避難指示の発令

⑨ 津波防災教育・啓発

⑩ 津波避難訓練の実施

⑪ その他の留意点

① [略]

② 津波防災地域づくりに関する法律に基づき、日

本海溝・千島海構沿いの最大クラスの断層モデル

に加え、過去に県内で発生した最大クラスの津波

を対象として、県が令和 3 年度に実施した津波浸

水想定の設定を踏まえた津波対策を構築するこ

と。
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17

18

19

20

21

(1)～(4) [略]

(5) 避難場所等の環境整備

[略]

(6) [略]

３ [略]

４ 避難行動要支援者名簿

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は、障

がい者、介護認定を受けている方、高齢者（80 歳以

上の独居、高齢者のみ世帯）等で、在宅で生活して

おり、自分の個人情報を避難支援等関係者に提供す

ることに同意した者とする。

・ [略]

５～６ [略]

７ 津波に対する住民等の予防措置

(1) 住民の予防措置

・ [略]

・ [略]

・ [略]

(1)～(4) [略]

(5) 避難場所等の環境整備

[略]

(6) [略]

３ [略]

４ 避難行動要支援者名簿

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は、障

がい者、（削除）高齢者の災害時等に自力避難するこ

とが困難な人等で、在宅で生活しており、自分の個

人情報を避難支援等関係者に提供することに同意し

た者とする。

・ [略]

５～６ [略]

７ 津波に対する住民等の予防措置

(1) 住民の予防措置

・ [略]

・ [略]

・ [略]

ア～オ [略]

カ （追加）毛布、空調器具、空調施設等の整備

キ 高齢者、障がい者（追加）等の要配慮者に配慮

した環境の整備

ク～サ [略]

ア 津波は、大きな（追加）地震のときだけ来ると

は限らない。

イ [略]

ウ [略]

エ 強い揺れを伴わず、危険を体感しないまま（追

加）押し寄せる津波地震や遠地地震により津波が

発生する可能性もある。

オ [略]

カ [略]

ア 強い地震を感じたとき

イ 弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺

れを感じたとき

ア～オ [略]

カ 段ボールベッド等の簡易ベッド、毛布、空調器

具、空調施設等の整備

キ 高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等

の要配慮者に配慮した環境の整備

ク～サ [略]

ア 津波は、大きな揺れを伴う地震のときだけ来る

とは限らない。

イ [略]

ウ [略]

エ 強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押

し寄せる津波地震や遠地津波、火山噴火等により

津波が発生する可能性もある。

オ [略]

カ [略]

ア 強い揺れを感じたとき

イ 弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺

れを感じたとき
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・ 正しい情報を、テレビ、ラジオ、携帯電話、市防

災行政無線、広報車（追加）等を通じて入手する。

・ 市の指示に従って行動する（追加）。

・ [略]

(2) 船舶の予防措置

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 正しい情報を、テレビ、ラジオ、携帯電話、市防

災行政無線、広報車、赤と白の格子模様の旗（津波

フラッグ）等を通じて入手する。

・ 市の指示に従って行動する（海浜部には津波注意

報で避難指示が発令される）。

・ [略]

(2) 船舶の予防措置

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

ウ 地震を感じなくても、大津波警報、津波警報、

津波注意報が発表されたとき

ア 強い地震を感じたとき

イ 弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺

れを感じたとき

ウ 地震を感じなくても、大津波警報、津波警報、

津波注意報が発表されたとき

ウ 揺れを感じなくても、大津波警報、津波警報、

津波注意報が発表されたとき

ア 強い揺れを感じたとき

イ 弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺

れを感じたとき

ウ 揺れを感じなくても、大津波警報、津波警報、

津波注意報が発表されたとき
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頁 変 更 前 変 更 後

22

23

24

第７節 要配慮者の安全確保

<基本方針>

○ [略]

○ [略]

○ [略]

○ [略]

（追加）

１ [略]

２ 災害情報等の伝達体制の整備

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

３～４ [略]

５ 福祉避難所の指定

・ 市は、高齢者や障がい者、妊産婦、乳幼児など災

害時に特別な配慮を必要とする人を受け入れるた

め、必要に応じて福祉避難所を指定するよう努め

る。（追加）

第７節 要配慮者の安全確保

<基本方針>

○ [略]

○ [略]

○ [略]

○ [略]

○ 市は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主

体が地域の実情に応じて実施している状況把握の取

組を円滑に行うことができるよう事前に実施主体間

の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や

優先順位付け、個人情報の利用目的や共有範囲につ

いて、あらかじめ、検討するよう努める。

１ [略]

２ 災害情報等の伝達体制の整備

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が

防災及び防犯に関する情報を迅速かつ確実に取得す

ることができるようにするため、体制の整備充実、

設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講

ずるものとする。

・ 市は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が

緊急の通報を円滑な意思疎通により迅速かつ確実に

行うことができるようにするため、多様な手段によ

る緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な

施策を講ずるものとする。

３～４ [略]

５ 福祉避難所の指定

・ 市は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活

することが困難な障がい者、医療的ケアを必要とす

る者等の要配慮者のため、必要に応じて福祉避難所

を指定するよう努める。特に、医療的ケアを必要と

する者に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機

器の電源の確保等の必要な配慮をするよう努めるも

のとする。



地震・津波編

第１章 予防対策計画

- 15 -

25

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

６～８ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

６～８ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

26

27

第８節 食料・生活必需品の備蓄

<基本方針>

〇 [略]

（追加）

１ 市の役割

・ 市は、性別によるニーズの違いや高齢者、障がい

者、難病患者、食物アレルギーを有する者、外国

人、（追加）乳幼児及び妊産婦、性的マイノリティ

(ＬＧＢＴ等)等の要配慮者の多様なニーズに配慮し

た上で、物資の備蓄計画(品目、数量、配置場所)を

定める。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

２ 市民及び事業所の役割

(1) 市民の役割

・ [略]

・ [略]

<家庭における備蓄品の例>

第８節 食料・生活必需品の備蓄

<基本方針>

〇 [略]

〇 市は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事

前に物資調達・輸送調整等支援システムを用いて備

蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録され

ている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、

物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係

者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速や

かな物資支援のための準備に努めるものとする。特

に、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食

料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能

となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努め

るものとし、国はこれを支援する。

○ 市は、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状

況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締

結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等

の確認を行うよう努めるものとする。

１ 市の役割

・ 市は、性別によるニーズの違いや高齢者、障がい

者、難病患者、食物アレルギーを有する者、外国

人、宗教上の理由により食事制限のある者、乳幼児

及び妊産婦、性的マイノリティ(ＬＧＢＴ等)等の要

配慮者の多様なニーズに配慮した上で、物資の備蓄

計画(品目、数量、配置場所)を定める。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

２ 市民及び事業所の役割

(1) 市民の役割

・ [略]

・ [略]

<家庭における備蓄品の例>

ア [略]

イ 非常食

ウ～オ [略]

カ 乾電池

ア 飲料水

イ 食料(アレルギー対応含む)

ウ～オ [略]

カ 予備電池
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(2) [略] (2) [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

キ～テ [略]

（追加）

（追加）

キ～テ [略]

ト 赤ちゃん用品・紙おむつ

ナ カセットコンロ・石油ストーブ類
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頁 変 更 前 変 更 後

28

29

第 9 節 孤立化対策

<基本方針> [略]

１ 災害時孤立化想定地域の状況

孤立化想定地域の地域内の状況は次のとおりであ

る。（平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内陸地震への対

応等を踏まえた、県の調査によるもの）

２ 孤立化想定地域への対策の推進

(1) 通信手段の確保

・ [略]

・ [略]

・ 市は、県が定める防災ヘリコプター（追加）等に

よる空中偵察に対する合図及びその方法をあらかじ

め市民に周知する。

＜県統一合図＞ [略]

(2) [略]

(3) [略]

(4) 備蓄の奨励

・ [略]

・ 孤立化のおそれがある地域における備蓄に当たっ

ては、必要な物資が供給されない場合を想定し、食

料、飲料水等の生活物資に加え、非常用電源、簡易

トイレ等の集落単位での備蓄を奨励するとともに、

各家庭において（追加）1週間分程度の水、食料の

備蓄の奨励に努める。（追加）

第 9節 孤立化対策

<基本方針> [略]

１ 災害時孤立化想定地域の状況

孤立化想定地域の地域内の状況は次のとおりであ

る。（平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内陸地震への対

応等を踏まえた、県の調査によるもの）

２ 孤立化想定地域への対策の推進

(1) 通信手段の確保

・ [略]

・ [略]

・ 市は、県が定める防災ヘリコプターやドローン等

による空中偵察に対する合図及びその方法をあらか

じめ市民に周知する。

＜県統一合図＞ [略]

(2) [略]

(3) [略]

(4) 備蓄の奨励

・ [略]

・ 孤立化のおそれがある地域における備蓄に当たっ

ては、必要な物資が供給されない場合を想定し、食

料、飲料水等の生活物資に加え、非常用電源、簡易

トイレ等の集落単位での備蓄を奨励するとともに、

各家庭において最低 3日間、推奨 1週間分程度の

水、食料の備蓄の奨励に努める。なお、集落単位で

備蓄が困難な場合は、ドローン等による集落外から

の物資輸送を検討する。

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

ア～エ [略]

オ 自主防災組織への参加が低い状況にある。

（追加）

ア～エ [略]

オ 自主防災組織の組織率が県全体の組織率と比べ

て低い状況にある。

カ 水、食料等の生活物資を備蓄していない集落が

多い。
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頁 変 更 前 変 更 後

33

34

35

36

第 11 節 建築物等の安全確保

<基本方針> [略]

１～５ [略]

６ 建築物の安全確保

・ 建築物に係る防災意識の高揚を図るため、日常業

務における防災指導を実施するほか、毎年、防災週

間等において、防災パトロール等各種防災啓発活動

を実施する。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

７～９ [略]

第 11 節 建築物等の安全確保

<基本方針> [略]

１～５ [略]

６ 建築物の安全確保

・ 建築物に係る防災意識の高揚を図るため、日常業

務における防災指導を実施するほか、毎年、春季と

秋季に建築物防災週間を設け、防災パトロール等各

種防災啓発活動を実施する。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

７～９ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

38

39

第 12 節 交通施設の安全確保

<基本方針> [略]

１ 道路の整備

市その他道路管理者は、災害時における道路機能

を確保するため、所管道路について、道路危険個所

調査を実施し、補修等対策工事の必要箇所の整備を

進める。

ア 道路隣接法面の路面への崩落が予想される箇所

及び路体の崩落が予想される箇所を把握するため、

道路法面、盛土欠落危険調査を実施する。

イ 上記調査に基づき、道路の防災補修工事が必要

な箇所について、工法決定のための測量、地質調

査、設計等を行い、その対策工事を実施する。

（追加）

２～５ [略]

第 12 節 交通施設の安全確保

<基本方針> [略]

１ 道路の整備

・ 市その他道路管理者は、災害時における道路機能

を確保するため、所管道路について、道路危険個所

調査を実施し、補修等対策工事の必要箇所の整備を

進める。

ア 道路隣接法面の路面への崩落が予想される箇所

及び路体の崩落が予想される箇所を把握するため、

道路法面、盛土欠落危険調査を実施する。

イ 上記調査に基づき、道路の防災補修工事が必要

な箇所について、工法決定のための測量、地質調

査、設計等を行い、その対策工事を実施する。

・ 市は、緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図る

ため、港湾等の主要な拠点と高規格道路等のアクセ

ス強化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等

を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図る

ものとする。また、避難路、緊急輸送道路など防災

上重要な経路を構成する道路について、災害時の交

通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定し

て道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が

促進する一般送配電事業者、電気通信事業者におけ

る無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を

図るものとする。

２～５ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

40

41

42

43

44

第１３節 ライフライン施設等の安全確保

<基本方針> [略]

１～２ [略]

３ 電力施設

（追加） 電気事業者は、災害による電力施設の被害

を防止又は軽減するため、電力施設の耐震性の向

上、資機材の整備等を図るとともに、電気工作物の

巡視、点検、広報活動の実施等により、電気事故の

防止を図る。

（追加）

(1)～(4) [略]

４ [略]

５ 電気通信施設

電気通信事業者は、災害時における通信の確保を

図るため、施設、資機材の整備等を図る（追加）。

(1)～(2) [略]

(3) 災害対策用機器及び車両の配備

[略]

(4)～(5) [略]

６ [略]

第１３節 ライフライン施設等の安全確保

<基本方針> [略]

１～２ [略]

３ 電力施設

・ 電気事業者は、災害による電力施設の被害を防止

又は軽減するため、電力施設の耐震性の向上、資機

材の整備等を図るとともに、電気工作物の巡視、点

検、広報活動の実施等により、電気事故の防止を図

る。

・ 電気事業者等は、大規模な災害発生のおそれがあ

る場合、それぞれが所有する電源車、発電機等の現

在時点の配備状況等を確認の上、リスト化するよう

努めるものとする。

(1)～(4) [略]

４ [略]

５ 電気通信施設

電気通信事業者は、災害時における通信の確保を

図るため、施設、資機材の整備等を図るとともに、

特に、地方公共団体の庁舎等の重要拠点の通信確保

に配慮するものとする。

(1)～(2) [略]

(3) 災害対策用機器及び車両の配備

[略]

(4)～(5) [略]

６ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

（追加）

ア 可搬型衛星地球局

イ 可搬型無線機

ウ 移動基地局及び臨時基地局

エ 移動電源車及び可搬型発電機

オ 応急ケーブル

カ 電気通信設備等の防災用機材(消火器、土のう

等)

ア 非常用衛星通信装置

イ 可搬型衛星地球局

ウ 可搬型無線機

エ 移動基地局及び臨時基地局

オ 移動電源車及び可搬型発電機

カ 応急ケーブル

キ 電気通信設備等の防災用機材(消火器、土のう

等)
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第２章 応急対策計画

頁 変 更 前 変 更 後

58

59

60

61

第１節 活動体制

<基本方針>

〇市及び防災関係機関は、災害が発生し、又は発生す

るおそれがある場合を想定し、組織体制及び動員体制

について、計画を定める。

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震では、北海道

から東北に至る広域な地域に被害が発生する可能性

があり、災害発生時に隣接道県からの応援を求める

ことは困難であることが想定される。そのため、国

や他の都道府県と協議し、広域的な災害対応体制の

整備に努める。

１ 市の活動体制

[略]

(1) [略]

(2) 災害対策本部

・ [略]

・ [略]

ア [略]

イ～オ [略]

(3) 災害対策本部等の設置及び廃止の周知等

・ [略]

・ [略]

第１節 活動体制

<基本方針>

〇 市及び防災関係機関は、災害が発生し、又は発生

するおそれがある場合において、複合災害（同時又

は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が

複合化することにより、被害が深刻化し、災害応急

対応が困難になる事象をいう。）の発生可能性も認識

し、各自の行うべき災害応急対策が迅速かつ的確に

行われるよう、あらかじめ、その組織体制及び動員

体制について、計画を定める。

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震について、北

海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された場合の

対応については、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震防災対策推進計画」に定めるところによる。

１ 市の活動体制

[略]

(1) [略]

(2) 災害対策本部

・ [略]

・ [略]

ア [略]

イ～エ [略]

(3) 災害対策本部等の設置及び廃止の周知等

・ [略]

・ [略]

[略] [略]

特別非常体制

（5号体制）
[略]

名称 連絡先 所在地

[略] [略] [略]

東日本電信電

話㈱

[略] [略]

[略] [略]

（削除）非常体制

（5号体制）
[略]

名称 連絡先 所在地

[略] [略] [略]

NTT 東日本㈱

岩手支店

[略] [略]
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62

63

64

65

２ 職員の動員配備体制

(1) 参集基準

・ [略]

(2) 動員の方法

・ [略]

(3)～(6) [略]

(7) 応援職員の動員

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

(8)～(9) [略]

３ [略]

参集基準
防災局

消防本部・
消防署

各部課等
の　　長

地区本部員
市防災行政
無線従事者
秘書担当

その他
職　員

[

略

]

[略]

[略]

[略] [略] [略] [略]

[略]
[略]

[略] [略] [略] [略]

非常体制
（5号体制）

①　[略]
②　[略]
③　津波警報、大津波警
報が発表されたとき
④　[略]

[略] [略] [略] [略]

体制区分

災
害
対
策
本
部

２ 職員の動員配備体制

(1) 参集基準

・ [略]

(2) 動員の方法

・ [略]

(3)～(6) [略]

(7) 応援職員の動員

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市は、新興感染症対策のため、会議室のレイアウ

トの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執

務スペースの適切な空間の確保に配慮するものとす

る。また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難とな

る場合も想定して、応援職員等に対して紹介でき

る、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設

の拠点や車両を設置できる空き家など宿泊場所とし

て活用可能な施設等のリスト化に努めるものとす

る。

(8)～(9) [略]

３ [略]

参集基準
防災局

消防本部・
消防署

各部課等
の　　長

地区本部員
市防災行政
無線従事者
秘書係職員

その他
職　員

[

略

]

[略]

[略]

[略] [略] [略] [略]

[略] [略] [略] [略] [略] [略]

非常体制
（5号体制）

①　[略]
②　[略]
③　（削除）大津波警報
が発表されたとき
④　[略]

[略] [略] [略] [略]

体制区分

災
害
対
策
本
部

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正

岩手支店

[略] [略] [略]

区 分 伝 達 方 法

勤務時間内
庁内放送、電話、メール（追

加）

勤務時間外 電話、メール（追加）

[略] [略] [略]

区 分 伝 達 方 法

勤務時間内
庁内放送、電話、メール等

勤務時間外 電話、メール等
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頁 変 更 前 変 更 後

66

67

68

第２節 津波警報・地震情報等の伝達

<基本方針> [略]

<実施機関>

<市本部の担当> [略]

１ 津波警報等の伝達

(1)～(2) [略]

(3) 市の措置

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

２ [略]

第２節 津波警報・地震情報等の伝達

<基本方針> [略]

<実施機関>

<市本部の担当> [略]

１ 津波警報等の伝達

(1)～(2) [略]

(3) 市の措置

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

２ [略]

修正

理由
・現状に合わせた修正

実 施 期 間 活 動 の 内 容

[略] [略]

東日本電信電話㈱ [略]

[略] [略]

[略] [略]

防災関係機関

県本部、釜石海上保安部、

東日本電信電話㈱、盛岡地

方気象台、放送事業者

ア～エ [略]

オ SNS（facebook、Twitter、LINE）

カ [略]

実 施 期 間 活 動 の 内 容

[略] [略]

NTT 東日本㈱ [略]

[略] [略]

[略] [略]

防災関係機関

県本部、釜石海上保安部、

NTT 東日本㈱、盛岡地方気象

台、放送事業者

ア～エ [略]

オ SNS（facebook、X、LINE）

カ [略]
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頁 変 更 前 変 更 後

72

73

74

第４節 情報の収集・伝達

<基本方針> [略]

<実施機関>

[略]

<市本部の担当>

第４節 情報の収集・伝達

<基本方針> [略]

<実施機関>

[略]

<市本部の担当>

実 施 機 関 担 当 業 務

[略] [略]

東日本電信電話㈱

岩手支店

所管する電気通信関係施設の被

害状況
[略]

ソフトバンク㈱

（追加）

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

福祉課

（追加）

[略]

[略] [略]

商政課

（追加）

1 商工鉱施設に係る被害調査

・報告

2 電力、ガス施設に係る被害調

査・報告

（追加）

観光交流課 観光施設に係る被害調査・報告

スポーツ交流推進

室

体育施設に係る被害調査・報告

[略] [略]

建設課
公営住宅、道路、橋梁等に係る

被害調査・報告

（追加） （追加）

都市計画課

都市公園等に係る被害調査・報

告

[略] [略]

（追加）
（追加）

市街地整備課
所管する施設に係る被害調査・

報告

復興推進課
所管する施設に係る被害調査・

報告

実 施 機 関 担 当 業 務

[略] [略]

NTT 東日本㈱

岩手支店

所管する電気通信関係施設の被

害状況
[略]

ソフトバンク㈱

楽天モバイル㈱

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

福祉課

こころの復興支援

室

[略]

[略] [略]

商工観光課

交流推進課

1 商工鉱、電力及びガス施設に

係る被害調査・報告

2 観光施設に係る被害調査・報

告

3 体育施設に係る被害調査・報

告

（削除） （削除）

（削除） （削除）

[略] [略]

建設課
（削除）道路、橋梁等に係る被

害調査・報告

住宅政策室 公営住宅に係る被害調査・報告

土地活用推進課

1 都市公園等に係る被害調査・

報告

2 所管する施設に係る被害調

査・報告

[略] [略]

会計課
金融機関等に係る被害調査・報

告

（削除）
（削除）

（削除）
（削除）
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75-77 １～４ [略] １～４ [略]

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正

管理課

図書館

博物館

[略]

（追加）

学校給食センター

[略]

[略] [略]

教育総務課

図書館

博物館

[略]

学校教育課

学校給食センター

[略]

[略] [略]
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頁 変 更 前 変 更 後

78

79

80

81

82

第５節 広聴広報

<基本方針> [略]

<実施機関>

<市本部の担当>

１ 広報活動

(1) [略]

(2) 市民に対する広報

ア～イ [略]

ウ 広報の方法

・ [略]

・ [略]

(3)～(5) [略]

２ [略]

第５節 広聴広報

<基本方針> [略]

<実施機関>

<市本部の担当>

１ 広報活動

(1) [略]

(2) 市民に対する広報

ア～イ [略]

ウ 広報の方法

・ [略]

・ [略]

(3)～(5) [略]

２ [略]

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正

実 施 機 関 広 報 広 聴 活 動 の 内 容

[略] [略]

東日本電信電話㈱

岩手支店
[略]

[略]

（追加）

[略] [略]

[略] [略]

㈲盛岡タイムス

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

政策推進室 [略]

[略] [略]

市 本 部
政策推進室（資料の収集は

全課室）

①～⑥ [略]

⑦ SNS（facebook、Twitter）

⑧～⑩ [略]

（追加）

実 施 機 関 広 報 広 聴 活 動 の 内 容

[略] [略]

NTT 東日本㈱

岩手支店
[略]

[略]

楽天モバイル㈱

[略] [略]

[略] [略]

（削除）

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

企画政策課 [略]

[略] [略]

市 本 部
企画政策課（資料の収集は

全課室）

①～⑥ 市防災行政無線

⑦ SNS（Facebook、X、LINE）

⑧～⑩ [略]

⑪ 災害時双方向情報伝達システム（シン・オート

コール）による伝達
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頁 変 更 前 変 更 後

96

97

第９節 受援・応援

<基本方針>

○ [略]

○ [略]

○ [略]

（追加）

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

第９節 受援・応援

<基本方針>

○ [略]

○ [略]

○ [略]

○ 市は、他の地方公共団体に対し、技術職員の派遣

を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員

派遣制度を活用するものとする。

○ 市は、職員を派遣する場合、地域や災害の特性等

を考慮した職員の選定に努めるものとする。

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

政策推進室 [略]

[略] [略]

福祉課

被災者支援室

[略]

[略] [略]

商政課 [略]

[略] [略]

[略] [略]

建設課 1 被災宅地危険度判定士の支

援要請

2 被災建築物の危険度判定士

の支援要請

3 障害物除去に係る応援要請

4 住宅の応急修理に係る資材

の応援調達要請

5 浸水対策用応急・復旧資材

の調達要請

都市計画課 1 応急・復旧資材の調達要請

2 応急工作に係る応援要請

（追加）

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

企画政策課 [略]

[略] [略]

福祉課

こころの復興支援

室

[略]

[略] [略]

商工観光課

交流推進課

[略]

[略] [略]

[略] [略]

建設課 1 障害物除去に係る応援要請

2 浸水対策用応急・復旧資材

の調達要請

3 被災宅地危険度判定士の支

援要請

（削除）

住宅政策室 1 応急・復旧資材の調達要請

2 応急工作に係る応援要請

3 被災建築物の危険度判定士

の支援要請
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98-102

103

104

105-107

１ [略]

２ 県内市町村による相互応援

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

＜陸前高田市が…応援協定一覧＞ [略]

３～６ [略]

１ [略]

２ 県内市町村による相互応援

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市は、土木・建築職などの技術職員が不足してい

る市町村への中長期派遣等による支援を行うため、

技術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努め

るものとする。

＜陸前高田市が…応援協定一覧＞ [略]

３～６ [略]

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正

[略] [略]

4 住宅の応急修理に係る資材

の応援調達要請

[略] [略]
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頁 変 更 前 変 更 後

107

108

109

110-111

第 10 節 自衛隊災害派遣要請

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１ 災害派遣の要請

[略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

<災害派遣の基準> [略]

<災害派遣時に実施する救援活動>

<災害派遣命令者> [略]

<要請系統> [略]

２～５ [略]

第 10 節 自衛隊災害派遣要請

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１ 災害派遣の要請

[略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

<災害派遣の基準> [略]

<災害派遣時に実施する救援活動>

<災害派遣命令者> [略]

<要請系統> [略]

２～５ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

項 目 内 容

[略] [略]

炊飯及び給水
被災者に対し、炊飯及び給水

を実施する。

義援物資の無償貸

付又は譲与

「防衛省の管理に属する物品

の無償貸付、譲与等に関する

総理府令」（昭和33年総理府令

第１号）に基づき、被災者に

対し、義援物資を無償貸付

し、又は譲与する。

[略] [略]

項 目 内 容

[略] [略]

給食及び給水
被災者に対し、給食及び給水

を実施する。

義援物資の無償貸

付又は譲与

「防衛省所管に属する物品の

無償貸与及び譲与等に関する

省令」（昭和 33 年総理府令第 1

号）に基づき、被災者に対

し、義援物資を無償貸付し、

又は譲与する。

[略] [略]
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頁 変 更 前 変 更 後

112

113

114

第 11 節 ボランティア活動

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１ [略]

２ ボランティアの受入体制への支援

・ [略]

・ [略]

（追加）

３ [略]

第 11 節 ボランティア活動

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１ [略]

２ ボランティアの受入体制への支援

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市は、災害発生時における官民連携体制の強化を

図るため、地域防災計画等において、災害ボランテ

ィアセンターを運営する者（市社会福祉協議会等）

との役割分担等を定めるよう努めるものとする。特

に災害ボランティアセンターの設置予定場所につい

ては、地域防災計画に明記する、相互に協定を締結

する等により、あらかじめ明確化しておくよう努め

るものとする。

３ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

115

116

117

第 12 節 災害救助法の適用

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１ [略]

２ [略]

３ 災害救助法適用の基準

本市における災害救助法による救助は、原則とし

て次のいずれかに該当する場合である（追加）。

[略]

第 12 節 災害救助法の適用

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１ [略]

２ [略]

３ 災害救助法適用の基準

本市における災害救助法による救助は、原則とし

て次のいずれかに該当する場合である（災害救助法

第２条第１項での適用について災害救助法施行令に

明記された基準）。

[略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変更前 変更後

118

119

119-122

第 13 節 避難・救出

<基本方針>

○ 災害発生時において、市は、住民等の生命、身体

の安全を確保するため、迅速かつ的確に避難指示等

を伝達するとともに、避難行動要支援者及び避難支

援従事者の安全を確保しながら、避難誘導を行う。

○ [略]

○ [略]

（追加）

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ 避難指示

(1)～(7) [略]

(8) 避難支援従事者の安全確保

市本部は、避難支援従事者の生命に危険があると

判断される場合は、避難支援従事者自らも避難をす

第 13 節 避難・救出

<基本方針>

○ 災害発生時において、市は、住民等の生命、身体

の安全を確保するため、迅速かつ的確に避難指示等

を伝達するとともに、避難行動要支援者及び避難支

援等関係者の安全を確保しながら、避難誘導を行

う。

○ [略]

○ [略]

○ 市は、指定避難所において貯水槽、井戸、給水タ

ンク、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、非

常用電源、ガス設備、衛星携帯電話・衛星通信を活

用したインターネット機器等の通信機器等のほか、

空調、洋式トイレなど、要配慮者にも配慮した施

設・設備の整備に努めるとともに、避難者による災

害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整

備を図るものとする。また、停電時においても、施

設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネル

ギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努め

るものとする。

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ 避難指示

(1)～(7) [略]

(8) 避難支援従事者の安全確保

市本部は、避難支援従事者の生命に危険があると

判断される場合は、避難支援等関係者自らも避難を

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

福祉課

（追加） [略]

復興支援室

[略]都市計画課

[略]

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

福祉課

こころの復興支援

室

[略]

（削除）

[略]土地活用推進課

[略]

[略] [略]
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123-124

125

126

るよう指示し、避難支援従事者の安全の確保を図

る。

<避難指示の発令の目安等> [略]

[略]

２～４ [略]

５ 避難所の設置、運営

(1) [略]

(2) 避難所の運営

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

・ 市本部は、避難所における正確な情報の伝達、食

料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、

住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を

有した NPO 等外部支援者等の協力が得られるよう努

める。

するよう指示し、避難支援等関係者の安全の確保を

図る。

<避難指示の発令の目安等> [略]

[略]

２～４ [略]

５ 避難所の設置、運営

(1) [略]

(2) 避難所の運営

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市本部は、避難所開設当初からパーティションや

段ボールベッド等の簡易ベッドを設置するよう努め

るとともに、食事供与の状況、トイレの設置状況等

の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。ま

た、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの

確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯

等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等に

よる巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の

確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況な

ど、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把

握に努め、栄養バランスのとれた適温の食事や、入

浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な

支援の実施など、必要な措置を講じるよう努めるも

のとする。

・ 市本部は、指定避難所における正確な情報の伝

達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避

難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専

門性を有した NPO・ボランティア等の外部支援者等

の協力が得られるよう努めるとともに、必要に応

じ、他の地方公共団体に対して協力を求めるものと

する。また、市は、指定避難所の運営に関し、役割

分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからない

よう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な

組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよ

う、その立ち上げを支援するものとする。この際、

避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域

市本部

福祉課、（追加）都市計画課、復興支援

室、農業委員会事務局、監査委員事務

局

市本部

福祉課、こころの復興支援室、土地活

用推進課、（削除）農業委員会事務局、

監査委員事務局
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127

128

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

(3) [略]

６ 在宅避難者等に対する支援

（追加）

(1) [略]

(2) 在宅避難者等に対する支援

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

の人材に対して協力を求めるなど、地域全体で避難

者を支えることができるよう留意する。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

(3) [略]

６ 在宅避難者等に対する支援

・ 市本部は、在宅避難者等が発生する場合や、避難

所のみで避難者等を受け入れることが困難となる場

合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅

避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援

のための拠点を設置すること等、在宅避難者等の支

援方策を検討するよう努めるものとする。

・ 市本部は、やむを得ず車中泊により避難生活を送

る避難者が発生する場合に備えて、あらかじめ、地

域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのスペース

を設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討

するよう努めるものとする。その際、車中泊を行う

に当たっての健康上の留意点等の広報や車中泊避難

者の支援に必要な物資の備蓄に努めるものとする。

(1) [略]

(2) 在宅避難者等に対する支援

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市本部は、在宅避難者等の支援拠点が設置された

場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を集約

し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものと

し、被災者支援に係る情報を支援のための拠点の利

用者に対しても提供するものとする。

・ 市本部は、車中泊避難を行うためのスペースが設

置された場合は、車中泊避難を行うためのスペース

の避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必

要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災

者支援に係る情報を車中泊避難を行うためのスペー

スの避難者に対しても提供するものとする。この

市本部 福祉課（追加） 市本部 福祉課、こころの復興支援室
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129-135 ７～８ [略]

９ 住民等に対する情報等の提供体制

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

10 [略]

際、車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実

施等に配慮するよう努めるものとする。

７～８ [略]

９ 住民等に対する情報等の提供体制

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者

についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報

収集を行うものとする。

10 [略]

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正
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頁 変 更 前 変 更 後

137

138

139-142

143

144

第 14 節 医療・保健

<基本方針>

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 災害時を想定した情報の連携、整理、分析等の保

健医療（追加）活動の実施体制の整備に努める。

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１～６ [略]

７ 保健管理・精神保健活動の実施

[略]

・ 市本部は、被災者の災害による精神的、身体的な

ダメージを緩和し、健康維持を図るため、次の区分

により、「健康管理活動班」を編成し、保健管理活動

を行う。

・ [略]

８～９ [略]

第 14 節 医療・保健

<基本方針>

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 災害時を想定した情報の連携、整理、分析等の保

健医療福祉活動の実施体制の整備に努める。

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１～６ [略]

７ 保健管理・精神保健活動の実施

[略]

・ 市本部は、被災者の災害による精神的、身体的な

ダメージを緩和し、健康維持を図るため、次の区分

により、「健康管理活動班」を編成し、保健管理活動

を行う。

・ [略]

８～９ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

医療機関名 班 名 編成基準

市 保健管理活動班 保健師

1名以上

（追加）栄

養士

1名

岩手県 保健医療班

医療機関名 班 名 編成基準

市 保健管理活動班 保健師

1 名以上

管理栄養士

1 名
岩手県 保健医療班
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頁 変更前 変更後

145

146

147

148

第 15 節 食糧・生活必需品の供給

<基本方針> [略]

<実施機関>

<市本部の担当>

１ [略]

２ 物資の種類

(1) [略]

(2) 食料の種類

・ [略]

＜食料の種類＞ [略]

＜１人当たりの数量＞ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 食料の支給に当たっては、乳幼児、高齢者、難病

者、透析患者、その他の慢性疾患患者、食物アレル

ギーを有する者（追加）等に配慮する。

３ 物資の確保

・ [略]

・ [略]

<検討する主な項目> [略]

<物資の調達の流れ> [略]

４ 物資の輸送及び保管

第 15 節 食糧・生活必需品の供給

<基本方針> [略]

<実施機関>

<市本部の担当>

１ [略]

２ 物資の種類

(1) [略]

(2) 食料の種類

・ [略]

＜食料の種類＞ [略]

＜１人当たりの数量＞ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 食料の支給に当たっては、乳幼児、高齢者、難病

者、透析患者、その他の慢性疾患患者、食物アレル

ギーを有する者、宗教上等の理由により食事制限の

ある者等に配慮する。

３ 物資の確保

・ [略]

・ [略]

<検討する主な項目> [略]

<物資の調達の流れ> [略]

４ 物資の輸送及び保管

実施機関 担 当 業 務

[略] [略]

陸上自衛隊

岩手駐屯部隊

1 物資の無償貸付又は譲渡

2 災害派遣要請に基づく炊き出し

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

商政課

（追加）
[略]

[略] [略]

市本部 商政課、農政課

[略] [略]

市本部 財政課、商政課、農林課、復興支援室

実施機関 担 当 業 務

[略] [略]

陸上自衛隊

岩手駐屯部隊

1 物資の無償貸付又は譲渡

2 災害派遣要請に基づく給食

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

商工観光課

交流推進課
[略]

[略] [略]

市本部 商工観光課、交流推進課、農政課

[略] [略]

市本部 財政課、商工観光課、交流推進課、農
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149

150

151

(1)～(2) [略]

５～６ [略]

７ 義援物資の受入れ

(1)～(2) [略]

８ 物資の需給調整

・ [略]

・ [略]

(1)～(2) [略]

５～６ [略]

７ 義援物資の受入れ

(1)～(2) [略]

８ 物資の需給調整

・ [略]

・ [略]

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正

[略] [略]

市本部 商政課、農林課

[略] [略]

市本部 商政課、（追加）、農林課

[略] [略]

林課（削除）

[略] [略]

市本部 商工観光課、交流推進課、農林課

[略] [略]

市本部 商工観光課、交流推進課、農林課

[略] [略]
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頁 変更前 変更後

155

156

157

158

159

第 17 節 応急仮設住宅の供与等及び応急修理

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ 応急仮設住宅の供与

(1)～(6) [略]

２ 住宅の応急修理

(1)～(5) [略]

３ 公営、民間住宅の確保

(1)～(2) [略]

４ 被災者に対する住宅情報の提供

・ [略]

・ [略]

５ 被災建築物の応急危険度判定

(1)～(3) [略]

６ [略]

第 21 節 応急対策要員の確保

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ 応急仮設住宅の供与

(1)～(6) [略]

２ 住宅の応急修理

(1)～(5) [略]

３ 公営、民間住宅の確保

(1)～(2) [略]

４ 被災者に対する住宅情報の提供

・ [略]

・ [略]

５ 被災建築物の応急危険度判定

(1)～(3) [略]

６ [略]

修正

理由
・組織改編による修正

課 室 担 当 業 務

建設課

（追加）
[略]

市本部 建設課

[略] [略]

市本部 建設課

市本部 建設課

[略] [略]

市本部 建設課

市本部 建設課

課 室 担 当 業 務

建設課

住宅政策室
[略]

市本部 住宅政策室

[略] [略]

市本部 住宅政策室

市本部 住宅政策室

[略] [略]

市本部 住宅政策室

市本部 住宅政策室
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頁 変更前 変更後

173

174

第 21 節 応急対策要員の確保

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ [略]

２ 確保の方法

・ [略]

・ [略]

３ [略]

第 21 節 応急対策要員の確保

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ [略]

２ 確保の方法

・ [略]

・ [略]

３ [略]

修正

理由
・現状に合わせた修正

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

商政課

（追加）
[略]

[略] [略]

市本部
消防本部・消防署、総務課、商政課、

（追加）、建設課

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

商工観光課

交流推進課
[略]

[略] [略]

市本部
消防本部・消防署、総務課、商工観光

課、交流推進課、建設課
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頁 変更前 変更後

176

177-178

179-181

第 22 節 文教対策

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ 学校教育施設の確保

(1)～(3) [略]

２～８ [略]

９ その他文教関係の対策

(1)～(2) [略]

第 22 節 文教対策

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ 学校教育施設の確保

(1)～(3) [略]

２～８ [略]

９ その他文教関係の対策

(1)～(2) [略]

修正

理由
・現状に合わせた修正

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

スポーツ交流推進

室

（追加）

[略]

管理課

図書館

博物館

[略] [略]

市本部 管理課、学校教育課、小中学校

[略] [略]

市本部
まちづくり推進課、スポーツ交流推進

室、管理課、図書館、博物館

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

商工観光課

交流推進課

[略]

教育総務課

図書館

博物館

[略] [略]

市本部 教育総務課、学校教育課、小中学校

[略] [略]

市本部
まちづくり推進課、商工観光課、交流

推進課、教育総務課、図書館、博物館
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頁 変更前 変更後

186

187-190

第 24 節 ライフライン施設応急対策

<基本方針> [略]

○ [略]

○ [略]

（追加）

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１～２ [略]

３ その他のライフライン施設

・ [略]

・ [略]

第 24 節 ライフライン施設応急対策

<基本方針> [略]

○ [略]

○ [略]

○ 道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフ

ラ事業者は、道路と生活インフラの連携した復旧が

行えるよう、関係機関との連携体制を整備・強化を

図るものとする。

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１～２ [略]

３ その他のライフライン施設

・ [略]

・ [略]

修正

理由
・現状に合わせた修正

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

商政課

（追加）
[略]

水道事業所 [略]

市本部
まちづくり推進課、商政課、（追加）

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

商工観光課

交流推進課

[略]

上下水道課 [略]

市本部
まちづくり推進課、商工観光課、交流

推進課
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頁 変更前 変更後

191

192

193

第 25 節 防災ヘリコプター出動要請

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１～２ [略]

３ 活動内容

防災ヘリコプターの活動内容は、次のとおりとす

る。

４ 応援要請

[略]

(1) 要請方法

・ 市本部は、災害発生時に、防災ヘリコプターの要

請が必要と判断した場合には、県本部に対し、防災

ヘリコプターの応援を要請し、後日、文書を提出す

る。

＜要請時に明示する事項＞ [略]

＜応援の要請先＞ [略]

・ [略]

５ 受入態勢

[略]

第 25 節 防災ヘリコプター出動要請

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１～２ [略]

３ 活動内容

防災ヘリコプターの活動内容は、次のとおりとす

る。

４ 応援要請

[略]

(1) 要請方法

・ 市本部は、災害発生時に、防災ヘリコプターの要

請が必要と判断した場合には、県本部に対し、防災

ヘリコプターの応援を要請し、（削除）文書を提出す

る。

＜要請時に明示する事項＞ [略]

＜応援の要請先＞ [略]

・ [略]

５ 受入態勢

[略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

[略] [略]

救急活動

ア 交通遠隔地からの傷病者の

搬送

イ 傷病者の転院搬送

ウ 交通遠隔地への医師、機材

等の搬送

（追加）

エ その他

ア 離着陸場所の確保及び安全対策

イ 傷病者等の搬送の場合は、搬送先の離着陸場

所、病院等への搬送手配

ウ 林野火災における空中消火を行う場合は、空中

消火基地の確保

エ その他必要な事項

[略] [略]

救急活動

ア 交通遠隔地からの傷病者の

搬送

イ 傷病者の転院搬送

ウ 交通遠隔地への医師、機材

等の搬送

エ 臓器搬送

オ その他

ア 離着陸場所の確保及び安全対策

イ 傷病者等の搬送の場合は、搬送先の離着陸場

所、病院等への搬送手配

（削除）

ウ その他必要な事項
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第３章 復旧対策計画

頁 変更前 変更後

197

198

199

第２節 生活の安定確保

<基本方針> [略]

１ 被災者の生活確保

(1)～(3) [略]

(4) 災害弔慰金等の支給

・ [略]

・ [略]

(5) 被災者生活再建支援制度の活用

（追加）

第２節 生活の安定確保

<基本方針> [略]

１ 被災者の生活確保

(1)～(3) [略]

(4) 災害弔慰金等の支給

・ [略]

・ [略]

(5) 被災者生活再建支援制度の活用

・ 市は、被災者が自らに適した支援制度を活用して

生活再建に取り組むことができるよう、災害ケース

資 金 名
支 給

対 象

支 給 額

生計維持者
その他の

者

[略] [略] [略] [略]

[略] [略] [略] [略]

小
災
害
見
舞
金

罹災

見舞

金

災害救助

法が適用

されない

災害の発

生に際

し、当該

災害によ

る罹災者

に見舞金

を支給

し、又は

罹災住民

の救助を

行った市

町村

災害救助法施行細則第 6

条別表第 2の 3の(3)に掲

げる季別及び世帯区分に

よる金額に滅失世帯数を

基準世帯数で除して得た

数を乗じて得た金額。た

だし、市町村が支給した

見舞金の総額を超えない

金額

救助

見舞

金

災害救助法が適用される

災害に係る同法第 4条第

1項に規定する救助の種

類（同条第 3号、第 4号

及び第 7号に規定する救

助を除く。）と同一の種類

の救助について、同法第

2条に規定する救助の例

によって算出した額に被

災率を乗じて得た金額

資 金 名
支 給

対 象

支 給 額

生計維持者
その他の

者

[略] [略] [略] [略]

[略] [略] [略] [略]

小
災
害
見
舞
金

罹災

見舞

金

災害救助

法が適用

されない

災害の発

生に際

し、当該

災害によ

る罹災者

に見舞金

を支給

し、又は

罹災住民

の救助を

行った市

町村

災害救助法による救助の

程度、方法及び期間並び

に実費弁償の基準（平成

25 年内閣府告示第 228

号）第４条第３号に掲げ

る季別及び世帯区分によ

る金額に滅失世帯数を基

準世帯数で除して得た数

を乗じて得た金額。ただ

し、市町村が支給した見

舞金の総額を超えない金

額

救助

見舞

金

災害救助法が適用される

災害に係る同法第 4条第

1 項に規定する救助の種

類（同条第 3号、第 4号

及び第 7号に規定する救

助を除く。）と同一の種

類の救助について、同法

第 2条第 1項に規定する

救助の例によって算出し

た額に被災率を乗じて得

た金額
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200

201-202

203

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

<支援金の支給> [略]

<支援金の申請から支給まで> [略]

(6)～(9) [略]

２～３ [略]

マネジメントの実施等により、見守り・相談の機会

や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行う

とともに、被災者が容易に支援制度を知ることがで

きる環境の整備に努めるものとする。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

<支援金の支給> [略]

<支援金の申請から支給まで> [略]

(6)～(9) [略]

２～３ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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第４章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画

頁 変更前 変更後

206 第１節 総則

１ 計画の目的

この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

に関する地震防災対策の推進に関する特別措置法

（平成 16 年法律第 27 号。以下、「法」という。）第

6条第 1項の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震防災対策推進地域（以下、「推進地域」

という。）について、日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震に関し、以下の事項を定め、本市域における地

震防災対策を進めることを目的とする。

２～４ [略]

第１節 総則

１ 計画の目的

この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

に関する地震防災対策の推進に関する特別措置法

（平成 16 年法律第 27 号。以下、「法」という。）第

5 条第 2 項の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周

辺海溝型地震防災対策推進地域（以下、「推進地域」

という。）について、日本海溝・千島海溝周辺海溝型

地震に関し、以下の事項を定め、本市域における地

震防災対策を進めることを目的とする。

２～４ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

ア [略]

イ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生

する津波からの防護及び円滑な避難の確保に関す

る事項

ウ～エ [略]

ア [略]

イ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生

する津波からの防護、円滑な避難及び迅速な救助

の確保に関する事項

ウ～エ [略]
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頁 変更前 変更後

208 第３節 地震発生時の応急対策等

１ 地震発生時の応急対策

(1) 情報の収集・伝達

ア 情報の収集・伝達

・ 情報の収集、伝達における役割並びに地震・津波

や被害情報の収集、伝達については、【第 2章第 4節

「情報の収集・伝達」】に定めるところによる。

・ 市及び防災関係機関は、災害の状況、これに対し

てとられた措置に関する情報等を収集する。その

際、当該地震が、自らの対応力のみでは十分な災害

対策を講じることができないような災害となる可能

性を考慮し、その規模を把握するための情報を収集

するよう留意するとともに、被害の詳細が把握でき

ない状況にあっても、迅速な情報の報告に努める。

イ 避難のための勧告及び指示

【第 2 章第 13 節「避難・救出」】に定めるところに

よる。

ウ 避難方法・避難誘導等

【第 2 章第 13 節「避難・救出」】に定めるところに

よる。

(2) 施設の緊急点検・巡視等

・ 市は、必要に応じて、通信施設、水門等の津波防

災施設、公共施設等、特に防災活動の拠点となる公

共施設等、避難場所及び避難所に指定されている施

設の緊急点検・巡視等を実施し、当該施設の被災状

況等の把握に努める。

・ 活動内容については、【第 2章第 8節「津波・浸水

対策」】に定めるところによる。

(3) 二次災害の防止

・ 県及び市は、地震による危険物施設等の二次災害

防止のため、必要に応じた施設の点検・応急措置、

関係機関との相互協力等を実施する。

・ 市は、土砂災害の防止や、倒壊物の飛散による被

害の防止、ライフライン復旧時における火災警戒等

について、県の指示を受ける。

(4) 救助・救急・消火・医療活動

・ 地震により、広域かつ甚大な被害が発生するおそ

れがあることを考慮し、市は、国、県、地方公共団

体等と連携し活動を行う。

第３節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備

１ 整備すべき施設

・ 次の施設等の整備計画については、地震防災対策

特別措置法に基づく「地震防災緊急事業五箇年計画」

に定めるところによる。なお、市が所有する施設につ

いては、耐震化対策を計画的かつ速やかに実施すると

ともに、災害時の拠点となる施設や主要な道路・港湾

等の耐震診断・改修等の耐震化対策を特に進める。

・ 市は、【第 1 章第 10 節「防災施設等の整備」】及び

【第 2 章第 4 節「情報の収集・伝達」】に従い、地震防

災応急対策を実施するため必要な通信施設を整備す

る。

・ 通信施設の整備は次のとおりである。

２ 整備方針

・ 市及び県は、施設整備の年次計画に当たっては、

防災効果が発揮されるよう整備の順序及び方法につ

いて考慮する。

・ 市及び県は、施設等の整備に当たっては、ソフト

対策とハード対策を組み合わせた効果的な対策の実

施に考慮する。

ア 建築物、構造物等の耐震化

イ 避難地の整備

ウ 避難路の整備

エ 津波対策施設

オ 消防用施設の整備等

カ 緊急輸送を確保するために必要な道路又は漁港

の整備

キ 通信施設の整備

ク 緩衝地帯として設置する緑地、広場、その他公

共空地の整備

ケ その他の事業

ア 市防災行政無線

イ 移動系無線機及び衛星携帯電話
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・ 活動内容については、【第 2 章第 7 節「消防活

動」】、【第 2 章第 14 節「医療・保健」】に定めるとこ

ろによる。

(5) 物資調達

・ 市は、発災後適切な時期において、市が所有する

公的備蓄量、企業との協定等により調達可能な流通

備蓄量等について、主な品目別に確認する。

・ 市は、必要な物資を調達できないときは、被災の

状況を勘案し、市内で不足する物資の数量について

把握し、県に対して調達、供給の要請を行う。

・ 活動内容については、【第 2 章第 15 節「食料・生

活必需品の供給」】に定めるところによる。 

(6) 輸送活動

・ 地震により、広域かつ甚大な被害が発生するおそ

れがあることを考慮し、市は、県、地方公共団体等

と連携し活動を行う。

・ 活動内容については、【第 2章第 6節「交通確保・

輸送」】に定めるところによる。

(7) 保健衛生・感染症予防活動

・ 地震により広域かつ甚大な被害が発生するおそれ

があることを考慮し、市は、県、地方公共団体等と

連携し活動を行う。

・ 活動内容については、【第 2 章第 14 節「医療・保

健」】及び【第 2章第 18 節「感染症予防」】に定める

ところによる。

２ 資機材、人員等の配備手配

(1) 物資等の調達手配

市は、必要な物資、資機材（以下、「物資等」とい

う。）の確保状況を県に報告し、不足が生じた場合

は、県が保有する物資等の放出の措置、又は必要に

応じて、市町村間のあっせん等の要請を行う。

(2) 人員の配備

市は、人員の配備状況を県に報告し、必要に応じ

て、他市町村等からの人員派遣等、広域的な措置を

県に要請する。

(3) 災害応急対策に必要な資機材及び人員の配置

・ 防災関係機関は、地震が発生した場合において、

陸前高田市地域防災計画に定める災害応急対策及び

施設等の応急復旧対策を実施するため、必要な資機

材の点検、整備、配備等の準備を行う。

・ 機関ごとの具体的な措置内容は、機関ごとに別に

定める。
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３ 他機関に対する応援要請

(1) 市の相互応援協力及び岩手県への応援要請

【第 2章第 9節「受援・応援」】に定めるところによ

る。

(2) 自衛隊の派遣要請

【第 2 章第 10 節「自衛隊災害派遣要請」】に定める

ところによる。

(3) 消防庁・警察庁等との連絡体制の確保

市は、災害が発生し、他の都道府県からの緊急消防

援助隊、警察の広域緊急援助隊の要請を行う場合

は、知事に対して出動要請をするものとし、受け入

れることとなった場合に備え、活動拠点の確保等受

入れ体制を確保するよう努める。

(4) 広域的な災害対応体制の整備

・ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震は、北海道か

ら東北に至る広域な地域に発生する可能性があり、

災害発生時に隣接道県からの応援を求めることは困

難であるため、市は、国や他の都道府県と協議し、

災害対応体制の整備に努める。

・ その際、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の連

続発生を考慮した応急対策要員の配置等についても

考慮する。

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正
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頁 変更前 変更後

213 第５節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備

１ 整備すべき施設

・ 次の施設等の整備計画については、地震防災対策

特別措置法に基づく「地震防災緊急事業五箇年計画」

に定めるところによる。なお、市が所有する施設につ

いては、耐震化対策を計画的かつ速やかに実施すると

ともに、災害時の拠点となる施設や主要な道路・港湾

等の耐震診断・改修等の耐震化対策を特に進める。

・ 市は、【第 1章第 10 節「防災施設等の整備」】及び

【第 2章第 4節「情報の収集・伝達」】に従い、地震防

災応急対策を実施するため必要な通信施設を整備す

る。

・ 通信施設の整備は次のとおりである。

２ 整備方針

・ 市及び県は、施設整備の年次計画に当たっては、

防災効果が発揮されるよう整備の順序及び方法につ

いて考慮する。

・ 市及び県は、施設等の整備に当たっては、ソフト

対策とハード対策を組み合わせた効果的な対策の実施

に考慮する。

第５節 関係者との連携協力の確保に関する事項

１ 資機材、人員等の配備手配

・ 被災時における物資等の調達手配及び人員の配備

のうち、応急対策を実施するため広域的措置が必要

なものは【第 2章第 9節「受援・応援」】に定める。

・ 応急対策を実施する上で他機関の応援等を求める

必要がある場合に備え締結した事前応援協定その他

の手続上の措置を予め把握するものとする。

〔「災害時における応援協定等の一覧表〕 資料編

資料 12〕

２ 自衛隊の災害派遣

・ 自衛隊への災害派遣、要請の手順、連絡調整窓

口、連絡の方法等は【第 2 章第 10 節「自衛隊災害派

遣要請】に定めるところによる。

・ 救助活動拠点・航空機用救助活動拠点等の確保を

含む派遣部隊等の受入体制のほか、救助・救急、応

急医療、緊急輸送等の災害派遣活動については、【第

2 章第 10 節「自衛隊災害派遣要請】に定めるところ

による。

３ 物資の備蓄・調達

物資の備蓄及び調達に関する方法は【第 1 章第 8

節「食料・生活必需品等の備蓄」】に定めるところに

よる。

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

ア 建築物、構造物等の耐震化

イ 避難地の整備

ウ 避難路の整備

エ 津波対策施設

オ 消防用施設の整備等

カ 緊急輸送を確保するために必要な道路又は漁港

の整備

キ 通信施設の整備

ク 緩衝地帯として設置する緑地、広場、その他公

共空地の整備

ケ その他の事業

ア 市防災行政無線

イ 移動系無線機及び衛星携帯電話
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頁 変 更 前 変 更 後

216 第８節 北海道・三陸沖後発地震注意情報に係る対応

（追加）

１ 災害応急対策をとるべき期間

[略]

２ 市のとるべき措置

・ 市は、北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信さ

れた場合において、以下のような防災対応をとる旨

を防災行政無線や緊急速報メール、各種ＳＮＳ等の

手段により地域住民等に対し呼びかける。

（追加）

・ 市は、市における日頃からの備えを再確認すると

ともに、施設・設備等の点検等により円滑かつ迅速

な避難を確保するよう備える。

第８節 北海道・三陸沖後発地震注意情報に係る対応

１ 北海道・三陸沖後発地震注意情報等の伝達、災害

に関する会議等の設置等

(1) 北海道・三陸沖後発地震注意情報等の伝達・周知

後発地震への注意を促す情報その他これらに関連

する情報や後発地震に対して注意する措置等（以下

「後発地震への注意を促す情報等」という。）の地域

住民等並びに防災関係機関に対する伝達・周知体制

は、【第 2章第 2節「津波警報・地震情報等の伝達」

に定めるところによる。

(2) 災害に関する会議等の設置

災害対策本部等の設置運営方法その他の事項につい

ては、第３章第１節「活動体制計画」に定めるとこ

ろによる。

(3) 自主避難所の設置

市本部は、注意情報が発表された場合に、自宅での

待機に不安を持つ市民を考慮し、必要に応じて、自

主避難所を設置する。設置場所については、災害対

策本部にて協議のもと、決定することとする。

２ 災害応急対策をとるべき期間等

[略]

３ 市のとるべき措置

・ 市は、北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信さ

れた場合において、地域住民等に対し、日頃からの

地震への備えの再確認や、円滑かつ迅速な避難をす

るための備え等の防災対応をとる旨を呼びかける。

・ 市における日頃からの地震への備えを再確認する

とともに、施設・設備等の点検等により円滑かつ迅

速な避難を確保するよう備える。

・ 後発地震に対して注意する措置は以下のとおりで

ある。

（削除）

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正

ア～エ [略] ア～エ [略]
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風水害編

第１章 予防対策計画

頁 変 更 前 変 更 後

4

5

第２節 自主防災組織等の育成

<基本方針> [略]

１～２ [略]

３ 地区防災計画の推進

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

第２節 自主防災組織等の育成

<基本方針> [略]

１～２ [略]

３ 地区防災計画の推進

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 県及び市町村は、男女共同参画の視点から、防災

会議の委員に占める女性の割合を高めるよう取り組

む。

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

6

7

７

第３節 防災訓練

<基本方針> [略]

１ 実施方法

・ [略]

・ [略]

・ 市は、毎年９月１日を中心とする防災週間中に、

県が主催する総合防災訓練等、他の防災機関が実施

する防災訓練にも積極的に参加し、県、他市町村等

との連携を図る。

・ [略]

＜各訓練の実施目的＞ [略]

２ 主な訓練項目・留意事項

市が実施する主な個別訓練項目例は、次のとおり

である。

(1) 津波防災訓練

ア～サ [略]

（追加）

(2) [略]

３ 実施に当たって留意すべき事項

(1) 主要防災関係機関の参加

・ [略]

・ 特に、災害時における自衛隊との連携強化を図る

ため、自衛隊の参加を得て、自衛隊災害派遣要請及

第３節 防災訓練

<基本方針> [略]

１ 実施方法

・ [略]

・ [略]

・ 市は、毎年９月１日「防災の日」を含む一週間(防

災週間)中を原則とし、県が主催する総合防災訓練

等、他の防災機関が実施する防災訓練にも積極的に

参加し、県、他市町村等との連携を図る。

・ [略]

＜各訓練の実施目的＞ [略]

２ 主な訓練項目・留意事項

市が風水害の想定に基づき実施する主な個別訓練

項目例は、次のとおりである。

(1) 津波防災訓練

ア～サ [略]

シ 避難所開設・運営訓練

ス 要配慮者を対象とした訓練

個別避難計画に基づく避難行動要支援者の避

難、避難確保計画に基づく要配慮者利用施設の避

難に係る訓練を実施する。この際、避難支援者の

活動における安全確保に留意する。

セ 遺体対応訓練

最悪の場合を想定し、被災現場からの遺体の搬

送、関係機関の連携による検視身元確認、御家族

への説明、相談受け等の訓練を実施する。この

際、外国人の被災を想定した多言語対応訓練と連

携する。

ソ 多言語対応訓練

社会のグローバル化を考慮し、外国人の住民、

観光客、従業員等の避難、避難所での対応、保

健・医療ケアの提供等に係る訓練を実施する。

(2) [略]

３ 実施に当たって留意すべき事項

(1) 主要防災関係機関の参加

（削除） [略]

（削除）
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8

び災害派遣時に行う救援活動に係る各種の訓練を実

施するよう努める。

(2) 地域住民等の参加促進

・ [略]

・ [略]

（追加）

(3) 広域的な訓練の実施

（追加）

・ 広域応援体制の確立を図るため、県内外の応援協

定を締結している自治体やその他防災関係機関に広

く参加を呼びかけ、広域応援協定等に基づく広域応

援要請その他の各種訓練を実施する。

(4) 教育機関等における訓練の実施

児童・生徒に対する防災教育の観点から、市内

の保育所(園)、小中学校、高等学校等の参加を得

て各種の訓練を実施する。

(5) 要配慮者を対象とした訓練の実施

医療施設、福祉施設等は、入居者の避難、誘導

など、要配慮者を対象とした訓練を地域の自治

会、自主防災組織、消防団等と連携して実施す

る。

(6) 地域の実情を踏まえた災害想定

ハザードマップや被害想定を活用するなど、地

域のおかれている地勢的な条件や過去の災害実績

等を考慮し、より実際的な災害想定を行う。

(7) 各種訓練の有機的な連携

有事の際の実際的な対応を想定し、防災関係機

関が合同しての訓練、あるいは各訓練が有機的に

連携した訓練を実施する。

(8) 所有資機材等の活用

訓練実施の際には、自己の所有する専用車両、

資機材を有効に活用する。

(2) 地域住民等の参加促進

・ [略]

・ [略]

・ 児童・生徒の参加は防災意識・教育上の地域への

普及の核心となることから、管内の保育施設、小中

学校、高等学校等の参加を得る。

(3) 広域的な訓練の実施

・ 市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能

となるよう、関係機関と連携して、実践型の防災訓

練を実施するよう努めるものとする。

・ 広域応援体制の確立を図るため、県内外の応援協

定を締結している自治体やその他防災関係機関に広

く参加を呼びかけ、広域応援協定等に基づく広域応

援要請その他の各種訓練を実施する。

（削除）

(4) 地域の実情を踏まえた災害想定

ハザードマップや被害想定を活用するなど、地

域のおかれている地勢的な条件や過去の災害実績

等を考慮し、より実際的な災害想定を行う。

(5) 各種訓練の有機的な連携

有事の際の実際的な対応を想定し、防災関係機

関が合同しての訓練、あるいは各訓練が有機的に

連携した訓練を実施する。

（削除）

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

10 第５節 通信の確保

<基本方針>

〇 [略]

〇 市及び防災関係機関は、通信施設・設備の浸水防

止措置、被災のおそれがない場所への設置、施設の

サブシステム化並びに代替通信手段の確保に努め

る。また、通信施設等の迅速な応急・復旧が可能と

なるよう、要員及び資機材の確保体制を整備する。

（追加）

〇 [略]

（追加）

１～３ [略]

４ その他の通信施設の整備

・ 市及び防災関係機関は、気象予報・警報の伝達、

災害情報収集等のため、防災関係機関の内部及び相

互間の通信施設・設備の整備を図るとともに、その

運用体制等の整備に努める。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

５～６ [略]

第５節 通信の確保

<基本方針>

〇 [略]

〇 市及び防災関係機関は、通信施設・設備の浸水防

止措置、被災のおそれがない場所への設置、施設の

サブシステム化並びに代替通信手段の確保に努める

とともに、通信施設等の迅速な応急・復旧が可能と

なるよう、要員及び資機材の確保体制を整備する。

また、通信が途絶している地域で、部隊や派遣職員

等が活動する場合を想定し、衛星通信を活用したイ

ンターネット機器の整備、活用に努めること。

〇 [略]

〇 市及び電気通信事業者等は、情報通信施設の災害

に対する安全性の確保及び停電対策、情報通信施設

の危険分散、通信路の多ルート化、通信ケーブル・

ＣＡＴＶケーブルの地中化の促進、無線を活用した

バックアップ対策、デジタル化の促進、定期的な訓

練等を通じた平常時からの連携体制の構築等による

防災対策の推進並びに災害時通信技術及び周波数有

効利用技術の研究開発の推進等を図るものとする。

１～３ [略]

４ その他の通信施設の整備

・ 市及び防災関係機関は、気象予報・警報等の伝

達、災害情報収集等のため、防災関係機関の内部及び

相互間の通信施設・設備の整備を図るとともに、その

運用体制等の整備に努める。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

５～６ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

12

13

14

15-17

18

第６節 避難対策

<基本方針>

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

（追加）

１ 避難対策の検討

(1) 避難対策の検討

市は、新たな洪水浸水想定が公表された場合や 土

砂災害警戒区域等の指定状況 、防潮堤の整備の進捗

状況等を踏まえ、必要に応じて避難基準や避難対策

の見直しを行う。

ア～ウ [略]

(2)～(5) [略]

２～３ [略]

４ 避難行動要支援者名簿

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は、障

がい者、介護認定を受けている方、高齢者（80 歳以

上の独居、高齢者のみ世帯）等で、在宅で生活して

おり、自分の個人情報を避難支援等関係者に提供す

ることに同意した者とする。

・ [略]

５～６ [略]

第６節 避難対策

<基本方針>

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 市は、平常時から、被災者支援の仕組みを担当す

る部局を明確化し、地域の実情に応じ、災害ケース

マネジメント(一人一人の被災者の状況を把握した上

で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細やか

な支援を継続的に実施する取組)などの被災者支援の

仕組みの整備等に努めるものとする。

１ 避難対策の検討

(1) 避難対策の検討

市は、新たな洪水浸水想定が公表された場合や

土砂災害警戒区域等の指定状況 、堤防の整備の進

捗状況等を踏まえ、必要に応じて避難基準や避難対

策の見直しを行う。

ア～ウ [略]

(2)～(5) [略]

２～３ [略]

４ 避難行動要支援者名簿

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲は、障

がい者、（削除）高齢者の災害時等に自力避難するこ

とが困難な人等で、在宅で生活しており、自分の個

人情報を避難支援等関係者に提供することに同意し

た者とする。

・ [略]

５～６ [略]

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正



風水害編

第１章 予防対策計画

- 58 -

頁 変 更 前 変 更 後

19

20

21

22

第７節 要配慮者の安全確保

<基本方針> [略]

１ [略]

２ 災害情報等の伝達体制の整備

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

３～７ [略]

８ 外国人の安全確保対策

(1)～(3) [略]

(4) 情報の提供

・ [略]

・市は、災害時に避難所等において、災害時多言語支

援情報コーディネーターを活用し、効果的な情報収集

(外国人被災者の状況、ニーズ把握)、情報提供(災害情

報、外国人被災者のニーズとのマッチング)を行うよう

努める。

(5)～(6) [略]

第７節 要配慮者の安全確保

<基本方針> [略]

１ [略]

２ 災害情報等の伝達体制の整備

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が

防災及び防犯に関する情報を迅速かつ確実に取得す

ることができるようにするため、体制の整備充実、

設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講

ずるものとする。

・ 市は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が

緊急の通報を円滑な意思疎通により迅速かつ確実に

行うことができるようにするため、多様な手段によ

る緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な

施策を講ずるものとする。

３～７ [略]

８ 外国人の安全確保対策

(1)～(3) [略]

(4) 情報の提供

・ [略]

・市は、災害時に避難所等において、災害時外国人支

援情報コーディネーターを活用し、効果的な情報収集

(外国人被災者の状況、ニーズ把握)、情報提供(災害情

報、外国人被災者のニーズとのマッチング)を行うよう

努める。

(5)～(6) [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

23

24

第８節 食料・生活必需品の備蓄

<基本方針>

〇 [略]

１ 市の役割

・ 市は、性別によるニーズの違いや高齢者、障がい

者、難病患者、食物アレルギーを有する者、外国

人、乳幼児及び妊産婦、性的マイノリティ(ＬＧＢＴ

等)等の要配慮者の多様なニーズに配慮した上で、物

資の備蓄計画(品目、数量、配置場所)を定める。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

２ 市民及び事業所の役割

(1) 市民の役割

・ [略]

・ [略]

<家庭における備蓄品の例>

第８節 食料・生活必需品の備蓄

<基本方針>

〇 [略]

〇 市は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事

前に物資調達・輸送調整等支援システムを用いて備

蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録され

ている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、

物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係

者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速や

かな物資支援のための準備に努めるものとする。

１ 市の役割

・ 市は、性別によるニーズの違いや高齢者、障がい

者、難病患者、食物アレルギーを有する者、外国

人、宗教上の理由により食事制限のある者、乳幼児

及び妊産婦、性的マイノリティ(ＬＧＢＴ等)等の要

配慮者の多様なニーズに配慮した上で、物資の備蓄

計画(品目、数量、配置場所)を定める。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

２ 市民及び事業所の役割

(1) 市民の役割

・ [略]

・ [略]

<家庭における備蓄品の例>

ア 飲料水

イ 非常食

ウ 携帯電話

エ 携帯ラジオ

オ 懐中電灯

カ 乾電池

キ マッチ

ク ローソク

ケ 軍手

コ 上着

サ レインコート

シ 下着類

ア 飲料水

イ 食料(アレルギー対応含む)

ウ 携帯電話

エ 携帯ラジオ

オ 懐中電灯

カ 予備電池

キ マッチ

ク ローソク

ケ 軍手

コ 上着

サ レインコート

シ 下着類
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(2) [略] (2) [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

ス タオル類

セ 使い捨てカイロ

ソ ティッシュ

タ 生理用品

チ 常備薬等

ツ 携帯トイレ

テ マスク

（追加）

（追加）

ス タオル類

セ 使い捨てカイロ

ソ ティッシュ

タ 生理用品

チ 常備薬等

ツ 携帯トイレ

テ マスク

ト 赤ちゃん用品・紙おむつ

カ カセットコンロ・石油ストーブ類
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頁 変 更 前 変 更 後

27

28

29

第１０節 防災施設等の整備

<基本方針> [略]

１ 防災施設の機能強化

・ [略]

・ 様々な災害応急対策活動を行うための、主な防災

施設等は次のとおりである。

２～５ [略]

第１０節 防災施設等の整備

<基本方針> [略]

１ 防災施設の機能強化

・ [略]

・ 様々な災害応急対策活動を行うための、主な防災

施設等は次のとおりである。

２～５ [略]

修正

理由
・現状に合わせた修正

区分 防災施設 災害時の役割等

[略] [略] [略]

交通拠点

旧矢作小学校

（矢作町字愛宕

下 11-1）
災害応急対策を実

施するために必要

な要員、物資等を

陸上輸送する拠点

川の駅よこた

（横田町字砂子

田 169）

道の駅高田松原

（気仙町字土手

影 180）

[略] [略] [略]

区分 防災施設 災害時の役割等

[略] [略] [略]

交通拠点

(削除)

災害応急対策を実

施するために必要

な要員、物資等を

陸上輸送する拠点

川の駅よこた

（横田町字砂子

田 169）

道の駅高田松原

（気仙町字土手

影 180）

[略] [略] [略]
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頁 変 更 前 変 更 後

30

31

第１１節 建築物等の安全確保

<基本方針> [略]

１ 建築物の安全確保

・ 建築物に係る防災意識の高揚を図るため、日常業

務における防災指導を実施するほか、毎年、防災週

間等において、防災パトロール等各種防災啓発活動

を実施する。

・ [略]

・ [略]

２～５ [略]

第１１節 建築物等の安全確保

<基本方針> [略]

１ 建築物の安全確保

・ 建築物に係る防災意識の高揚を図るため、日常業

務における防災指導を実施するほか、毎年、春季と秋

季に建築物防災週間を設け、防災パトロール等各種防

災啓発活動を実施する。

・ [略]

・ [略]

２～５ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

32

33

第１２節 交通施設の安全確保

<基本方針> [略]

１ 道路の整備

市その他道路管理者は、災害時における道路機能

を確保するため、所管道路について、道路危険個所

調査を実施し、補修等対策工事の必要箇所の整備を

進める。

ア 道路隣接法面の路面への崩落が予想される箇所

及び路体の崩落が予想される箇所を把握するため、

道路法面、盛土欠落危険調査を実施する。

イ 上記調査に基づき、道路の防災補修工事が必要

な箇所について、工法決定のための測量、地質調

査、設計等を行い、その対策工事を実施する。

２～５ [略]

第１２節 交通施設の安全確保

<基本方針> [略]

１ 道路の整備

・ 市その他道路管理者は、災害時における道路機能

を確保するため、所管道路について、道路危険個所

調査を実施し、補修等対策工事の必要箇所の整備を

進める。

ア 道路隣接法面の路面への崩落が予想される箇所

及び路体の崩落が予想される箇所を把握するため、

道路法面、盛土欠落危険調査を実施する。

イ 上記調査に基づき、道路の防災補修工事が必要

な箇所について、工法決定のための測量、地質調

査、設計等を行い、その対策工事を実施する。

・ 市は、緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図る

ため、港湾等の主要な拠点と高規格道路等のアクセ

ス強化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等

を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図る

ものとする。また、避難路、緊急輸送道路など防災

上重要な経路を構成する道路について、災害時の交

通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定し

て道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が

促進する一般送配電事業者、電気通信事業者におけ

る無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を

図るものとする。

２～５ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

34

35

36-37

38

39

第１３節 ライフライン施設等の安全確保

<基本方針> [略]

１～２ [略]

３ 電力施設

電気事業者は、災害による電力施設の被害を防止

又は軽減するため、電力施設の耐震性の向上、資機

材の整備等を図るとともに、電気工作物の巡視、点

検、広報活動の実施等により、電気事故の防止を図

る。

(1)～(4) [略]

４ [略]

５ 電気通信施設

[略]

(1)～(2) [略]

(3) 災害対策用機器及び車両の配備

[略]

(4)～(5) [略]

６ [略]

第１３節 ライフライン施設等の安全確保

<基本方針> [略]

１～２ [略]

３ 電力施設

・ 電気事業者は、災害による電力施設の被害を防止

又は軽減するため、電力施設の耐震性の向上、資機

材の整備等を図るとともに、電気工作物の巡視、点

検、広報活動の実施等により、電気事故の防止を図

る。

・ 電気事業者等は、大規模な災害発生のおそれがあ

る場合、それぞれが所有する電源車、発電機等の現

在時点の配備状況等を確認の上、リスト化するよう

努めるものとする。

(1)～(4) [略]

４ [略]

５ 電気通信施設

[略]

(1)～(2) [略]

(3) 災害対策用機器及び車両の配備

[略]

(4)～(5) [略]

６ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

（追加）

ア 可搬型衛星地球局

イ 可搬型無線機

ウ 移動基地局及び臨時基地局

エ 移動電源車及び可搬型発電機

オ 応急ケーブル

カ 電気通信設備等の防災用機材(消火器、土のう

等)

ア 非常用衛星通信装置

イ 可搬型衛星地球局

ウ 可搬型無線機

エ 移動基地局及び臨時基地局

オ 移動電源車及び可搬型発電機

カ 応急ケーブル

キ 電気通信設備等の防災用機材(消火器、土のう

等)
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頁 変 更 前 変 更 後

40

41-42

第 14 節 風水害等予防

<基本方針> [略]

１～２ [略]

３ 土砂災害予防

(1) [略]

(2) 土砂災害防止対策の推進

ア～イ [略]

(3) [略]

(4) 土砂災害警戒情報の発表

ア 発表機関

土砂災害警戒情報は、県と盛岡地方気象台が共同

で発表する。

イ 発表基準

・ 大雨警報 （土砂災害）の発表がされている場合

において、実況雨量及び気象庁が作成する降雨予測

に基づく値が 5 ㎞メッシュごとの監視基準（土砂災

害発生避難基準線）に達したときに、そのメッシュ

を含む市町村単位で土砂災害警戒情報を発表する。

・ また、地震等の影響により地盤が脆弱になってい

る可能性が高くなり、土砂災害の危険性が現状より

も高いと考えられる場合は、発表基準を引き下げ

る。

ウ 解除基準

第 14 節 風水害等予防

<基本方針> [略]

１～２ [略]

３ 土砂災害予防

(1) [略]

(2) 土砂災害防止対策の推進

ア～イ [略]

ウ 市は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく管

内の既存盛土等に関する調査等を実施し、必要に応

じ、把握した盛土等について安全性把握のための詳

細調査や経過観察等を行うものとする。また、これ

らを踏まえ、危険が確認された盛土等について、各

法令に基づき、速やかに監督処分や撤去命令等の行

政処分等の盛土等に伴う災害を防止するために必要

な措置を行うものとする。

(3) [略]

(4) 土砂災害警戒情報の発表

ア 目的及び発表機関

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼ

す土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況とな

ったときに、市町村長の避難指示や住民の自主避難

の判断を支援するため、対象となる市町村を特定し

て警戒を呼びかける情報で、県と盛岡地方気象台が

共同で発表する。市町村内で危険度が高まっている

詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）

の危険度分布）で確認することができる。危険な場

所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に

相当。

イ 発表基準

・ 大雨警報（土砂災害）又は大雨特別警報（土砂災

害）発表中に、気象庁が作成する降雨予測に基づく

値が（削除）監視基準（土砂災害発生避難基準線）

に達したときに、県と盛岡地方気象台は、当該地域

を対象として共同で発表する。

・ また、地震等（削除）により地盤が脆弱になって

いる可能性が高くなり、土砂災害の危険性が現状よ

りも高いと考えられる場合は、発表基準を引き下げ

る。

ウ 解除基準
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44

・ 監視基準を下回り、かつ短時間で再び監視基準を

超過しないと予想されるとき、土砂災害警戒情報を

解除する。ただし、無降雨状態が長時間継続してい

るにもかかわらず監視基準を下回らない場合は、土

壌雨量指数の状況等を鑑み、県と盛岡地方気象台が

協議の上で解除できるものとする。

(5) 利用にあたっての留意点

ア 土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の

危険度を、降雨に基づいて判定し発表するもので、

個別の災害発生個所・時間・規模等を詳細に特定す

るものではないことに留意する。

イ [略]

ウ 避難指示等の発令に当たっては、土砂災害警戒情

報を参考にしつつ、周辺の渓流・斜面の状況や気象

状況、県の補足情報（土砂災害警戒情報システムの

危険度を示す指標）等も併せて総合的に判断する。

エ 土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警報（土砂災

害）が発表されているときは、避難指示等の対象地

区の範囲が十分であるかどうかなど、既に実施済の

措置の内容を再度確認し、その結果、必要に応じて

避難指示等の対象地域の拡大等、更なる措置を検討

する。

(6) 避難指示等のための補足情報の収集

[略]

＜土砂災害警戒情報の補足情報＞

・ 監視基準を下回り、かつ短時間で再び監視基準を

超過しないと予想されるときに解除する。ただし、

大規模な土砂災害が発生した場合には、県と盛岡地

方気象台が協議の上で基準を下回っても解除しない

場合がある。

(5) 利用にあたっての留意点

ア 土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災

害のうち、避難指示等の災害応急対策が必要な土石

流や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対象としてい

る。しかし、土砂災害はそれぞれの斜面における植

生・地質・風化の程度、地下水の状況等に大きく影

響されるため、個別の災害発生個所・時間・規模等

を詳細に特定することまではできない。

イ [略]

ウ 避難指示等の発令に当たっては、土砂災害警戒情

報を参考にしつつ、周辺の渓流・斜面の状況や気象

状況、土砂災害危険度情報（土砂災害警戒情報シス

テムの危険度を示す指標）等も併せて総合的に判断

する。

エ 土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警報(土砂災

害)が発表された場合は、警戒レベル５緊急安全確保

の発令を検討すること。なお、発令対象区域の絞り

込みについては、土砂キキクル（大雨警報（土砂災

害）の危険度分布）において「災害切迫（黒）」（実

況で大雨特別警報（土砂災害）の基準に到達）のメ

ッシュが出現し、そのメッシュが土砂災害警戒区域

等と重なった場合、あらかじめ警戒レベル５緊急安

全確保の発令単位として設定した地域内の土砂災害

警戒区域等に警戒レベル５緊急安全確保を発令す

る。

(6) 避難指示等のための補足情報の収集

[略]

＜土砂災害危険度情報＞

危険度 表示 状況及び行動目安

警戒レベル

３相当
赤

2 時間以内に大雨警報

（土砂災害）の基準に

達すると予測される場

合（高齢者等避難の検

討が必要な状況）

警戒レベル

４相当
うす紫

2時間以内に土砂災害警

戒情報の基準に達する

危険度 表示 状況（削除）

災害切迫

【警戒レベ

ル５相当】

黒

大雨特別警報（土砂災

害）の指標に用いる基

準に実況で到達

危険 紫
実況値又は２時間先ま

での予測値が土砂災害
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45

※ [略]

（追加）

(7)～(9) [略]

４ [略]

※ [略]

※ 「災害切迫」（黒）：警戒レベル５緊急安全確保の

発令対象区域の絞り込みに活用

(7)～(9) [略]

４ [略]

修正

理由
・県計画の変更に伴うもの

と予測される場合（避

難指示の検討が必要な

状況）

警戒レベル

５相当
濃い紫

既に土砂災害警戒情報

の基準に到達してお

り、命に危険が及ぶ土

砂災害が既に発生して

いてもおかしくない極

めて危険な状況（緊急

安全確保の検討が必要

な状況）

（追加）
（ 追

加）

（追加）

（追加）
（ 追

加）

（追加）

【警戒レベ

ル４相当】

警戒情報の基準に到達

すると予想

警戒

【警戒レベ

ル３相当】

赤

実況値又は２時間先ま

での予測値が警報基準

に到達すると予想

注意

【警戒レベ

ル２相当】

黄

実況値又は２時間先ま

での予測値が注意報基

準に到達すると予想

今後の情報

等に留意
白 —
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第２章 応急対策計画

頁 変 更 前 変 更 後

49

50

51-52

第１節 活動体制

<基本方針>

〇 市及び防災関係機関は、災害が発生し、又は発生

するおそれがある場合を想定し、組織体制及び動員

体制について、計画を定める。

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

１ 市の活動体制

ア 設置基準

イ～エ [略]

(2) 災害対策本部

・ [略]

・ [略]

ア 設置基準

イ～オ [略]

(3) 災害対策本部等の設置及び廃止の周知等

第１節 活動体制

<基本方針>

〇 市及び防災関係機関は、災害が発生し、又は発生す

るおそれがある場合において、複合災害（同時又は連

続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化

することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困

難になる事象をいう。）の発生可能性も認識し、各自

の行うべき災害応急対策が迅速かつ的確に行われるよ

う、あらかじめ、その組織体制及び動員体制につい

て、計画を定める。

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 市は、円滑な災害応急対策の実施のため、必要に応

じ、外部の専門家等の意見・支援を活用する。

〇 県及び市町村は、複合災害が発生した場合におい

て、災害対策本部が複数設置された場合には、情報の

収集・連絡・調整のための要員の配置調整など、必要

な調整を行う。

１ 市の活動体制

ア 設置基準

イ～エ [略]

(2) 災害対策本部

・ [略]

・ [略]

ア 設置基準

イ～オ [略]

(3) 災害対策本部等の設置及び廃止の周知等

[略] [略]

警戒体制

（2号体制）

① [略]

② [略]

③ 土砂災害警戒情報が発表され

たとき

[略] [略]

特別非常体制

（3号体制）

[略]

名称 連絡先 所在地

[略] [略]

警戒体制

（2号体制）

① [略]

② [略]

（削除）

[略] [略]

（削除）非常

体制

（5号体制）

[略]

名称 連絡先 所在地
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53

54

55

２ 職員の動員配備体制

(1) 参集基準

・ [略]

・ [略]

・ [略]

(2) 動員の方法

・ 職員への配備指令の伝達は、次の方法で行う。

・ [略]

(3)～(6) [略]

(7) 応援職員の動員

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

(8)～(9) [略]

３ [略]

参集基準
防災局

消防本部・
消防署

各部課等
の　　長

地区本部員
市防災行政
無線従事者
秘書担当

その他
職　員

[

略

]

[略]

[略]

[略] [略] [略] [略]

[略]
[略]

[略] [略] [略] [略]

特別警戒体制
（3号体制）

①　土砂災害警戒情報ア
発表されたとき

[略] [略] [略] [略]

特別非常体制
（5号体制）

[略] [略] [略] [略] [略]

体制区分

災
害
対
策
本
部

２ 職員の動員配備体制

(1) 参集基準

・ [略]

・ [略]

・ [略]

(2) 動員の方法

・ 職員への配備指令の伝達は、次の方法で行う。

・ [略]

(3)～(6) [略]

(7) 応援職員の動員

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市は、新興感染症対策のため、会議室のレイアウト

の工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務ス

ペースの適切な空間の確保に配慮するものとする。

(8)～(9) [略]

３ [略]

参集基準
防災局

消防本部・
消防署

各部課等
の　　長

地区本部員
市防災行政
無線従事者
秘書係職員

その他
職　員

[

略

]

[略]

[略]

[略] [略] [略] [略]

[略] [略] [略] [略] [略] [略]

特別警戒体制
（3号体制）

（削除）土砂災害警戒情
報発表されたとき

[略] [略] [略] [略]

（削除）非常
体制
（5号体制）

[略] [略] [略] [略] [略]

体制区分

災
害
対
策
本
部

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正

[略] [略] [略]

東日本電信電

話㈱

岩手支店

[略] [略]

[略] [略] [略]

区 分 伝 達 方 法

勤務時間内 庁内放送、電話、メール

勤務時間外 電話、メール

[略] [略] [略]

NTT 東日本㈱

岩手支店

[略] [略]

[略] [略] [略]

区 分 伝 達 方 法

勤務時間内 庁内放送、電話、メール等

勤務時間外 電話、メール等
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頁 変 更 前 変 更 後

56

57

58-59

第２節 気象予報・警報等の伝達

<基本方針>

○ [略]

○ [略]

（追加）

<実施機関>

<市本部の担当> [略]

１ 気象予報・警報等の伝達

(1)～(2) [略]

(3) 市の措置

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 気象予報・警報等の広報は、概ね次の方法によ

る。

２ [略]

第２節 気象予報・地震情報等の伝達

<基本方針>

○ [略]

○ [略]

○ 市及び防災関係機関は、情報の共有化を図るた

め、各機関が横断的に共有すべき防災情報を、総合防

災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）に集約できるよ

う努める。

<実施機関>

<市本部の担当> [略]

１ 気象予報・警報等の伝達

(1)～(2) [略]

(3) 市の措置

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 気象予報・警報等の広報は、概ね次の方法によ

る。

２ [略]

修正

理由
・現状に合わせた修正

実 施 機 関 活 動 の 内 容

[略] [略]

東日本電信電話㈱

岩手支店
[略]

[略] [略]

[略] [略]

防災関係

機関

県本部、釜石会場保安部、東日本電信

電話㈱、盛岡地方気象台、放送事業者

ア 市防災行政無線

イ 携帯端末の緊急速報メール機能

ウ 広報車

エ 災害 FM

オ SNS（facebook、Twitter、LINE）

カ 市のホームページ

実 施 機 関 活 動 の 内 容

[略] [略]

NTT 東日本㈱

岩手支店
[略]

[略] [略]

[略] [略]

防災関係

機関

県本部、釜石会場保安部、NTT 東日本

㈱、盛岡地方気象台、放送事業者

ア 市防災行政無線

イ 携帯端末の緊急速報メール機能

ウ 広報車

エ 災害 FM

オ SNS（Facebook、X、LINE）

カ 市のホームページ
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頁 変 更 前 変 更 後

63

64

65

第４節 情報の収集・伝達

<基本方針> [略]

<実施機関>

[略]

<市本部の担当>

第４節 情報の収集・伝達

<基本方針> [略]

<実施機関>

[略]

<市本部の担当>

実 施 機 関 担 当 業 務

[略] [略]

東日本電信電話㈱

岩手支店
[略]

[略]

（追加）

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

福祉課

（追加） [略]

[略] [略]

商政課

（追加）

1 商工鉱施設に係る被害調査・

報告

2 電力、ガス施設に係る被害調

査・報告

（追加）

観光交流課 観光施設に係る被害調査・報告

スポーツ交流推進

室
体育施設に係る被害調査・報告

[略] [略]

建設課
公営住宅、道路、橋梁等に係る

被害調査・報告

（追加） （追加）

都市計画課

（追加）都市公園等に係る被害

調査・報告

（追加）

[略] [略]

管理課

図書館

博物館

[略]

（追加）

学校給食センター
[略]

[略] [略]

実 施 機 関 担 当 業 務

[略] [略]

NTT 東日本㈱

岩手支店
[略]

[略]

楽天モバイル㈱

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

福祉課

こころの復興支援

室

[略]

[略] [略]

商工観光課

交流推進課

1 商工鉱施設に係る被害調査・

報告

2 電力、ガス施設に係る被害調

査・報告

3 観光施設に係る被害調査・報

告

4 体育施設に係る被害調査・報

告

（削除） （削除）

（削除）
（削除）

[略] [略]

建設課
（削除）道路、橋梁等に係る被

害調査・報告

住宅政策室 公営住宅に係る被害調査・報告

土地活用推進課

1 都市公園等に係る被害調査・

報告

2 所管する施設に係る被害調

査・報告

[略] [略]

教育総務課

図書館

博物館

[略]

学校教育課

学校給食センター
[略]

[略] [略]
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66-68 １～４ [略] １～４ [略]

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正



風水害編

第２章 応急対策計画

- 73 -

頁 変 更 前 変 更 後

69

70

71

72

73

第５節 広聴広報

<基本方針> [略]

<実施機関>

<市本部の担当>

１ 広報活動

(1) [略]

(2) 市民に対する広報

ア～イ [略]

ウ 広報の方法

・ 市本部その他災害広報の実施者は、次の方法によ

り広報を実施する。また、広報の実施に当たり、災

害に関する総合的な情報を提供するポータルサイト

等の設置に努める。

・ [略]

(3)～(5) [略]

２ [略]

第５節 広聴広報

<基本方針> [略]

<実施機関>

<市本部の担当>

１ 広報活動

(1) [略]

(2) 市民に対する広報

ア～イ [略]

ウ 広報の方法

・ 市本部その他災害広報の実施者は、次の方法によ

り広報を実施する。また、広報の実施に当たり、災

害に関する総合的な情報を提供するポータルサイト

等の設置に努める。

・ [略]

(3)～(5) [略]

２ [略]

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正

実 施 機 関 広 報 広 聴 活 動 の 内 容

[略] [略]

東日本電信電話㈱

岩手支店
[略]

[略]

（追加）

[略] [略]

[略]
[略]

㈲盛岡タイムス

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

政策推進室 [略]

[略] [略]

①～⑥[略]

⑦ SNS（facebook、Twitter）

⑧～⑩ [略]

（追加）

実 施 機 関 広 報 広 聴 活 動 の 内 容

[略] [略]

NTT 東日本㈱

岩手支店
[略]

[略]

楽天モバイル㈱

[略] [略]

[略]
[略]

（削除）

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

企画政策課 [略]

[略] [略]

①～⑥[略]

⑦ SNS（Facebook、X、LINE）

⑧～⑩ [略]

⑪ 災害時双方向情報伝達システム（シン・オート

コール）による伝達
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頁 変 更 前 変 更 後

80 第７節 水防活動

<基本方針>

〇 市本部及び防災関係機関は、洪水（追加）又は高

潮による水災を警戒、防ぎょし、被害の軽減を図る。

〇 [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１～２ [略]

第７節 水防活動

<基本方針>

〇 市本部及び防災関係機関は、洪水や内水氾濫又は

高潮による水災を警戒、防ぎょし、被害の軽減を図

る。

〇 [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１～２ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

81

82

83

第８節 受援・応援

<基本方針>

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

（追加）

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

第８節 受援・応援

<基本方針>

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 市は、他の地方公共団体に対し、技術職員の派遣

を求める場合においては、復旧・復興支援技術職員

派遣制度を活用するものとする。

〇 市は、職員を派遣する場合、地域や災害の特性等

を考慮した職員の選定に努めるものとする。

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

政策推進室 [略]

[略] [略]

福祉課

被災者支援室 [略]

[略] [略]

商政課

（追加）
[略]

[略] [略]

建設課

1 [略]

2 被災建築物の危険度判定士

の支援要請

3 障害物除去に係る応援要請

4 住宅の応急修理に係る資材

の応援調達要請

5 浸水対策用応急・復旧資材

の調達要請

（追加）

（追加）

（追加）

都市計画課 1 応急・復旧資材の調達要請

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

企画政策課 [略]

[略] [略]

福祉課

こころの復興支援

室

[略]

[略] [略]

商工観光課

交流推進課
[略]

[略] [略]

建設課

1 [略]

（削除）

2 障害物除去に係る応援要請

（削除）

3 浸水対策用応急・復旧資材

の調達要請

4 応急工作に係る応援要請

住宅政策室

1 被災建築物の危険度判定士

の支援要請

2 住宅の応急修理に係る資材

の応援調達要請

3 応急・復旧資材の調達要請

（削除） (削除）
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84-87

88

89

90

91

１ 受援体制の確立

(1)～(4) [略]

２ 県内市町村による相互応援

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

３～５ [略]

６ 義演物資、義援金の受入れ

(1)～(3) [略]

１ 受援体制の確立

(1)～(4) [略]

２ 県内市町村による相互応援

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市は、土木・建築職などの技術職員が不足してい

る市町村への中長期派遣等による支援を行うため、

技術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努め

るものとする。

３～５ [略]

６ 義演物資、義援金の受入れ

(1)～(3) [略]

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正

2 応急工作に係る応援要請

[略] [略]

市本部
防災課、総務課、財政課、商政課（追

加）、農林課

市本部

政策推進室、被災者支援室、商政課

（追加）、農林課、会計課

[略] [略]

[略] [略]

市本部
防災課、総務課、財政課、商工観光

課、交流推進課、農林課

市本部

企画政策課、こころの復興支援室、商

工観光課、交流推進課、農林課、会計

課

[略] [略]
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頁 変 更 前 変 更 後

92

93

94

95-96

第９節 自衛隊災害派遣要請

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１ 災害派遣の要請

[略]

<災害派遣の基準> [略]

<災害派遣時に実施する救援活動>

<災害派遣命令者> [略]

<要請系統> [略]

２～５ [略]

第９節 自衛隊災害派遣要請

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１ 災害派遣の要請

[略]

<災害派遣の基準> [略]

<災害派遣時に実施する救援活動>

<災害派遣命令者> [略]

<要請系統> [略]

２～５ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

項 目 内 容

[略] [略]

炊飯及び給水
被災者に対し、炊飯及び給水

を実施する。

義援物資の無償貸

付又は譲与

「防衛省の管理に属する物品

の無償貸付、譲与等に関する

総理府令」（昭和33年総理府令

第１号）に基づき、被災者に

対し、義援物資を無償貸付

し、又は譲与する。

[略] [略]

項 目 内 容

[略] [略]

給食及び給水
被災者に対し、給食及び給水

を実施する。

義援物資の無償貸

付又は譲与

「防衛省所管に属する物品の

無償貸与及び譲与等に関する

省令」（昭和 33 年総理府令第 1

号）に基づき、被災者に対

し、義援物資を無償貸付し、

又は譲与する。

[略] [略]
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頁 変 更 前 変 更 後

97

98

99

第 10 節 ボランティア活動

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ ボランティアに対する協力要請

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

２ ボランティアの受入体制への支援

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

３ [略]

第 10 節 ボランティア活動

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ ボランティアに対する協力要請

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

２ ボランティアの受入体制への支援

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市は、災害発生時における官民連携体制の強化を

図るため、地域防災計画等において、災害ボランテ

ィアセンターを運営する者（市社会福祉協議会等）

との役割分担等を定めるよう努めるものとする。特

に災害ボランティアセンターの設置予定場所につい

ては、地域防災計画に明記する、相互に協定を締結

する等により、あらかじめ明確化しておくよう努め

るものとする。

３ [略]

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正

課 室 担 当 業 務

福祉課

（追加） [略]

市本部 福祉課（追加）

[略] [略]

市本部 福祉課（追加）

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

福祉課

こころの復興支援

室

[略]

市本部 福祉課、こころの復興支援室

[略] [略]

市本部 福祉課、こころの復興支援室

[略] [略]
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頁 変 更 前 変 更 後

100

101

102

第 11 節 災害救助法の適用

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ 法適用の手続

・ [略]

・ [略]

・ [略]

２ [略]

３ 災害救助法適用の基準

本市における災害救助法による救助は、原則とし

て次のいずれかに該当する場合である（追加）。

[略]

第 11 節 災害救助法の適用

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ 法適用の手続

・ [略]

・ [略]

・ [略]

２ [略]

３ 災害救助法適用の基準

本市における災害救助法による救助は、原則とし

て次のいずれかに該当する場合である（災害救助法

第２条第１項での適用について災害救助法施行令に

明記された基準）。

[略]

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正

課 室 担 当 業 務

福祉課

（追加） [略]

市本部 福祉課（追加）

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

福祉課

こころの復興支援

室

[略]

市本部 福祉課、こころの復興支援室

[略] [略]
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頁 変更前 変更後

103

104

105-107

第 12 節 避難・救出

<基本方針>

○ 災害発生時において、市は、住民等の生命、身体

の安全を確保するため、迅速かつ的確に避難指示等

を伝達するとともに、避難行動要支援者及び避難支

援従事者の安全を確保しながら、避難誘導を行う。

○ [略]

○ [略]

（追加）

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ 避難指示

(1)～(7) [略]

(8) 避難支援従事者の安全確保

第 12 節 避難・救出

<基本方針>

○ 災害発生時において、市は、住民等の生命、身体

の安全を確保するため、迅速かつ的確に避難指示等

を伝達するとともに、避難行動要支援者及び避難支

援等関係者の安全を確保しながら、避難誘導を行

う。

○ [略]

○ [略]

○ 市は、指定避難所において貯水槽、井戸、給水タ

ンク、仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、非

常用電源、ガス設備、衛星携帯電話・衛星通信を活

用したインターネット機器等の通信機器等のほか、

空調、洋式トイレなど、要配慮者にも配慮した施

設・設備の整備に努めるとともに、避難者による災

害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整

備を図るものとする。また、停電時においても、施

設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネル

ギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努め

るものとする。

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ 避難指示

(1)～(7) [略]

(8) 避難支援従事者の安全確保

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

福祉課

（追加） [略]

復興支援室

[略]都市計画課

[略]

[略] [略]

市本部
防災課、消防本部・消防署、福祉課

（追加）

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

福祉課

こころの復興支援

室

[略]

（削除）

[略]土地活用推進課

[略]

[略] [略]

市本部
防災課、消防本部・消防署、福祉課、

こころの復興支援室

[略] [略]
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108

109-110

111

112

市本部は、避難支援従事者の生命に危険があると

判断される場合は、避難支援従事者自らも避難をす

るよう指示し、避難支援従事者の安全の確保を図

る。

(9) [略]

２～４ [略]

５ 避難所の設置、運営

(1) [略]

(2) 避難所の運営

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

・ 市本部は、避難所における正確な情報の伝達、食

料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、

住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を

有した NPO 等外部支援者等の協力が得られるよう努

める。

市本部は、避難支援従事者の生命に危険があると

判断される場合は、避難支援等関係者自らも避難を

するよう指示し、避難支援等関係者の安全の確保を

図る。

(9) [略]

２～４ [略]

５ 避難所の設置、運営

(1) [略]

(2) 避難所の運営

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市本部は、避難所開設当初からパーティションや

段ボールベッド等の簡易ベッドを設置するよう努め

るとともに、食事供与の状況、トイレの設置状況等

の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。ま

た、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの

確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯

等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等に

よる巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の

確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況な

ど、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把

握に努め、栄養バランスのとれた適温の食事や、入

浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な

支援の実施など、必要な措置を講じるよう努めるも

のとする。

・ 市本部は、避難所における正確な情報の伝達、食

料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、

住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を

有した NPO・ボランティア等の外部支援者等の協力

が得られるよう努めるとともに、必要に応じ、他の

地方公共団体に対して協力を求めるものとする。ま

た、市は、指定避難所の運営に関し、役割分担を明

確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配慮

しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主

体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その

立ち上げを支援するものとする。この際、避難生活

市本部

福祉課、（追加）都市計画課、復興支援

室、農業委員会事務局、監査委員事務

局、地区本部

[略] [略]

市本部

福祉課、こころの復興支援室、土地活

用推進課（削除）、農業委員会事務局、

監査委員事務局、地区本部

[略] [略]
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113

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

(3) [略]

６ 在宅避難者等に対する支援

（追加）

(1) [略]

(2) 在宅避難者等に対する支援

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に

対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支え

ることができるよう留意する。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

(3) [略]

６ 在宅避難者等に対する支援

・ 市本部は、在宅避難者等が発生する場合や、避難

所のみで避難者等を受け入れることが困難となる場

合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅

避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援

のための拠点を設置すること等、在宅避難者等の支

援方策を検討するよう努めるものとする。

・ 市本部は、やむを得ず車中泊により避難生活を送

る避難者が発生する場合に備えて、あらかじめ、地

域の実情に応じ、車中泊避難を行うためのスペース

を設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討

するよう努めるものとする。その際、車中泊を行う

に当たっての健康上の留意点等の広報や車中泊避難

者の支援に必要な物資の備蓄に努めるものとする。

(1) [略]

(2) 在宅避難者等に対する支援

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市本部は、在宅避難者等の支援拠点が設置された

場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を集約

し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものと

し、被災者支援に係る情報を支援のための拠点の利

用者に対しても提供するものとする。

・ 市本部は、車中泊避難を行うためのスペースが設

置された場合は、車中泊避難を行うためのスペース

の避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必

要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災

者支援に係る情報を車中泊避難を行うためのスペー

スの避難者に対しても提供するものとする。この

市本部 福祉課（追加） 市本部 福祉課、こころの復興支援室
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114-121

122

７～８ [略]

９ 住民等に対する情報等の提供体制

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

（追加）

10 [略]

際、車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実

施等に配慮するよう努めるものとする。

７～８ [略]

９ 住民等に対する情報等の提供体制

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 市は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者

についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報

収集を行うものとする。

10 [略]

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正
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頁 変 更 前 変 更 後

123

124-128

129

第 13 節 医療・保健

<基本方針>

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 災害時を想定した情報の連携、整理、分析等の保

健医療（追加）活動の実施体制の整備に努める。

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１～６ [略]

７ 保健管理・精神保健活動の実施

[略]

・ 市本部は、被災者の災害による精神的、身体的な

ダメージを緩和し、健康維持を図るため、次の区分

により、「健康管理活動班」を編成し、保健管理活動

を行う。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

８～９ [略]

第 13 節 医療・保健

<基本方針>

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 [略]

〇 災害時を想定した情報の連携、整理、分析等の保

健医療福祉活動の実施体制の整備に努める。

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１～６ [略]

７ 保健管理・精神保健活動の実施

[略]

・ 市本部は、被災者の災害による精神的、身体的な

ダメージを緩和し、健康維持を図るため、次の区分

により、「健康管理活動班」を編成し、保健管理活動

を行う。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

８～９ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

医療機関名 班 名 編成基準

市 保健管理活動班 保健師

1名以上

（追加）栄

養士 1名

岩手県 保健医療班

医療機関名 班 名 編成基準

市 保健管理活動班 保健師

1 名以上

管理栄養士

1 名

岩手県 保健医療班
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頁 変更前 変更後

130

131

132

133

第 14 節 食糧・生活必需品の供給

<基本方針> [略]

<実施機関>

<市本部の担当>

１ [略]

２ 物資の種類

(1) [略]

(2) 食料の種類

・ [略]

＜食料の種類＞ [略]

＜１人当たりの数量＞ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 食料の支給に当たっては、乳幼児、高齢者、難病

者、透析患者、その他の慢性疾患患者、食物アレル

ギーを有する者（追加）等に配慮する。

３ 物資の確保

・ [略]

・ [略]

＜検討する主な項目＞ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

＜物資の調達の流れ＞ [略]

第 14 節 食糧・生活必需品の供給

<基本方針> [略]

<実施機関>

<市本部の担当>

１ [略]

２ 物資の種類

(1) [略]

(2) 食料の種類

・ [略]

＜食料の種類＞ [略]

＜１人当たりの数量＞ [略]

・ [略]

・ [略]

・ 食料の支給に当たっては、乳幼児、高齢者、難病

者、透析患者、その他の慢性疾患患者、食物アレル

ギーを有する者、宗教上等の理由により食事制限の

ある者等に配慮する。

３ 物資の確保

・ [略]

・ [略]

＜検討する主な項目＞ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

＜物資の調達の流れ＞ [略]

実施機関 担 当 業 務

[略] [略]

陸上自衛隊

岩手駐屯部隊

1 物資の無償貸付又は譲渡

2 災害派遣要請に基づく炊き出し

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

商政課

（追加）
[略]

[略] [略]

市本部 商政課（追加）、農林課

[略] [略]

実施機関 担 当 業 務

[略] [略]

陸上自衛隊

岩手駐屯部隊

1 物資の無償貸付又は譲渡

2 災害派遣要請に基づく給食

[略] [略]

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

商工観光課

交流推進課
[略]

[略] [略]

市本部 商工観光課、交流推進課、農林課

[略] [略]
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134

135

136

４ 物資の輸送及び保管

(1)～(2) [略]

５～６ [略]

７ 義援物資の受入れ

(1)～(2) [略]

８ 物資の需給調整

・ [略]～

４ 物資の輸送及び保管

(1)～(2) [略]

５～６ [略]

７ 義援物資の受入れ

(1)～(2) [略]

８ 物資の需給調整

・ [略]～

修正

理由

・県計画の修正に伴うもの

・現状に合わせた修正

市本部
財政課、商政課（追加）、農林課

[略] [略]

市本部 商政課（追加）、農林課

市本部
（追加）農林課、商政課

[略] [略]

市本部
財政課、商工観光課、交流推進課、農

林課

[略] [略]

市本部 商工観光課、交流推進課、農林課

市本部
商工観光課、交流推進課、農林課（削

除）

[略] [略]
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頁 変更前 変更後

140

141

142

143

144

第 16 節 応急仮設住宅の供与等及び応急修理

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ 応急仮設住宅の供与

(1)～(6) [略]

２ 住宅の応急修理

(1)～(5) [略]

３ 公営、民間住宅の確保

(1)～(2) [略]

４ 被災者に対する住宅情報の提供

・ [略]

・ [略]

５ 被災建築物の応急危険度判定

(1)～(3) [略]

６ [略]

第 16 節 応急仮設住宅の供与等及び応急修理

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ 応急仮設住宅の供与

(1)～(6) [略]

２ 住宅の応急修理

(1)～(5) [略]

３ 公営、民間住宅の確保

(1)～(2) [略]

４ 被災者に対する住宅情報の提供

・ [略]

・ [略]

５ 被災建築物の応急危険度判定

(1)～(3) [略]

６ [略]

修正

理由
・組織改編による修正

課 室 担 当 業 務

建設課

（追加）
[略]

市本部 建設課

[略] [略]

市本部 建設課

市本部 建設課

[略] [略]

市本部 建設課

市本部 建設課

課 室 担 当 業 務

建設課

住宅政策室
[略]

市本部 住宅政策室

[略] [略]

市本部 住宅政策室

市本部 住宅政策室

[略] [略]

市本部 住宅政策室

市本部 住宅政策室
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頁 変更前 変更後

159

160

161

第 20 節 応急対策要員の確保

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ [略]

２ 確保の方法

・ [略]

・ [略]

・ [略]

３ 要員に対する従事命令等

(1)～(6) [略]

第 20 節 応急対策要員の確保

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ [略]

２ 確保の方法

・ [略]

・ [略]

・ [略]

３ 要員に対する従事命令等

(1)～(6) [略]

修正

理由
・現状に合わせた修正

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

商政課 [略]

[略] [略]

市本部
消防本部・消防署、総務課、商政課、

建設課

市本部
消防本部・消防署、総務課、商政課

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

商工観光課

交流推進課

[略]

[略] [略]

市本部
消防本部・消防署、総務課、商工観光

課、交流推進課、建設課

市本部
消防本部・消防署、総務課、商工観光

課、交流推進課
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頁 変更前 変更後

162

163-164

165-167

第 21 節 文教対策

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ 学校教育施設の確保

(1)～(3) [略]

２～８ [略]

９ その他文教関係の対策

(1)～(2) [略]

第 20 節 応急対策要員の確保

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１ 学校教育施設の確保

(1)～(3) [略]

２～８ [略]

９ その他文教関係の対策

(1)～(2) [略]

修正

理由
・現状に合わせた修正

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

スポーツ交流推進

室

[略]

管理課

図書館

博物館

[略] [略]

市本部 管理課、学校教育課、小中学校

[略] [略]

市本部
まちづくり推進課、スポーツ交流推進

室、管理課、図書館、博物館

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

商工観光課

交流推進課

[略]

教育総務課

図書館

博物館

[略] [略]

市本部 教育総務課、学校教育課、小中学校

[略] [略]

市本部
まちづくり推進課、商工観光課、交流

推進課、教育総務課、図書館、博物館
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頁 変更前 変更後

172

173-176

第 23 節 ライフライン施設応急対策

<基本方針> [略]

○ [略]

○ [略]

（追加）

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１～２ [略]

３ その他のライフライン施設

・ [略]

・ [略]

第 23 節 ライフライン施設応急対策

<基本方針> [略]

○ [略]

○ [略]

○ 道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフ

ラ事業者は、道路と生活インフラの連携した復旧が

行えるよう、関係機関との連携体制を整備・強化を

図るものとする。

<実施機関> [略]

<市本部の担当>

１～２ [略]

３ その他のライフライン施設

・ [略]

・ [略]

修正

理由
・現状に合わせた修正

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

商政課 [略]

[略] [略]

市本部
まちづくり推進課、商政課

課 室 担 当 業 務

[略] [略]

商工観光課

交流推進課

[略]

[略] [略]

市本部
まちづくり推進課、商工観光課、交流

推進課
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第３章 復旧対策計画

頁 変更前 変更後

183

184

185

第２節 生活の安定確保

<基本方針> [略]

１ 被災者の生活確保

(1)～(3) [略]

(4) 災害弔慰金等の支給

・ [略]

・ [略]

(5) 被災者生活再建支援制度の活用

（追加）

第２節 生活の安定確保

<基本方針> [略]

１ 被災者の生活確保

(1)～(3) [略]

(4) 災害弔慰金等の支給

・ [略]

・ [略]

(5) 被災者生活再建支援制度の活用

・ 市は、被災者が自らに適した支援制度を活用して

生活再建に取り組むことができるよう、災害ケース

資 金 名
支 給

対 象

支 給 額

生計維持者
その他の

者

[略] [略] [略] [略]

小
災
害
見
舞
金

罹災

見舞

金

災害救助

法が適用

されない

災害の発

生に際

し、当該

災害によ

る罹災者

に見舞金

を支給

し、又は

罹災住民

の救助を

行った市

町村

災害救助法施行細則第 6

条別表第 2の 3の(3)に掲

げる季別及び世帯区分に

よる金額に滅失世帯数を

基準世帯数で除して得た

数を乗じて得た金額。た

だし、市町村が支給した

見舞金の総額を超えない

金額

救助

見舞

金

災害救助法が適用される

災害に係る同法第 4条第

1項に規定する救助の種

類（同条第 3号、第 4号

及び第 7号に規定する救

助を除く。）と同一の種類

の救助について、同法第

2条（追加）に規定する

救助の例によって算出し

た額に被災率を乗じて得

た金額

資 金 名
支 給

対 象

支 給 額

生計維持者
その他の

者

[略] [略] [略] [略]

[略] [略] [略] [略]

小
災
害
見
舞
金

罹災

見舞

金

災害救助

法が適用

されない

災害の発

生に際

し、当該

災害によ

る罹災者

に見舞金

を支給

し、又は

罹災住民

の救助を

行った市

町村

災害救助法による救助の

程度、方法及び期間並び

に実費弁償の基準（平成

25 年内閣府告示第 228

号）第４条第３号に掲げ

る季別及び世帯区分によ

る金額に滅失世帯数を基

準世帯数で除して得た数

を乗じて得た金額。ただ

し、市町村が支給した見

舞金の総額を超えない金

額

救助

見舞

金

災害救助法が適用される

災害に係る同法第 4条第

1 項に規定する救助の種

類（同条第 3号、第 4号

及び第 7号に規定する救

助を除く。）と同一の種

類の救助について、同法

第 2条第 1項に規定する

救助の例によって算出し

た額に被災率を乗じて得

た金額
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186

187

188

189

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

<支援金の支給> [略]

<支援金の申請から支給まで> [略]

(6)～(9) [略]

２～３ [略]

マネジメントの実施等により、見守り・相談の機会

や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行う

とともに、被災者が容易に支援制度を知ることがで

きる環境の整備に努めるものとする。

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

<支援金の支給> [略]

<支援金の申請から支給まで> [略]

(6)～(9) [略]

２～３ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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その他災害編

第１章 原子力災害

頁 変 更 前 変 更 後

2

3-6

第２節 予防対策計画

<基本方針>

○ [略]

○ [略]

（追加）

１～６ [略]

第２節 予防対策計画

<基本方針>

○ [略]

○ [略]

○ 国、県、市、指定公共機関及び指定地方公共機関

は、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業

務関係者の安全確保のための防災資機材をあらかじ

め整備するものとする。

１～６ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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頁 変 更 前 変 更 後

7

8

9-10

11

12

13

14

第３節 応急対策計画

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１～２ [略]

３ 特定事象発生情報等の伝達

[略]

(1)～(2) [略]

(3) 市本部の設置

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

(4)～(5) [略]

４ [略]

５ 住民等への情報提供・広報広聴

(1) 住民等への情報提供

・ [略]

・ [略]

第３節 応急対策計画

<基本方針> [略]

<実施機関> [略]

<市本部の担当> [略]

１～２ [略]

３ 特定事象発生情報等の伝達

[略]

(1)～(2) [略]

(3) 市本部の設置

・ [略]

・ [略]

・ [略]

・ [略]

(4)～(5) [略]

４ [略]

５ 住民等への情報提供・広報広聴

(1) 住民等への情報提供

・ [略]

・ [略]

ア 市防災行政無線

イ 防災行政無線電話応答サービス

（追加）

ウ 携帯端末の緊急速報メール機能

エ 広報車

オ 災害 FM

カ SNS（facebook、twitter、LINE）

キ 市ホームページ

ク 個別訪問による伝達

（追加）

市本部 政策推進室、まちづくり推進課

[略] [略]

ア 市防災行政無線

イ 防災行政無線電話応答サービス

（追加）

ウ 携帯端末の緊急速報メール機能

エ 広報車

オ 災害 FM

ア 市防災行政無線

イ 防災行政無線電話応答サービス

ウ 防災行政無線登録制メール

エ 携帯端末の緊急速報メール機能

オ 広報車

カ 災害 FM

キ SNS（Facebook、X、LINE）

ク 市ホームページ

ケ 個別訪問による伝達

コ 災害時双方向情報伝達システム（シン・オート

コール）による伝達

市本部 企画政策課、まちづくり推進課

[略] [略]

ア 市防災行政無線

イ 防災行政無線電話応答サービス

ウ 防災行政無線登録制メール

エ 携帯端末の緊急速報メール機能

オ 広報車

カ 災害 FM
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15

(2) [略]

６～９ [略]

(2) [略]

６～９ [略]

修正

理由
・現状に合わせた修正

カ SNS（facebook、twitter、LINE）

キ 市ホームページ

ク 個別訪問による伝達

ケ 広報誌等の紙面

（追加）

キ SNS（Facebook、X、LINE）

ク 市ホームページ

ケ 個別訪問による伝達

コ 広報紙等の紙面

サ 災害時双方向情報伝達システム（シン・オート

コール）による伝達
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第２章 危険物災害

頁 変 更 前 変 更 後

22

23

24

24

第１節 予防対策計画

<基本方針> [略]

１～３ [略]

４ 放射線

防災関係機関及び放射性同位元素の届出、許可等

使用者は、災害時における放射性物質による事故を

未然に防止するため、施設の防災対策、防災業務従

事者に対する教育及び訓練、防護資機材の整備等災

害予防対策を推進する。

第１節 予防対策計画

<基本方針> [略]

１～３ [略]

４ 放射線

防災関係機関及び放射性同位元素の届出、許可等

使用者は、災害時における放射性物質による事故を未

然に防止するため、施設の防災対策、緊急事態応急対

策に従事する者に対する教育及び訓練、防護資機材の

整備等災害予防対策を推進する。

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの
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第４章 林野火災

頁 変 更 前 変 更 後

34

35

36

第１節 予防対策計画

<基本方針>

〇 [略]

（追加）

１～４[略]

（追加）

第１節 予防対策計画

<基本方針>

○ [略]

○ 市は、林野火災を予防するため、火災の発生・拡

大する可能性がある気象状況となった場合「林野火

災注意報」「林野火災警報」を発令する。

１～４[略]

５ 林野火災注意報・林野火災警報

(1) 発令基準

市長は、 次の各号のいずれかに該当するときは、林

野火災注意報を発令するものとする。ただし、当日に

降水が見込まれる又は積雪がある場合は、発令しない

ことができるものとする。

ア 林野火災注意報

・前 3日間の合計降水量が 1ミリメートル以下かつ前

30 日間の合計降水量が 30 ミリメートル以下の場

合。

・前 3日間の合計降水量が 1ミリメートル以下かつ乾

燥注意報が発表された場合。

イ 林野火災警報

上記アの発令基準に加え、陸上に強風注意報が発表

された場合に発令する。

(2) 発令対象期間

毎年 1月 1日から 5月 31 日

(3) 火の使用の制限

林野火災警報の発令中における火の使用について

は、次の各号に定めるところによる。

ア 山林、原野等において火入れをしないこと。

イ 煙火を消費しないこと。

ウ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

エ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その

他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

オ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれ

が大であると認めて市長が指定した区域内 にお

いて喫煙をしないこと。

カ 残火（たばこの吸殻を含む。）取灰又は火粉を

始末すること。



その他災害編

第４章 林野火災

- 98 -

(4) 発令の伝達方法

林野火災警報等の発令の伝達方法については、次の

各号に定めるところによる。

(5) 警戒体制

消防長は、林野火災警報等が発令された場合、必要

に応じ消防職員を参集させて警戒にあたらせるものと

する。

(6) 解除の基準

上記(1)に該当しなくなった場合、林野火災警報等を

解除するものとする。

(7) 解除の伝達方法

上記(4)の各号に定めるところによる。

修正

理由
・条例の改正に伴うもの

キ 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入

口等を閉じて行うこと。

ア 防災行政無線による方法

イ 消防本部ホームページへの掲載

ウ ＳＮＳによる発信

エ 広報車による方法

オ 防災センターへの懸垂幕掲示

カ 関係機関への通報

キ その他消防長が必要と認める方法
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第５章 農業災害

頁 変 更 前 変 更 後

42 第１節 予防対策計画

<基本方針>

〇 農作物及び畜産物の気象災害を最小限に防止する

ため、気象の長期予報及び警報の迅速な伝達を図る

とともに、作付け当初からの安定技術の普及を進め

る。

１ 農業災害防止対策の推進

・ [略]

・ [略]

第１節 予防対策計画

<基本方針>

〇 農作物及び畜産物の気象災害を最小限に防止する

ため、気象の季節予報及び警報の迅速な伝達を図る

とともに、作付け当初からの安定技術の普及を進め

る。

１ 農業災害防止対策の推進

・ [略]

・ [略]

修正

理由
・県計画の修正に伴うもの

冷害防止対策

ア 耐冷性品種の育成普及

イ 地域の気象条件に合ったきめ細

かな品種配置、作期策定の適正化

ウ 育苗技術、適正水管理等の指導

徹底

エ 長期予報の伝達の徹底

[略] [略]

[略] [略]

[略] [略]

[略] [略]

[略] [略]

冷害防止対策

ア 耐冷性品種の育成普及

イ 地域の気象条件に合ったきめ細

かな品種配置、作期策定の適正化

ウ 育苗技術、適正水管理等の指導

徹底

エ 季節予報の伝達の徹底

[略] [略]

[略] [略]

[略] [略]

[略] [略]

[略] [略]
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頁 変 更 前 変 更 後

1

3

4

資料 1-1 陸前高田市災害警戒本部の分掌事務

資料 1-2 陸前高田市災害対策本部の分掌事務

分　掌　事　務

防災局 防災課

１　災害警戒本部の設置及び運営に関すること
２　気象情報及び災害情報の収集に関すること
３　潮位変化の監視及び警戒に関すること
４　震度４又は震度５弱の地震の発生及び津波注意報発表時の
　　情報収集、伝達及び警戒に関すること
５　河川及び土砂災害警戒区域等の情報収集、伝達及び警戒に
　　関すること
１　気象情報及び災害情報の収集に関すること
２　潮位変化の監視及び警戒に関すること
３　震度４又は震度５弱の地震の発生及び津波注意報発表時の
　　情報収集、伝達及び警戒に関すること
４　河川及び土砂災害警戒区域等の情報収集、伝達及び警戒に
　　関すること
５　消防団員の招集、配置及び運用に関すること

（追加） 政策推進室
（追加）

１　報道機関への対応及び調整連絡に関すること
２　広報資料の収集、作成及び整理に関すること

総務課
選挙管理委員会事務局

職員の非常招集、配置及び派遣に関すること

財政課 庁舎及び市有財産等に係る被害情報の収集に関すること

保健課
広田診療所
二又診療所

医療施設に係る被害情報の収集に関すること

福祉課
被災者支援室

１　社会福祉施設に係る被害情報の収集に関すること
２　要配慮者の被害状況等の把握に関すること

子ども未来課
保育所

児童福祉施設に係る被害情報の収集に関すること

まちづくり推進課
１　コミュニティセンター及び文化施設に係る被害情報の収集
２　公共交通機関に係る被害情報の収集
３　市内の情報通信に係る被害情報の収集

市民課 市民の安否確認に関すること

税務課 住家等の被害調査に関すること

（追加） （追加）

（追加） （追加）

商政課
（追加）

（追加）商工鉱、電力及びガス施設に係る被害情報の収集に関
すること
（追加）

観光交流課 観光施設に係る被害情報の収集に関すること

スポーツ交流推進室 体育施設に係る被害情報の収集に関すること

農林課 農林施設に係る被害情報の収集に関すること

水産課 水産施設及び漁港施設に係る被害情報の収集に関すること

建設課 １　公営住宅、道路及び橋梁等に係る被害情報の収集に関する
　　こと
２　交通規制情報の収集に関すること

（追加） （追加）

復興支援室 １　避難所施設等に係る被害情報の収集に関すること
２　避難状況の把握に関すること
３　避難所の設置及び運営

都市計画課 １　避難所施設等に係る被害情報の収集に関すること
２　避難状況の把握に関すること
３　避難所の設置及び運営
４　都市公園等に係る被害情報

上下水道課 上下水道施設等に係る被害情報の収集に関すること

１　避難所施設等に係る被害情報の収集に関すること
２　避難状況の把握に関すること
金融機関等に係る被害情報の収集に関すること

管理課
図書館
博物館

教育施設、社会教育施設及び文化財に係る被害情報の収集に関
すること

学校教育課
学校給食センター

学校給食センターに係る被害情報の収集に関すること

議員活動を通じての被害情報の収集に関すること

１　避難所の設置及び運営に関すること
２　地区内の被害状況及び避難状況の把握及び本部への伝達に
　　関すること

組　織

消防本部・消防署

農業委員会事務局
監査委員事務局
会計課

議会事務局

地区本部

総務部

福祉部

市民協働部

（追加）

地域振興部

建設部

教育委員会

分　掌　事　務

防災局 防災課 １　災害対策本部の設置及び運営に関すること
２　防災関係機関との連絡調整に関すること
３　各部局等が実施する災害対策の総合調整に関すること
４　気象情報及び警報等の周知及び伝達に関すること
５　避難指示等の発令に関すること
６　避難のための立退きに関すること
７　潮位変化の監視及び警戒に関すること
８　河川及び土砂災害警戒区域等に係る被害状況の把握に関すること
９　各部局の災害情報及び被害状況の取りまとめに関すること
10　被害の発生報告及び応急対策報告に関すること
11　市防災行政無線の管理運営その他通信業務に関すること
12　自衛隊の派遣要請及び受入れに関すること
13　自衛隊に対する保有物資の無償貸付又はあっせん要請に関すること
14　その他他部局等に属さない事項に関すること
１　消防施設に係る被害状況の調査及び報告に関すること
２　消防活動、指導及び連絡実施に関すること
３　緊急消防援助隊の派遣等に関すること
４　行方不明者の捜索及び救助並びに遺体の収容に関すること
５　気象情報及び警報等の周知及び伝達に関すること
６　避難のための立退きに関すること
７　警戒区域の設定に関すること
８　水防活動に関すること
９　潮位変化の監視及び警戒に関すること
10　水門等の自動閉鎖システム監視等に関すること
11　防災ヘリコプターの応援要請に関すること
12　危険物施設等の応急対策に関すること

（追加） 政策推進室
（追加）

１　報道機関への対応及び連絡調整に関すること
２　被災地における広報に関すること
３　広報資料の収集、作成及び整理に関すること
４　国及び県への要望活動に関すること
５　視察対応に関すること
６　海外からの支援等に係る連絡及び調整

総務課
（選挙管理委
員会事務局）

１　職員の非常招集、配置及び派遣に関すること
２　県、他市町村、関係機関及び団体に関する協力及び応援要請に関す
　　ること
３　従事命令又は協力命令による要員の確保に関すること
４　庁内のネットワーク及び電子機器等の保全に関すること

財政課 １　庁舎及び市有財産等に係る被害状況の調査及び報告に関すること
２　緊急輸送車両の調達に関すること
３　輸送機関との連絡調整に関すること
４　輸送用燃料の確保及び給油券の発行に関すること
５　市有車両等の集中管理及び配車に関すること
６　緊急通行車両の確認申請に関すること
７　応急対策予算の調整及び補償に関すること
８　災害関係物品の購入及び受払いに関すること

組　織

消防本部・消防署

総務部

資料 1-1 陸前高田市災害警戒本部の分掌事務

資料 1-2 陸前高田市災害対策本部の分掌事務

組　織 分　掌　事　務

防災局 防災課

１　災害警戒本部の設置及び運営（削除）
２　気象情報及び災害情報の収集（削除）
３　潮位変化の監視及び警戒（削除）
４　震度４又は震度５弱の地震の発生及び津波注意報発表時の
　　情報収集、伝達及び警戒（削除）
５　河川及び土砂災害警戒区域等の情報収集、伝達及び警戒
　　（削除）

消防本部・消防署 １　気象情報及び災害情報の収集（削除）
２　潮位変化の監視及び警戒（削除）
３　震度４又は震度５弱の地震の発生及び津波注意報発表時の
　　情報収集、伝達及び警戒（削除）
４　河川及び土砂災害警戒区域等の情報収集、伝達及び警戒
　　（削除）
５　消防団員の招集、配置及び運用（削除）

企画部 企画政策課
脱炭素推進室

１　報道機関への対応及び調整連絡（削除）
２　広報資料の収集、作成及び整理（削除）

総務部 総務課
選挙管理委員会事務局

職員の非常招集、配置及び派遣（削除）

財政課 庁舎及び市有財産等に係る被害情報の収集（削除）

福祉部 保健課
広田診療所
二又診療所

医療施設に係る被害情報の収集（削除）

福祉課
こころの復興支援室

１　社会福祉施設に係る被害情報の収集（削除）
２　要配慮者の被害状況等の把握（削除）

子ども未来課
保育所

児童福祉施設に係る被害情報の収集（削除）

市民協働部
まちづくり推進課

１　コミュニティセンター及び文化施設に係る被害情報の収集
２　公共交通機関に係る被害情報の収集
３　市内の情報通信に係る被害情報の収集

市民課 市民の安否確認（削除）

税務課 住家等の被害調査（削除）

農林水産部 農林課 農林施設に係る被害情報の収集

水産課 水産施設及び漁港施設に係る被害情報の収集

地域振興部 商工観光課
交流推進課

１　商工鉱、電力及びガス施設に係る被害情報の収集（削除）

２　観光施設に係る被害情報の収集
３　体育施設に係る被害情報の収集

（削除） （削除）

（削除） （削除）

（削除） （削除）

（削除） （削除）

建設部 建設課 １　（削除）道路及び橋梁等に係る被害情報の収集（削除）

２　交通規制情報の収集（削除）
住宅政策室 公営住宅に係る被害情報の収集

（削除） （削除）

土地活用推進課 １　避難所施設等に係る被害情報の収集（削除）
２　避難状況の把握（削除）
３　避難所の設置及び運営
４　都市公園等に係る被害情報

上下水道課 上下水道施設等に係る被害情報の収集（削除）

農業委員会事務局
監査委員事務局

１　避難所施設等に係る被害情報の収集（削除）
２　避難状況の把握（削除）

会計課 金融機関等に係る被害情報の収集（削除）

教育委員会 教育総務課
図書館
博物館

教育施設、社会教育施設及び文化財に係る被害情報の収集（削
除）

学校教育課
学校給食センター

学校給食センターに係る被害情報の収集（削除）

議会事務局 議員活動を通じての被害情報の収集（削除）

地区本部 １　避難所の設置及び運営（削除）
２　地区内の被害状況及び避難状況の把握及び本部への伝達
　　（削除）

分　掌　事　務

防災局 防災課 １　災害対策本部の設置及び運営（削除）
２　防災関係機関との連絡調整（削除）
３　各部局等が実施する災害対策の総合調整（削除）
４　気象情報及び警報等の周知及び伝達（削除）
５　避難指示等の発令（削除）
６　避難のための立退き（削除）
７　潮位変化の監視及び警戒（削除）
８　河川及び土砂災害警戒区域等に係る被害状況の把握（削除）
９　各部局の災害情報及び被害状況の取りまとめ（削除）
10　被害の発生報告及び応急対策報告（削除）
11　市防災行政無線の管理運営その他通信業務（削除）
12　自衛隊の派遣要請及び受入れ（削除）
13　自衛隊に対する保有物資の無償貸付又はあっせん要請（削除）
14　その他他部局等に属さない事項（削除）
１　消防施設に係る被害状況の調査及び報告（削除）
２　消防活動、指導及び連絡実施（削除）
３　緊急消防援助隊の派遣等（削除）
４　行方不明者の捜索及び救助並びに遺体の収容（削除）
５　気象情報及び警報等の周知及び伝達（削除）
６　避難のための立退き（削除）
７　警戒区域の設定（削除）
８　水防活動（削除）
９　潮位変化の監視及び警戒（削除）
10　水門等の自動閉鎖システム監視等（削除）
11　防災ヘリコプターの応援要請（削除）
12　危険物施設等の応急対策（削除）

企画部 企画政策課
脱炭素推進室

１　報道機関への対応及び連絡調整（削除）
２　被災地における広報（削除）
３　広報資料の収集、作成及び整理（削除）
４　国及び県への要望活動（削除）
５　視察対応（削除）
６　海外からの支援等に係る連絡及び調整

総務課
（選挙管理委
員会事務局）

１　職員の非常招集、配置及び派遣（削除）
２ 県、他市町村、関係機関及び団体に関する協力及び応援要請（削
除）
３　従事命令又は協力命令による要員の確保（削除）
４　庁内のネットワーク及び電子機器等の保全（削除）

財政課 １　庁舎及び市有財産等に係る被害状況の調査及び報告（削除）
２　緊急輸送車両の調達（削除）
３　輸送機関との連絡調整（削除）
４　輸送用燃料の確保及び給油券の発行（削除）
５　市有車両等の集中管理及び配車（削除）
６　緊急通行車両の確認申請（削除）
７　応急対策予算の調整及び補償（削除）
８　災害関係物品の購入及び受払い（削除）

組　織

消防本部・消防署

総務部
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6

7

保健課
広田診療所
二又診療所

１　医療施設係る被害状況の調査及び報告に関すること
２　災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣要請に関すること
３　被災者に対する健康相談及び保健指導等に関すること
４　各地区救護所の設置及び運営に関すること
５　医薬品及び医療資機材等の確保に関すること
６　医療救護及び精神医療に関すること
７　感染症予防に関すること
８　食品衛生の確保に関すること

福祉課
被災者支援室

１　社会福祉施設係る被害状況の調査及び報告に関すること
２　要配慮者の安否確認に関すること
３　福祉避難所の設置及び運営に関すること
４　身体障がい者に係る日常生活用具及び補装用具等の調達及びあっせ
　　んに関すること
５　日本赤十字社その他社会事業団体との連携等に関すること
６　ボランティアセンター設置要請に関すること
７　災害救助法による物資等供給事務
８　義援金の受付及び配分に関すること
９　被災者台帳に関すること

子ども未来課
保育所

１　児童福祉施設に係る被害状況の調査及び報告に関すること
２　保育児童の安否確認に関すること
３　他部局等の担当以外の物資の調達、あっせん及び配分に関すること

まちづくり推
進課

１　コミュニティセンター及び文化施設に係る被害状況の調査及び報告
　　に関すること
２　公共交通機関に係る被害状況の調査及び報告に関すること
３　市内の情報通信に係る被害状況の調査及び報告に関すること
４　被災者の生活相談及び苦情に関する総合受付窓口の設置に関するこ
　　と
５　相談及び苦情内容に応じた担当部局等への仕分けに関すること
６　愛玩動物の救護対策に関すること
７　廃棄物の処理及び清掃に関すること
８　仮設トイレ等の調達及び設置に関すること（下水道処理区域外）
９　交通指導隊及び防犯関係機関との連絡調整に関すること

市民課 １　市庁舎における来庁者等の誘導に関すること
２　戸籍システム等に係る被害状況の調査及び報告に関すること
３　市民の安否確認に関すること
４　遺体安置所の設置及び運営に関すること
５　遺体の埋火葬等に関すること

税務課 １　市庁舎における来庁者等の誘導に関すること
２　住家等に係る被害状況の調査及び報告に関すること
３　罹災証明書及び被災証明書の発行に関すること
４　被災納税者の取扱いに関すること

（追加） （追加）

（追加） （追加）

商政課
（追加）

１　商工鉱、電力及びガス施設に係る被害状況の調査及び報告に関する
　　こと
２　商工鉱関係の応急復旧資材の確保に関すること
３　被災商工鉱業者の災害融資に関すること
４　応急対策要員の確保及びあっせんに関すること
５　燃料の調達及びあっせんに関すること
６　被服、寝具及びその他生活必需品の調達、あっせん及び配分に関す
　　ること
７　義援物資（食料以外）の受付及び配分に関すること
（追加）

観光交流課 １　観光施設に係る被害状況の調査及び報告に関すること
２　観光関係の応急復旧資材の確保に関すること

スポーツ交流
推進室

１　体育施設に係る被害状況の調査及び報告に関すること
２　体育施設の応急復旧に関すること

農林課 １　農林施設に係る被害状況の調査及び報告に関すること
２　食料及び飲料水等の調達、あっせん及び配分に関すること
３　義援物資（食料）の受付に関すること
４　被災農林家の災害融資に関すること
５　炊き出しの実施に関すること
６　家畜の保健衛生に関すること
７　病害虫防除に関すること
８　畜産対策に関すること
９　農林関係の復旧資材の確保及び応急工作に関すること

水産課 １　水産施設及び漁港施設に係る被害状況の調査及び報告に関すること
２　被災漁家の災害融資に関すること
３　所管する漁港施設等の応急復旧に関すること
４　漁港関係障害物の除去に関すること
５　食料の配分に関すること
６　所管する海岸保全施設等の応急復旧に関すること

建設課 １　公営住宅、道路及び橋梁等に係る被害状況の調査及び報告に関する
　　こと
２　市内各道路の交通及び安全の確保に関すること
３　河川水門及び堤防等の警戒巡視及び水防上必要な監視に関すること
４　水防関係機関との連絡調整に関すること
５　市管理道路に係る交通規制及び応急復旧に関すること
６　道路、河川及び公共施設に係る障害物の除去に関すること
７　労務の供給に関すること
８　応急仮設住宅の供与及び公営住宅の入居あっせんに関すること
９　被災宅地危険度判定士への支援措置に関すること
10　被災建築物の危険度判定士への支援措置に関すること
11　被災住宅の応急修理に関すること
12　公共土木施設の応急対策に関すること
13　浸水対策用資機材の調達に関すること

（追加） （追加）

復興支援室  避難所の設置及び運営に関すること

都市計画課 １　避難所の設置及び運営に関すること
２　都市公園等に係る被害状況の調査及び報告に関すること

上下水道課 １　上下水道等の施設に係る被害状況の調査及び報告に関すること
２　上下水道等の施設に係る応急措置及び応急復旧に関すること
３　仮設トイレ等の調達及び設置（下水道処理区域内）
４　給水に関すること

避難所の設置及び運営に関すること

１　金融機関等に係る被害状況の調査及び報告に関すること
２　義援金等の出納管理に関すること
３　災害対策等の費用の経理に関すること

管理課
図書館
博物館

１　教育施設、社会教育施設及び文化財に係る被害状況の調査及び報告
　　に関すること
２　教育施設、社会教育施設及び文化財の応急復旧に関すること

学校教育課
小・中学校

１　小中学校の児童及び生徒の安否確認に関すること
２　被災児童及び生徒に対する教育相談窓口の設置に関すること
３　小中学校教職員の非常配置に関すること
４　学用品等の支給に関すること
５　応急教育の実施に関すること

学校給食セン
ター

１　学校給食センターに係る被害状況の調査及び報告に関すること
２　応急給食用物資の確保及び調達に関すること
１　市議会災害対策会議の設置及び運営に関すること
２　議員活動を通じての被害情報の収集に関すること
３　議員の安否確認に関すること
４　議員との連絡調整に関すること

農業委員会事務局
監査委員事務局

会計課

議会事務局

福祉部

市民協働部

（追加）

地域振興部

建設部

教育委員会

保健課
広田診療所
二又診療所

１　医療施設係る被害状況の調査及び報告（削除）
２　災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣要請（削除）
３　被災者に対する健康相談及び保健指導等（削除）
４　各地区救護所の設置及び運営（削除）
５　医薬品及び医療資機材等の確保（削除）
６　医療救護及び精神医療（削除）
７　感染症予防（削除）
８　食品衛生の確保（削除）

福祉課
こころの復興
支援室

１　社会福祉施設係る被害状況の調査及び報告（削除）
２　要配慮者の安否確認（削除）
３　福祉避難所の設置及び運営（削除）
４　身体障がい者に係る日常生活用具及び補装用具等の調達及びあっせ
　　ん（削除）
５　日本赤十字社その他社会事業団体との連携等（削除）
６　ボランティアセンター設置要請（削除）
７　災害救助法による物資等供給事務
８　義援金の受付及び配分（削除）
９　被災者台帳（削除）

子ども未来課
保育所

１　児童福祉施設に係る被害状況の調査及び報告（削除）
２　保育児童の安否確認（削除）
３　他部局等の担当以外の物資の調達、あっせん及び配分（削除）

まちづくり推
進課

１　コミュニティセンター及び文化施設に係る被害状況の調査及び報告
　　（削除）
２　公共交通機関に係る被害状況の調査及び報告（削除）
３　市内の情報通信に係る被害状況の調査及び報告（削除）
４　被災者の生活相談及び苦情に関する総合受付窓口の設置（削除）

５　相談及び苦情内容に応じた担当部局等への仕分け（削除）
６　愛玩動物の救護対策（削除）
７　廃棄物の処理及び清掃（削除）
８　仮設トイレ等の調達及び設置（削除）（下水道処理区域外）
９　交通指導隊及び防犯関係機関との連絡調整（削除）

市民課 １　市庁舎における来庁者等の誘導（削除）
２　戸籍システム等に係る被害状況の調査及び報告（削除）
３　市民の安否確認（削除）
４　遺体安置所の設置及び運営（削除）
５　遺体の埋火葬等に関すること

税務課 １　市庁舎における来庁者等の誘導（削除）
２　住家等に係る被害状況の調査及び報告（削除）
３　罹災証明書及び被災証明書の発行（削除）
４　被災納税者の取扱い（削除）

農林課 １　農林施設に係る被害状況の調査及び報告に関すること
２　食料及び飲料水等の調達、あっせん及び配分に関すること
３　義援物資（食料）の受付に関すること
４　被災農林家の災害融資に関すること
５　炊き出しの実施に関すること
６　家畜の保健衛生に関すること
７　病害虫防除に関すること
８　畜産対策に関すること
９　農林関係の復旧資材の確保及び応急工作に関すること

水産課 １　水産施設及び漁港施設に係る被害状況の調査及び報告に関すること
２　被災漁家の災害融資に関すること
３　所管する漁港施設等の応急復旧に関すること
４　漁港関係障害物の除去に関すること
５　食料の配分に関すること
６　所管する海岸保全施設等の応急復旧に関すること

商工観光課
交流推進課

１　商工鉱、電力及びガス施設に係る被害状況の調査及び報告（削除）

２　商工鉱関係の応急復旧資材の確保（削除）
３　被災商工鉱業者の災害融資（削除）
４　応急対策要員の確保及びあっせん（削除）
５　燃料の調達及びあっせん（削除）
６　被服、寝具及びその他生活必需品の調達、あっせん及び配分（削
　　除）
７　義援物資（食料以外）の受付及び配分（削除）
８　観光施設に係る被害状況の調査及び報告
９　観光関係の応急復旧資材の確保
10　体育施設に係る被害状況の調査及び報告
11　体育施設の応急復旧

（削除） （削除）

（削除） （削除）

（削除） （削除）

（削除） （削除）

建設課 １　（削除）道路及び橋梁等に係る被害状況の調査及び報告（削除）

２　市内各道路の交通及び安全の確保（削除）
３　河川水門及び堤防等の警戒巡視及び水防上必要な監視（削除）
４　水防関係機関との連絡調整（削除）
５　市管理道路に係る交通規制及び応急復旧（削除）
６　道路、河川及び公共施設に係る障害物の除去（削除）
７　労務の供給（削除）
（削除）
８　被災宅地危険度判定士への支援措置に関すること
（削除）

９　公共土木施設の応急対策（削除）
10　浸水対策用資機材の調達（削除）

住宅政策室 １　公営住宅に係る被害状況の調査及び報告
２　応急仮設住宅の供与及び公営住宅の入居あっせん
３　被災建築物の危険度判定士への支援措置
４　被災住宅の応急修理

（削除） （削除）

土地活用推進
課

１　避難所の設置及び運営（削除）
２　都市公園等に係る被害状況の調査及び報告（削除）

上下水道課 １　上下水道等の施設に係る被害状況の調査及び報告（削除）
２　上下水道等の施設に係る応急措置及び応急復旧（削除）
３　仮設トイレ等の調達及び設置（下水道処理区域内）
４　給水（削除）

避難所の設置及び運営（削除）

１　金融機関等に係る被害状況の調査及び報告（削除）
２　義援金等の出納管理（削除）
３　災害対策等の費用の経理（削除）

教育総務課
図書館
博物館

１　教育施設、社会教育施設及び文化財に係る被害状況の調査及び報告
　　（削除）
２　教育施設、社会教育施設及び文化財の応急復旧（削除）

学校教育課
小・中学校

１　小中学校の児童及び生徒の安否確認（削除）
２　被災児童及び生徒に対する教育相談窓口の設置（削除）
３　小中学校教職員の非常配置（削除）
４　学用品等の支給（削除）
５　応急教育の実施（削除）

学校給食セン
ター

１　学校給食センターに係る被害状況の調査及び報告（削除）
２　応急給食用物資の確保及び調達（削除）
１　市議会災害対策会議の設置及び運営（削除）
２　議員活動を通じての被害情報の収集（削除）
３　議員の安否確認（削除）
４　議員との連絡調整（削除）

農業委員会事務局
監査委員事務局

会計課

議会事務局

福祉部

市民協働部

農林水産部

地域振興部

建設部

教育委員会
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8

9-13

14

資料 1-3 町別面積及び地目別土地面積調

町別面積

（平成 30 年 10 月 1日現在）

※ [略]

地目別土地面積

（平成 30 年 1月 1日現在）

資料 1-4 [略]

資料 1-5 自主防災組織等の現況

(令和 4年 5月 31 日現在)

１　地区内の被害状況及び避難状況の把握及び本部への伝達に関するこ
　　と
２　市民の安否確認に関すること
３　避難所の設置及び運営に関すること
４　り災の調査及び名簿の作成に関すること
５　諸物資の配分に関すること
６　り災者の収容に関すること
７　炊き出し及び配給に関すること
８　り災者に対する連絡に関すること
９　遺体の収容に関すること
10　その他市本部長の命令に関すること

地区本部

高田町 気仙町 広田町 小友町 米崎町 矢作町 竹駒町 横田町 計

11.60 16.91 10.23 8.66 13.72 101.19 13.79 36.44 212.54

区　分 面積（ｋ㎡） 百分比（％） 備　　　考

田 7.13 3.07

畑 9.43 4.07

宅地 7.13 3.07

山林 161.98 69.84

原野 1.31 0.57

雑種地 3.6 1.55

池沼 0.07 0.03

その他 41.29 17.8

計 231.94 100

資料 1-2 町別面積及び地目別土地面積調

（令和 6年 10 月 1日現在）

※ [略]

地目別土地面積

（令和 6年 1月 1日現在）

資料 1-4 [略]

資料 1-5 自主防災組織等の現況

(令和 7年 4月 1日現在)

１　地区内の被害状況及び避難状況の把握及び本部への伝達（削除）

２　市民の安否確認（削除）
３　避難所の設置及び運営（削除）
４　り災の調査及び名簿の作成（削除）
５　諸物資の配分（削除）
６　り災者の収容（削除）
７　炊き出し及び配給（削除）
８　り災者に対する連絡（削除）
９　遺体の収容（削除）
10　その他市本部長の命令（削除）

地区本部

高田町 気仙町 広田町 小友町 米崎町 矢作町 竹駒町 横田町 計

11.46 16.82 10.28 8.67 13.72 101.06 13.78 36.28 212.07

区　分 面積（ｋ㎡） 百分比（％） 備　　　考

田 6.82 2.94

畑 8.77 3.78

宅地 7.32 3.16

山林 161.00 69.41

原野 1.53 0.67

雑種地 4.22 1.82

池沼 0.08 0.03

その他 42.20 18.19

計 231.94 100

番

号

地

区
名 称

世帯

数

1 矢作 梅木公民館自主防災組織 14

2 矢作 飯森公民館自主防災組織 10

3 矢作 山崎自主防災組織 27

4 矢作 袖野公民館自主防災組織 12

5 矢作 二又公民館自主防災組織 19

6 矢作 愛宕下公民館自主防災組織 13

7 矢作 馬越公民館自主防災組織 8

8 矢作 小黒山公民館自主防災組織 14

9 矢作 １５区公民館自主防災組織 31

10 生出
矢作町第１２区自主防災組

織
34

11 生出
矢作町第１３区公民館自主

防災組織
25

12 生出
矢作町第１４区自主防災組

織
32

13 下矢 矢作町第１区町内会自主防 22

番

号

地

区
名 称

世帯

数

1 矢作 梅木公民館自主防災組織 13

2 矢作 飯森公民館自主防災組織 8

3 矢作 山崎自主防災組織 26

4 矢作 袖野公民館自主防災組織 12

5 矢作 二又公民館自主防災組織 15

6 矢作 愛宕下公民館自主防災組織 13

7 矢作 馬越公民館自主防災組織 8

8 矢作 小黒山公民館自主防災組織 12

9 矢作 １５区公民館自主防災組織 29

10 生出
矢作町第１２区自主防災組

織
33

11 生出
矢作町第１３区公民館自主

防災組織
24

12 生出
矢作町第１４区自主防災組

織
27

13 下矢 矢作町第１区町内会自主防 22
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15

作 災会

14
下矢

作

矢作町第２区町内会自主防

災会
24

15
下矢

作

矢作町第３区町内会自主防

災会
22

16
下矢

作

矢作町第４区町内会自主防

災会
31

17
下矢

作

矢作町第５区町内会自主防

災会
31

18
下矢

作

矢作町第６区町内会自主防

災会
61

19
下矢

作

矢作町第７区町内会自主防

災会
63

20 横田
横田町第二部落会自主防災

組織
72

21 横田 横田町第五部落会 73

22 横田
横田町第６区町内会自主防

災組織
47

23 横田
横田町第八区町内会自主防

災組織
40

24 竹駒
館・軍見洞町内会自主防災

組織
37

25 竹駒 下沢町内会自主防災組織 100

26 竹駒 仲の沢自主防災会 14

27 竹駒 滝の里町内会自主防災組織 88

28 竹駒 細根沢町内会自主防災組織 18

29 竹駒 新田地区防災組織 21

30 竹駒 矢崎町内会自主防災組織 33

31 竹駒 壺の沢公民館自主防災組織 91

32 長部 長部自主防災会二日市支部 57

33 長部 長部自主防災会湊支部 57

34 長部 長部自主防災会古谷支部 35

35 長部 長部自主防災会双六支部 108

36 長部 長部自主防災会要谷支部 59

37 長部 長部自主防災会福伏支部 40

38 長部 長部自主防災会上長部支部 48

39 高田 鳴石支部自主防災会 180

40 高田 洞の沢町内会自主防災会 24

41 高田
高田町自主防災会下和野支

部
118

作 災会

14
下矢

作

矢作町第２区町内会自主防

災会
24

15
下矢

作

矢作町第３区町内会自主防

災会
21

16
下矢

作

矢作町第４区町内会自主防

災会
31

17
下矢

作

矢作町第５区町内会自主防

災会
35

18
下矢

作

矢作町第６区町内会自主防

災会
58

19
下矢

作

矢作町第７区町内会自主防

災会
62

20 横田
横田町第二部落会自主防災

組織
66

21 横田 横田町第五部落会 68

22 横田
横田町第６区町内会自主防

災組織
46

23 横田
横田町第八区町内会自主防

災組織
38

24 竹駒
館・軍見洞町内会自主防災

組織
37

25 竹駒 下沢町内会自主防災組織 100

26 竹駒 仲の沢自主防災会 13

27 竹駒 滝の里町内会自主防災組織 83

28 竹駒 細根沢町内会自主防災組織 19

29 竹駒 新田地区防災組織 18

30 竹駒 矢崎町内会自主防災組織 34

31 竹駒 壺の沢公民館自主防災組織 86

32 長部 長部自主防災会二日市支部 57

33 長部 長部自主防災会湊支部 57

34 長部 長部自主防災会古谷支部 33

35 長部 長部自主防災会双六支部 101

36 長部 長部自主防災会要谷支部 55

37 長部 長部自主防災会福伏支部 38

38 長部 長部自主防災会上長部支部 46

39 高田 鳴石支部自主防災会 168

40 高田 洞の沢町内会自主防災会 28

41 高田
高田町自主防災会下和野支

部
120



資料編

資料１ 基本事項

- 104 -

16

42 高田 上和野町内会自主防災会 250

43 高田 小泉地区自主防災会 200

44 高田
高田町自主防災会鳴石が丘

支部
295

45 高田 大石地区自主防災組織 168

46 米崎 高畑支部自主防災会 47

47 米崎 高木支部自主防災会 50

48 米崎 佐野防災会 47

49 米崎 雷神支部自主防災会 89

50 米崎 糠塚沢支部自主防災会 65

51 米崎 地竹沢支部自主防災会 92

52 米崎 松峰支部自主防災会 124

53 米崎 神田支部自主防災会 45

54 米崎 脇の沢団地自主防災会 28

55 米崎 樋の口支部自主防災会 54

56 米崎 和野支部自主防災会 52

57 米崎 和方支部自主防災会 51

58 米崎 堂の前支部自主防災会 62

59 小友 三日市地区防災組織 18

60 小友 両替防災会 26

61 小友 松山部落自主防災会 50

62 小友 西の坊防災会 59

63 小友 上の坊部落自主防災会 18

64 小友 柳沢自主防災会 39

65 小友 門前地区災害委員会組織 44

66 小友 谷地部落自主防災会 20

67 小友 只出地区防災会 76

68 小友 小ケロ部落自主防災会 28

69 小友 新田防災会 40

70 小友 田束町内会自主防災会 63

71 小友 矢の浦防災会 38

72 広田 喜多地域自主防災会 184

73 広田 根岬地区自主防災会 103

74 広田 中沢浜地区自主防災会 155

75 広田 田谷自主防災会 54

76 広田 大久保自主防災会 21

77 広田 大野地区自主防災会 73

78 広田 大陽地域自主防災会 71

79 広田 袖野・小屋敷自主防災会 78

80 広田 長洞地区自主防災会 64

42 高田 上和野町内会自主防災会 230

43 高田 小泉地区自主防災会 200

44 高田
高田町自主防災会鳴石が丘

支部
243

45 高田 大石地区自主防災組織 30

46 米崎 高畑支部自主防災会 47

47 米崎 高木支部自主防災会 34

48 米崎 佐野防災会 49

49 米崎 雷神支部自主防災会 89

50 米崎 糠塚沢支部自主防災会 60

51 米崎 地竹沢支部自主防災会 90

52 米崎 松峰支部自主防災会 116

53 米崎 神田支部自主防災会 47

54 米崎 脇の沢団地自主防災会 28

55 米崎 樋の口支部自主防災会 54

56 米崎 和野支部自主防災会 52

57 米崎 和方支部自主防災会 49

58 米崎 堂の前支部自主防災会 63

59 小友 三日市地区防災組織 19

60 小友 両替防災会 26

61 小友 松山部落自主防災会 45

62 小友 西の坊防災会 59

63 小友 上の坊部落自主防災会 20

64 小友 柳沢自主防災会 39

65 小友 門前地区災害委員会組織 45

66 小友 谷地部落自主防災会 16

67 小友 只出地区防災会 73

68 小友 小ケロ部落自主防災会 29

69 小友 新田防災会 41

70 小友 田束町内会自主防災会 58

71 小友 矢の浦防災会 39

72 広田 喜多地域自主防災会 176

73 広田 根岬地区自主防災会 110

74 広田 中沢浜地区自主防災会 155

75 広田 田谷自主防災会 52

76 広田 大久保自主防災会 18

77 広田 大野地区自主防災会 60

78 広田 大陽地域自主防災会 70

79 広田 袖野・小屋敷自主防災会 72

80 広田 長洞地区自主防災会 64



資料編

資料１ 基本事項

- 105 -

17

18

19

婦人消防協力隊・婦人防火クラブ・少年消防クラブ

資料 1-6 雨量・河川水位観測所

雨量観測所 (令和 4 年 4 月 1 日現在)

[略]

水位観測所 (令和 4 年 4 月 1 日現在)

[略]

資料 1-7 地震観測所一覧表

市内の地震観測施設 (令和 4 年 4 月 1 日現在)

[略]

資料 1-8 気象予報・警報等の種類

(気象業務法に基づくもの)

ア [略]

イ 情報の種類

備考 [略]

ウ 注意報の種類と発表基準

(令和 4 年 4 月 1 日現在 陸前高田市)

内　容

早期注意情報
（警報級の可能性）

５日先までの警報級の現象の可能性を［高］、［中］の２段階
で発表する。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、内陸、
沿岸北部、沿岸南部単位で、２日先から５日先にかけては日単位
で、内陸、沿岸単位で発表する。大雨に関して、明日までの期間
に［高］又は［中］が予想されている場合は、災害への心構えを
高める必要があることを示す警戒レベル１に相当。

気象情報
気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注

意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の
経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する。

[略] [略]

竜巻注意情報

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突
風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている
状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況に
なっている時に、内陸、沿岸北部、沿岸南部単位で発表する。な
お、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナ
ウキャストで確認することができる。また、竜巻の目撃情報が得
られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更な
る竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨
を付加した情報を内陸、沿岸北部、沿岸南部単位で発表する。こ
の情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。

種　　類

気
象
に
関
す
る
情
報

発　表　基　準

風雪注意報

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想され、
次の条件に該当するときに発表する。「強風による災害」に加え
て、「雪を伴うことによる視程障害等による災害」のおそれにつ
いても注意を呼びかけ（追加）る。
・雪を伴い、平均風速が陸上で10ｍ/ｓ、海上で15ｍ/ｓ以上と予
想されたとき

[略] [略]

大雨注意報

　大雨による災害が発生するおそれがあると予想され、次の基準
に到達することが予想されたときに発表する。
避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するな
ど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２
（浸水害） ・表面雨量指数基準　 6
（土砂災害）・土壌雨量指数基準　78

[略] [略]

雷注意報

　落雷等により災害が発生するおそれがあると予想されたときに
発表する。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等
の突風や雹による災害についての注意喚起が付加されることもあ
る。急な強い雨への注意についても雷注意報で呼びかけられる。

乾燥注意報

　空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想され、次
の条件に該当する時に発表する。具体的には、火災の危険が大き
い気象条件を予想した場合に発表する。
・最小湿度40％以下、実効湿度65％以下、風速7ｍ/ｓ以上が2時間
以上継続すると予想されるとき
・最小湿度35％以下、実効湿度60％以下と予想されたとき

霜注意報

　霜により災害が発生するおそれがあると予想され、次の条件に
該当するときに発表する。具体的には、早霜、晩霜等により農作
物への被害が起こるおそれがあるときに発表する。
・早霜、晩霜期に最低気温がおおむね2℃以下になると予想される
とき

種　　類

気
　

象
　

注
　

意
　

報

（削除）

資料 1-6 雨量・河川水位観測所

雨量観測所 (令和7年4月1日現在)

[略]

水位観測所 (令和7年4月1日現在)

[略]

資料 1-7 地震観測所一覧表

市内の地震観測施設 (令和7年4月1日現在)

[略]

資料 1-8 気象予報・警報等の種類

(気象業務法に基づくもの)

ア [略]

イ 情報の種類

備考 [略]

ウ 注意報の種類と発表基準

(令和 7 年 4 月 1 日現在 陸前高田市)

内　　容

早期注意情報
（警報級の可能性）

　５日先までの警報級の現象の可能性を［高］、［中］の２段階
で発表される。当日から翌日にかけては時間帯を区切って、内
陸、沿岸北部、沿岸南部単位で、２日先から５日先にかけては日
単位で、内陸、沿岸単位で発表される。大雨に関して、明日まで
の期間に［高］又は［中］が予想されている場合は、災害への心
構えを高める必要があることを示す警戒レベル１に相当。

気象情報
気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注

意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の
経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表される。

[略] [略]

竜巻注意情報

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突
風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている
状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況に
なっている時に、内陸、沿岸北部、沿岸南部単位で発表される。
なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度
ナウキャストで確認することができる。また、竜巻の目撃情報が
得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更
なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている
旨を付加した情報が内陸、沿岸北部、沿岸南部単位で発表され
る。この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。

種　　類

気
象
に
関
す
る
情
報

発　表　基　準

風雪注意報

　雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想され、
次の条件に該当するときに発表される。「強風による災害」に加
えて、「雪を伴うことによる視程障害等による災害」のおそれに
ついても注意が呼びかけられる。
・雪を伴い、平均風速が陸上で10ｍ/ｓ、海上で15ｍ/ｓ以上と予
想されたとき

[略] [略]

大雨注意報

　大雨による災害が発生するおそれがあると予想され、次の基準
に到達することが予想されたときに発表される。
避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するな
ど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２
（浸水害） ・表面雨量指数基準　 6
（土砂災害）・土壌雨量指数基準　78

[略] [略]

雷注意報

落雷等により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発
表される。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等
の突風や雹による災害についての注意喚起が付加されることもあ
る。急な強い雨への注意についても雷注意報で呼びかけられる。

乾燥注意報

　空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想され、次
の条件に該当する時に発表される。具体的には、火災の危険が大
きい気象条件を予想した場合に発表される。
・最小湿度40％以下、実効湿度65％以下、風速7ｍ/ｓ以上が2時
　間以上継続すると予想されるとき
・最小湿度35％以下、実効湿度60％以下と予想されたとき

霜注意報

　霜により災害が発生するおそれがあると予想され、次の条件に
該当するときに発表される。具体的には、早霜、晩霜等により農
作物への被害が起こるおそれがあるときに発表される。
・早霜、晩霜期に最低気温がおおむね2℃以下になると予想される
とき

種　　類

気
　

象
　

注
　

意
　

報

81 広田 泊地域自主防災会 158

番号 名 称 隊員数

1 長部婦人消防協力隊 181

2 広田町女性防火クラブ 190

81 広田 泊地域自主防災会 150
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20

21

備考１ 地面現象警報及び浸水注意報は、その注意事

項を気象注意報に含めて行い、この警報の標題は用い

ない。

２ [略]

エ 警報の種類と発表基準

(令和 4 年 4 月 1 日現在 陸前高田市)

備考１ 地面現象警報及び浸水警報は、その注意事項

を気象警報に含めて行い、この警報の標題は用いな

い。

５ [略]

[略] [略]

着雪注意報

　著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想され、次
の条件に該当するときに発表する。具体的には、通信線、送電
線、船体等への被害が起こるおそれのあるときに発表する。
・大雪注意報の条件下で、気温が‐2℃より高いと予想されるとき

着氷注意報

　著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想され、次
の条件に該当するときに発表する。具体的には、通信線、送電
線、船体等への被害が起こるおそれのあるときに発表する。
・大雪注意報の条件下で、気温が‐2℃より高いと予想されるとき

[略]

融雪注意報
　融雪により災害が発生するとおそれがある予想されるときに発
表する。具体的には、浸水、土砂災害等の災害が発生するおそれ
があるときに発表する。
　台風や低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生する
おそれがあると予想され、潮位が東京湾平均海面（TP）上0.8ｍ以
上と予想されたときに発表する（暫定基準）
　高潮警報に切り替える可能性に言及されていない場合は、避難
に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、
自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２（追加）
　高潮警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合は
高齢者等の避難が必要とされるレベル３に相当（追加）
　高い波により災害が発生するおそれがあると予想され、次の条
件に該当するときに発表する。
・有義波高が3.0ｍ以上と予想されるとき

　河川の上流域での降雨や融雪などにより河川が増水し、災害が
発生するおそれがあると予想され、次の条件に該当するときに発
表する。
・流域雨量指数基準
気仙川流域=30.4、滝の里川流域=3.7、矢作川流域=12.4、壺の沢
川流域=4.7、中平川流域=8.3、浜田川流域=4.5、川原川流域＝
3.6、長部川流域=5.8
・複合基準(表面雨量指数,流域雨量指数)
　気仙川流域=(6,24.3)、滝の里川流域=(5,3.7)、矢作川流域
=(6,12.4)、壺の沢川流域=(5,4.7)、中平川流域=(6,6.6)、浜田川
流域=(5,4.5)、長部川流域=(5,5)
避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するな
ど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２（追加）

　大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等により災害が発生するお
それがあると予想される場合

　浸水により災害が発生するおそれがあると予想される場合

高潮注意報

波浪注意報

洪水注意報

地面現象注意報
（備考１）

浸水注意報
（備考１）

発　表　基　準

暴風警報

暴風によって重大な災害がおこるおそれがあると予想され、次
の条件に該当する場合
・平均風速が陸上で15ｍ/ｓ、海上で20ｍ/ｓ以上と予想される場
合

暴風雪警報

　暴風雪によって重大な災害がおこるおそれがあると予想され、
次の条件に該当するときに発表する。「風による災害」に加え
て、「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそ
れについても警戒を呼びかける。
・雪を伴い、平均風速が陸上で15ｍ/ｓ、海上で20ｍ/ｓ以上と予
想されるとき

大雨警報

　大雨によって重大な災害がおこるおそれがあると予想され、次
の条件に該当するときに発表する。
（浸水害） ・表面雨量指数基準  10
（土砂災害）・土壌雨量指数基準120
　大雨警報には、大雨警報(土砂災害)、大雨警報(浸水害)、大雨
警報(土砂災害、浸水害)のように、特に警戒すべき事項が明記さ
れる。大雨警報（土砂災害）は、高齢者等の避難が必要とされる
レベル３に相当

大雪警報

　大雪によって重大な災害がおこるおそれがあると予想され、次
の条件に該当するときに発表する。（大船渡地域）
・12時間の降雪の深さが　平野部30cm以上　山沿い50㎝以上　　
と予想されるとき
　台風等による海面の異常上昇によって重大な災害がおこるおそ
れがあると予想され、次の条件に該当する場合
・潮位が東京湾平均海面(TP)上1.1ｍ以上と予想されるとき（暫定
基準）
避難が必要される警戒レベル４に相当
　高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想され、
次の条件に該当するときに発表する。
・有義波高が6.0ｍ以上と予想されるとき
　河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災
害が発生するおそれがあると予想され、次の条件に該当するとき
に発表する。
・流域雨量指数基準
気仙川流域=38、滝の里川流域=5.9、矢作川流域=12.4、壺の沢川
流域＝7.1、中平川流域=10.4、浜田川流域=6.6、川原川流域＝
4.5、長部川流域=7.3
・複合基準(表面雨量指数,流域雨量指数)
気仙川流域=(9,30.9)、矢作川流域=(9,14)
　対象となる重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷
や決壊による重大な災害があげられる。高齢者等の避難が必要と
される警戒レベル３に相当（追加）

大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等によって重大な災害がおこ
るおそれがあると予想される場合

浸水によって重大な災害がおこるおそれがあると予想される場合

種　　類

高潮警報

波浪警報

洪水警報

地面現象警報
（備考１）

浸水警報
（備考１）

気
　

象
　

警
　

報

備考１ 地面現象警報及び浸水注意報は、その注意事

項を気象注意報に含めて行う。

２ [略]

エ 警報の種類と発表基準

(令和 7 年 4 月 1 日現在 陸前高田市)

備考１ 地面現象警報及び浸水警報は、その注意事項

を気象警報に含めて行う。

２ [略]

[略] [略]

着雪注意報

　著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想され、次
の条件に該当するときに発表される。具体的には、通信線、送電
線、船体等への被害が起こるおそれのあるときに発表される。
・大雪注意報の条件下で、気温が‐2℃より高いと予想されるとき

着氷注意報

　著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想され、次
の条件に該当するときに発表される。具体的には、通信線、送電
線、船体等への被害が起こるおそれのあるときに発表される。
・大雪注意報の条件下で、気温が‐2℃より高いと予想されるとき

[略] [略]

融雪注意報
　融雪により災害が発生するとおそれがある予想されるときに発
表される。具体的には、浸水、土砂災害等の災害が発生するおそ
れがあるときに発表される。
　台風や低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生する
おそれがあると予想され、潮位が東京湾平均海面（TP）上0.8ｍ以
上と予想されたときに発表される。（暫定基準）
　高潮警報に切り替える可能性に言及されていない場合は、避難
に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、
自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。
　高潮警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合は
高齢者等の避難が必要とされるレベル３に相当。
　高い波により災害が発生するおそれがあると予想され、次の条
件に該当するときに発表される。
・有義波高が3.0ｍ以上と予想されるとき

河川の上流域での降雨や融雪などにより河川が増水し、災害が
発生するおそれがあると予想され、次の条件に該当するときに発
表される。
・流域雨量指数基準
気仙川流域=30.4、滝の里川流域=3.7、矢作川流域=12.4、壺の沢
川流域=4.7、中平川流域=8.3、浜田川流域=4.5、川原川流域＝
3.6、長部川流域=5.8
・複合基準(表面雨量指数,流域雨量指数)

気仙川流域 =(6,24.3)、滝の里川流域=(5,3.7)、矢作川流域
=(6,12.4)、壺の沢川流域=(5,4.7)、中平川流域=(6,6.6)、浜田川
流域=(5,4.5)、長部川流域=(5,5)

避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認する
など、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２であ
る。

（削除）

（削除）

高潮注意報

波浪注意報

洪水注意報

（削除）

（削除）

発　表　基　準

暴風警報

暴風によって重大な災害がおこるおそれがあると予想され、次
の条件に該当するときに発表される。
・平均風速が陸上で15ｍ/ｓ、海上で20ｍ/ｓ以上と予想される場
合

暴風雪警報

　暴風雪によって重大な災害がおこるおそれがあると予想され、
次の条件に該当するときに発表される。「風による災害」に加え
て、「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそ
れについても警戒を呼びかける。
・雪を伴い、平均風速が陸上で15ｍ/ｓ、海上で20ｍ/ｓ以上と予
想されるとき

大雨警報

　大雨によって重大な災害がおこるおそれがあると予想され、次
の条件に該当するときに発表される。
（浸水害） ・表面雨量指数基準  10
（土砂災害）・土壌雨量指数基準120
　大雨警報には、大雨警報(土砂災害)、大雨警報(浸水害)、大雨
警報(土砂災害、浸水害)のように、特に警戒すべき事項が明記さ
れる。大雨警報（土砂災害）は、高齢者等の避難が必要とされる
レベル３に相当

大雪警報

　大雪によって重大な災害がおこるおそれがあると予想され、次
の条件に該当するときに発表される。（大船渡地域）
・12時間の降雪の深さが　平野部30cm以上　山沿い50㎝以上　　
と予想されるとき
　台風等による海面の異常上昇によって重大な災害がおこるおそ
れがあると予想され、次の条件に該当するときに発表される。
・潮位が東京湾平均海面(TP)上1.1ｍ以上と予想されるとき（暫定
基準）
避難が必要される警戒レベル４に相当
　高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想され、
次の条件に該当するときに発表される。
・有義波高が6.0ｍ以上と予想されるとき
　河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災
害が発生するおそれがあると予想され、次の条件に該当するとき
に発表される。
・流域雨量指数基準
気仙川流域=38、滝の里川流域=5.9、矢作川流域=12.4、壺の沢川
流域＝7.1、中平川流域=10.4、浜田川流域=6.6、川原川流域＝
4.5、長部川流域=7.3
・複合基準(表面雨量指数,流域雨量指数)
気仙川流域=(9,30.9)、矢作川流域=(9,14)
　対象となる重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷
や決壊による重大な災害があげられる。高齢者等の避難が必要と
される警戒レベル３に相当。

（削除）

（削除）

種　　類

高潮警報

波浪警報

洪水警報

（削除）

（削除）

気
　

象
　

警
　

報
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22

23

24

オ 警報の危険度分布等

[略]

カ 特別警報の種類と発表基準

備考１ [略]

２ 発表の判断に当たっては、降水量、積雪量、

台風の中心気圧、最大風速等について過去の災

害事例に照らして算出した客観的な指標を設

け、これらの実況及び予想に基づいて行う。

キ 地震動の警報及び地震情報の種類

（ア）緊急地震速報（警報）

・気象庁は、（追加）震度５弱以上の揺れが予想され

た場合に、震度４以上が予想される地域に対し、緊

急地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（Ｎ

ＨＫ）は、テレビ、ラジオを通じて住民に提供す

る。

・震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報(警

報)は、地震動特別警報に位置付けられる。

（イ）地震情報の種類と内容

発　表　基　準

暴風特別警報

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し
く大きいと予想されたときに発表する。
・数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が
吹くと予想される場合

暴風雪特別警報

　雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそ
れが著しく大きいと予想されたときに発表する。「暴風による重
大な災害に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な
災害」のおそれについても警戒を呼びかける。
・　数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を
伴う暴風が吹くと予想される場合

大雨特別警報

　大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し
く大きいと予想されたときに発表する。大雨特別警報には、大雨
特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報
（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記され
る。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況であり、
命を守るための最善の行動をとる必要があることを示す警戒レベ
ル５に相当
・　台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予
想される場合

大雪特別警報
　大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し
く大きいと予想されたときに発表する。
・数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合
　台風や低気圧等による海面の異常な上昇が特に異常であるため
重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想されたときに
発表する。避難が必要とされる警戒レベル４に相当
・　数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮
になると予想される場合
避難が必要とされる警戒レベル４に相当
　高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著
しく大きいと予想されたときに発表する。
・　数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波
になると予想される場合
　大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等により重大な災害が発生
するおそれが著しく大きいと予想されたときに発表する。
・　台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予
想される場合

種　　類

高潮特別警報

波浪特別警報

地面現象特別警報
（備考１）

気
　

象
　

特　

別
　

警
　

報

オ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等

[略]

カ 特別警報の種類と発表基準

備考１ [略]

２ 過去の災害事例に照らして、指数（土壌雨量

指数、表面雨量指数、流域雨量指数）、積雪量、

台風の中心気圧、最大風速などに関する客観的

な指標を設け、これらの実況及び予想に基づい

て発表を判断する。

キ 地震動の警報及び地震情報の種類

（ア）緊急地震速報（警報）

・気象庁は、最大震度５弱以上の揺れが予想された

場合に、震度４以上が予想される地域に対し、緊急

地震速報（警報）を発表する。日本放送協会（ＮＨ

Ｋ）は、テレビ、ラジオを通じて住民に提供する。

・緊急地震速報(警報)のうち震度６弱以上の揺れが

予想される場合は、特別警報に位置付けている。

（イ）地震情報の種類と内容

発　表　基　準

暴風特別警報

暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し
く大きいと予想されたときに発表される。
・ 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風
が吹くと予想される場合

暴風雪特別警報

　雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそ
れが著しく大きいと予想されたときに発表される。「暴風による
重大な災害に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大
な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。
・　数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を
伴う暴風が吹くと予想される場合

大雨特別警報

　大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し
く大きいと予想されたときに発表される。大雨特別警報には、大
雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警
報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記さ
れる。災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況であ
り、命を守るための最善の行動をとる必要があることを示す警戒
レベル５に相当
・　台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予
想される場合

大雪特別警報
　大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し
く大きいと予想されたときに発表される。
・　数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

　台風や低気圧等による海面の異常な上昇が特に異常であるため
重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想されたときに
発表される。避難が必要とされる警戒レベル４に相当
・数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮に
なると予想される場合避難が必要とされる警戒レベル４に相当

　高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著
しく大きいと予想されたときに発表される。
・　数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高波
になると予想される場合

（削除）

種　　類

高潮特別警報

波浪特別警報

（削除）

気
　

象
　

特　

別
　

警
　

報

種 類 発表基準 内 容

[略] [略] [略]

遠地地震に

関する情報

[略]

・[略]

・都市部など著

しい被害が発生

する可能性があ

る地域で規模の

大きな地震を観

[略]

種 類 発表基準 内 容

[略] [略] [略]

遠地地震に

関する情報

[略]

・[略]

・都市部など著

しい被害が発生

する可能性があ

る地域で規模の

大きな地震を観

[略]
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25

備考 [略]

（ウ）地震活動に関する解説情報等

[略]

備考 [略]

（ウ）地震活動に関する解説情報等

[略]

測した場合（追

加）

[略] [略] [略]

（追加） （追加） （追加）

[略] [略] [略]

種 類 内 容

地震解説資料

（追加）

[略]

（追加）

測した場合（国

外で発生した大

規模噴火を覚知

した場合にも発

表）

[略] [略] [略]

北海道・三

陸沖後発地

震注意情報

・北海道の根室

沖から東北地方

の三陸沖の巨大

地震の想定震源

域及びその領域

に影響を与える

外側のエリアで

モーメントマグ

ニチュード 7.0

以上の地震が発

生した場合

・想定震源域の

外側でモーメン

トマグニチュー

ド 7.0以上の地震

が発生した場合

は、地震のモー

メントマグニチ

ュードに基づき

想定震源域へ影

響を与えるもの

であると評価さ

れた場合

気象庁において

一定精度のモー

メントマグニチ

ュ ー ド を 推 定

（地震発生後 15

分 ～ ２ 時 間 程

度）し、情報発

表の条件を満た

す先発地震であ

ると判断でき次

第、内閣府・気

象庁合同記者会

見 が 開 か れ 、

「北海道・三陸

沖後発地震注意

情報」が発表さ

れる。

[略] [略] [略]

種 類 内 容

地震解説資料

（全国速報版・地域速

報版）

[略]

・地震解説資料（全国

速報版）上記内容につ

いて、全国の状況を取

りまとめた資料。

・地震解説資料（地域

速報版）上記内容につ

いて、発表基準を満た
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26

27

28

29

30

ク [略]

（ア） [略]

（イ）津波情報の種類と内容

津波警報等を発表した場合には、津波の到達予想

時刻や予想される津波の高さなどを津波情報で発表

する。

[略]

ケ [略]

ク [略]

（ア） [略]

（イ）津波情報の種類と内容

津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の

津波の到達予想時刻や予想される津波の高さ、各観

測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻等を津波情報

で発表する。

[略]

ケ [略]

修正

理由

・現状に合わせた修正

・県計画の修正に伴うもの

[略] [略]

した都道府県別に取り

まとめた資料。

[略] [略]
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資料２ 危険箇所等

頁 変 更 前 変 更 後

44

45

46

資料 2-8 土砂災害警戒区域等指定一覧表

（令和 4年 4月１日）

土砂災害警戒区域等指定内訳表（急傾斜地の崩壊）

34～69 [略]

資料 2-8 土砂災害警戒区域等指定一覧表

（令和 7年 4月１日）

土砂災害警戒区域等指定内訳表（急傾斜地の崩壊）

34～69 [略]

修正

理由
・現状に合わせた修正
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頁 変 更 前 変 更 後

47

49-56

57

103～137 [略]

174～465 [略]

103～137 [略]

174～465 [略]

修正

理由
・現状に合わせた修正
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頁 変 更 前 変 更 後

58

59

修正

理由
・現状に合わせた修正
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頁 変 更 前 変 更 後

60

61

土砂災害警戒区域等指定内訳表（土石流） 土砂災害警戒区域等指定内訳表（土石流）

修正

理由
・現状に合わせた修正
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頁 変 更 前 変 更 後

62

63

修正

理由
・現状に合わせた修正
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頁 変 更 前 変 更 後

64

65

修正

理由
・現状に合わせた修正
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頁 変 更 前 変 更 後

66

修正

理由
・現状に合わせた修正
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資料３ 情報伝達

頁 変 更 前 変 更 後

83

89

資料 3-8 非常通信運用細則

[略]

別紙(第 35 条関係)

平成 年 月 日

[略]

資料 3-8 非常通信運用細則

[略]

別紙(第 35 条関係)

令和 年 月 日

[略]

修正

理由
・現状に合わせた修正
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資料４ 避難

頁 変 更 前 変 更 後

105-113 資料 4-2 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表

指定緊急避難場所 (令和 5 年 3 月 15 日現在)

番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害

1 生出 清水公民館 矢作町字沖 5-1  ○ ○ 

2 矢作 
矢作地区コミュニティセンター

（矢作多目的研修センター） 
矢作町字鍋谷 6-2  ○ ○ 

3 下矢作 1 区公民館 矢作町字雪沢 100-2 ○   
4 下矢作 村上様宅上 矢作町字大嶋部 104-2 ○   
5 下矢作 嶋部公民館 矢作町字大嶋部 157 ○   
6 下矢作 NTT 塔付近高台 矢作町字大嶋部 162 ○   
7 下矢作 観音寺 矢作町字寺前 79 ○ ○ ○ 
8 下矢作 村上様宅上 矢作町字越戸内 193 ○   
9 下矢作 6 区公民館 矢作町字東角地 35-8 ○ ○ ○ 
10 下矢作 7 区公民館 矢作町字打越 22-2 ○ ○ ○ 
11 下矢作 矢作小学校 矢作町字神明前 55-1 ○ ○ ○ 

12 下矢作 
下矢作地区コミュニティセンター

（下矢作多目的研修センター） 
矢作町字諏訪 44 ○   

13 横田 横田小学校 横田町字久連坪 17-1  ○ ○ 

14 横田 
横田地区コミュニティセンター

（横田基幹集落センター） 
横田町字黄金山 43-1  ○ ○ 

15 横田 第二部落会館 横田町字本宿 24-4  ○ ○ 
16 横田 第八区会館 横田町字袋沢 37-1  ○ ○ 
17 竹駒 滝の里工業団地 竹駒町字滝の里 105-2 ○   
18 竹駒 ㈱高田自動車学校 竹駒町字相川 74-1 ○   
19 竹駒 仲の沢公民館 竹駒町字仲の沢 36 ○   
20 竹駒 滝の里町内会館 竹駒町字滝の里 83-2 ○   
21 竹駒 上細根町内会館 竹駒町字上細根 11-4 ○   
22 竹駒 矢崎公民館 竹駒町字館 21-4 ○   
23 竹駒 新田町内会館 竹駒町字新田 42 ○   
24 竹駒 ㈱ボンマックスアパレル 竹駒町字細根沢 27-1 ○   
25 竹駒 西部デイサービスセンター竹の里 竹駒町字相川 73-30 ○   
26 竹駒 相川地区高台 竹駒町字相川 2-1 ○   
27 竹駒 軍見洞地区高台 竹駒町字大畑 16-4 ○   
28 竹駒 下沢公民館 竹駒町字相川 2 ○ ○ ○ 

29 竹駒 
竹駒地区コミュニティセンター

（定住促進センター） 
竹駒町字館 44 ○   

30 竹駒 竹駒小学校 竹駒町字仲の沢 181 ○ ○ ○ 
31 竹駒 壺の沢公民館 竹駒町字上壺 7-7 ○ ○ ○ 

 

番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害

32 今泉 泉増寺高台 気仙町字荒川 127 ○   
33 今泉 諏訪神社 気仙町字町裏 202 ○   
34 今泉 荒川沢地区高台 気仙町字荒川 118-2 ○   
35 今泉 垂井ヶ沢地区高台 気仙町字垂井ヶ沢 43-3 ○   
36 今泉 金剛寺高台 気仙町字町裏 26-1 ○   
37 今泉 荒川地区高台 気仙町字荒川 69-1 ○   
38 今泉 気仙成田山 気仙町字町裏 29 ○   
39 今泉 今泉地区コミュニティセンター 気仙町字愛宕下 303 ○ ○ ○ 
40 今泉 気仙小学校 気仙町字愛宕下 313 ○ ○ ○ 
41 長部 旧長部保育所 気仙町字牧田 8 ○   
42 長部 吉田様宅庭 気仙町字二日市 43-3 ○   
43 長部 国道 45 号下道路 気仙町字月山 29-2 ○   
44 長部 古谷公民館 気仙町字古谷 30 ○   
45 長部 古谷地区高台 気仙町字古谷 55-8 ○   
46 長部 双六地区高台 気仙町字双六 53-3 先 ○   
47 長部 双六公民館 気仙町字水上 8-2 ○   
48 長部 要谷公民館 気仙町字要谷 50-11 ○   
49 長部 上長部地区防集団地 気仙町字上長部 67-4 ○   
50 長部 菅野様宅付近 気仙町字川口 14-3 ○   
51 長部 国道 45 号路側帯 気仙町字湊 195 先 ○   
52 長部 小泉様宅 気仙町字二日市 111 ○   
53 長部 小泉様宅脇道路 気仙町字上長部 25 ○   
54 長部 観音堂（上長部地区） 気仙町字上長部 175-2 ○   
55 長部 二日市公民館 気仙町字丑沢 30-2 ○   
56 長部 八坂神社 気仙町字要谷 32 ○   
57 長部 川口地区高台 気仙町字川口 14-2 ○   

58 長部 
長部地区コミュニティセンター

（漁村センター） 
気仙町字牧田 17 ○   

59 長部 旧気仙小学校 気仙町字牧田 17 ○ ○ ○ 
60 長部 上長部団地公園 気仙町字上長部 66-4 ○   
61 長部 福伏公民館 気仙町字福伏 130-5 ○   
62 長部 市営住宅水上団地集会室 気仙町字水上 57-3 ○ ○ ○ 
63 高田 スポーツドーム 高田町字山苗代 37-12 ○   
64 高田 松原苑 高田町字中田 69-2 ○   
65 高田 典人会グループホーム氷上山 高田町字大隅 8-6 ○   
66 高田 社会福祉法人高寿園 高田町字東和野 67 ○   
67 高田 小泉公民館 高田町字山苗代 49-3 ○   
68 高田 鳴石公園 高田町字鳴石 51-57 ○   
69 高田 和野会館 高田町字西和野 155-2 ○   

 

資料 4-2 指定緊急避難場所及び指定避難所一覧表

指定緊急避難場所 (令和 7 年 7 月 18 日現在)

洪水

崖崩
れ、土
石流
及び地
滑り

高潮 地震 津波
大規
模な火
事

内水
氾濫

火山
現象

1 OD-11 生出 清水公民館 矢作町字沖5-1 ○ ○ ○

2 X-10 矢作
矢作多目的研修センター
（矢作地区コミュニティセンター）

矢作町字鍋谷6-2 ○ ○ ○

3 SY-1 下矢作 1区公民館 矢作町字雪沢100-2 ○

4 SY-3 下矢作 嶋部公民館 矢作町字大嶋部157 ○

5 SY-4 下矢作 観音寺 矢作町字寺前79 ○ ○ ○

6 SY-5 下矢作 下矢作住宅団地 矢作町字越戸内179-9 ○

7 SY-6 下矢作 6区公民館 矢作町字東角地35-8 ○ ○ ○

8 SY-7 下矢作 7区公民館 矢作町字打越48-4 ○ ○ ○

9 SY-8 下矢作 市立矢作小学校２階校舎 矢作町字神明前55-1 ○ ○ ○ ○

10 SY-9 下矢作
下矢作多目的研修センター
（下矢作地区コミュニティセンター）

矢作町字諏訪44 ○ ○

11 YT-1 横田 市立横田小学校 横田町字久連坪17-1 ○ ○ ○

12 YT-2 横田 第二部落会館 横田町字本宿24-4 ○ ○

13 YT-3 横田 第八区会館 横田町字袋沢37-1 ○ ○

14 YT-12 横田
横田基幹集落センター
（横田地区コミュニティセンター）

横田町字黄金山43-1 ○ ○ ○

15 TK-2 竹駒 ㈱高田自動車学校 竹駒町字相川74-1 ○

16 TK-3 竹駒 仲の沢公民館 竹駒町字仲の沢37 ○

17 TK-4 竹駒 滝の里町内会館 竹駒町字滝の里83-2 ○

18 TK-5 竹駒 上細根町内会館 竹駒町字上細根11-4 ○

19 TK-6 竹駒 矢崎公民館 竹駒町字館21-4 ○

20 TK-7 竹駒 新田町内会館 竹駒町字新田41-1 ○

21 TK-8 竹駒 ㈱ボンマックスアパレル 竹駒町字細根沢27-1 ○

22 TK-9 竹駒 西部デイサービスセンター竹の里 竹駒町字相川73-30 ○

23 TK-10 竹駒 相川地区高台 竹駒町字相川2-3 ○

24 TK-11 竹駒 館住宅団地 竹駒町字館61-9 ○

25 TK-12 竹駒 下沢公民館 竹駒町字相川14-2 ○ ○ ○

26 TK-13 竹駒
定住促進センター
（竹駒地区コミュニティセンター）

竹駒町字館44 ○ ○

27 TK-14 竹駒 市立竹駒小学校体育館 竹駒町字仲の沢181 ○ ○ ○ ○

28 TK-15 竹駒 壺の沢公民館 竹駒町字上壺7-7 ○ ○ ○ ○

29 II-1 今泉 泉増寺高台 気仙町字荒川127 ○

30 II-2 今泉 諏訪神社 気仙町字町裏1 ○

31 II-3 今泉 荒川沢地区高台 気仙町字荒川沢118-2 ○

32 II-4 今泉 垂井ヶ沢地区高台 気仙町字垂井ヶ沢43-3 ○

33 II-5 今泉 金剛寺高台 気仙町字町裏26 ○

34 II-6 今泉 荒川地区高台 気仙町字荒川69-7 ○

35 II-7 今泉 気仙成田山 気仙町字町裏29 ○

36 II-8 今泉 今泉地区コミュニティセンター 気仙町字愛宕下68 ○ ○ ○ ○ ○

37 II-9 今泉 市立気仙小学校体育館 気仙町字愛宕下313 ○ ○ ○ ○ ○

38 II-10 今泉 内野カーブ裏高台 気仙町字内野112 ○

39 OB-5 長部 古谷公民館 気仙町字古谷30-2 ○ ○

40 OB-6 長部 古谷地区高台 気仙町字古谷55-8 ○

41 OB-7 長部 双六地区高台 気仙町字双六53-19先 ○

42 OB-8 長部 双六公民館 気仙町字水上33 ○ ○

43 OB-19 長部 二日市公民館 気仙町字丑沢17 ○ ○

44 OB-22 長部
漁村センター
（長部地区コミュニティセンター）

気仙町字牧田17 ○ ○

45 OB-23 長部 旧市立気仙小学校体育館 気仙町字牧田17 ○ ○ ○ ○ ○

46 OB-25 長部 上長部団地公園 気仙町字上長部66-4 ○

47 OB-26 長部 福伏公民館 気仙町字福伏130-5 ○ ○

48 OB-28 長部 市営住宅水上団地集会室 気仙町字水上57-3 ○ ○ ○ ○

49 OB-29 長部 国道45号上要谷地区空地 気仙町字要谷98-1,98-8 ○

50 OB-30 長部 月山団地公園 気仙町字月山7-14 ○

51 OB-31 長部 長圓寺駐車場 気仙町字丑沢135-1 ○

52 OB-32 長部 湊地区公民館 気仙町字月山7-65 ○ ○

53 TT-1 高田 スポーツドーム 高田町字山苗代37-12 ○ ○

54 TT-2 高田 松原苑 高田町字中田69-2 ○ ○

55 TT-3 高田 グループホーム氷上山 高田町字大隅8-6 ○ ○

56 TT-4 高田 高寿園 高田町字東和野67 ○ ○

57 TT-5 高田 小泉公民館 高田町字山苗代49-3 ○ ○

58 TT-6 高田 鳴石公園 高田町字鳴石51-57 ○

59 TT-7 高田 和野会館 高田町字西和野155-2 ○ ○

60 TT-8 高田 希望ヶ丘病院 高田町字大隅8-6 ○ ○

61 TT-9 高田 光照寺 高田町字寒風60 ○ ○

62 TT-10 高田 市斎苑駐車場 高田町字長砂78-4 ○

63 TT-11 高田 氷上神社 高田町字西和野83 ○

64 TT-12 高田 ひかみの園 高田町字大隅8-8 ○ ○

65 TT-13 高田 鳴石が丘会館 高田町字鳴石51-59 ○ ○

66 TT-14 高田 市立高田第一中学校体育館 高田町字鳴石5-1 ○ ○ ○ ○ ○

67 TT-15 高田 県立高田高等学校第二体育館 高田町字長砂78-12 ○ ○ ○ ○ ○

68 TT-16 高田
陸前高田市コミュニティホール
（高田地区コミュニティセンター）

高田町字栃ヶ沢210-3 ○ ○ ○ ○ ○

69 TT-17 高田 本丸公園 高田町字本丸27-4外 ○

70 TT-18 高田 市立高田小学校体育館 高田町字太田66-1 ○ ○ ○ ○ ○

71 TT-19 高田 陸前高田市総合交流センター 高田町字太田5 ○ ○

72 ＴＴ-20 高田 市営住宅下和野団地集会所 高田町字下和野104-1 ○ ○

73 YS-2 米崎 松峯公民館 米崎町字松峰59-58 ○ ○

74 YS-3 米崎 松峯神社前 米崎町字松峰5-2 ○

75 YS-4 米崎 堂の前中央会館 米崎町字和方42-1 ○ ○

76 YS-6 米崎 八幡宮境内 米崎町字野沢28-2 ○

77 YS-7 米崎 雷神宮境内 米崎町字西の沢95-3 ○

78 YS-8 米崎 普門寺 米崎町字地竹沢181 ○ ○

79 YS-9 米崎 神田公民館 米崎町字神田47-6 ○ ○

80 YS-10 米崎 中陣地区高台 米崎町字川西86-1 ○

81 YS-11 米崎 ＪＡ東部農業センター 米崎町字樋の口34 ○ ○

82 YS-12 米崎 田中ため池付近 米崎町字和方128 ○

83 YS-13 米崎 久野地区高台 米崎町字堂の前138-1 ○

84 YS-14 米崎 和野自治会館 米崎町字西風道60-1 ○ ○

85 YS-15 米崎 米崎保育園下駐車場 米崎町字川内140-1 ○

対象とする異常な現象の種類

番号
箇所
番号

地区名 施設・場所名 住所

指定
避難
所と
の重
複
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番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害

70 高田 希望ヶ丘病院 高田町字大隅 8-6 ○   
71 高田 光照寺 高田町字寒風 60 ○   
72 高田 市斎苑駐車場 高田町字長砂 58 ○   
73 高田 氷上神社 高田町字西和野 83 ○   
74 高田 ひかみの園 高田町字大隅 8-8 ○   
75 高田 鳴石が丘会館 高田町字鳴石 51-59 ○   
76 高田 高田第一中学校 高田町字鳴石 5-1 ○ ○ ○ 
77 高田 県立高田高等学校第二体育館 高田町字長砂 78-12 ○ ○ ○ 

78 高田 
高田地区コミュニティセンター

（陸前高田市コミュニティホール） 
高田町字栃ヶ沢 210-3 ○ ○ ○ 

79 高田 本丸公園 高田町字本丸 27-4 外 ○   
80 高田 高田小学校 高田町字太田 66-1 ○ ○ ○ 
81 高田 陸前高田市総合交流センター 高田町字太田 5 ○   
82 米崎 吉田様宅前 米崎町字沼田 124 ○   
83 米崎 松峯公民館 米崎町字松峰 59-58 ○   
84 米崎 松峰神社前 米崎町字松峰 5-2 ○   
85 米崎 堂の前中央会館 米崎町字和方 42-1 ○   
86 米崎 熊谷様宅 米崎町字川内 126 ○   
87 米崎 八幡宮境内 米崎町字野沢 28-2 ○   
88 米崎 雷神宮境内 米崎町字西の沢 95-3 ○   
89 米崎 普門寺 米崎町字地竹沢 181 ○   
90 米崎 神田公民館 米崎町字神田 56-4 ○   
91 米崎 中陣地区高台 米崎町字脇の沢 44-3 ○   
92 米崎 ＪＡ東部農業センター 米崎町字樋の口 34-2 ○   
93 米崎 田中ため池付近 米崎町字和方 128 ○   
94 米崎 久野地区高台 米崎町字堂の前 138-1 ○   
95 米崎 和野自治会館 米崎町字西風道 80-1 ○   
96 米崎 米崎保育園下駐車場 米崎町字川内 140-1 ○   
97 米崎 金野様宅裏 米崎町字館 111 ○   
98 米崎 和方会館 米崎町字和方 25 ○   
99 米崎 上浜田構造改善センター 米崎町字川内 101-3 ○   
100 米崎 米崎小学校 米崎町字川内 1  ○ ○ 

101 米崎 
米崎地区コミュニティセンター

（自然環境活用センター） 
米崎町字川向 14-1 ○   

102 米崎 旧高田東中学校 米崎町字神田 113 ○ ○ ○ 
103 米崎 高田東中学校 米崎町字和方 130-1 ○ ○ ○ 
104 米崎 地竹沢自治会館 米崎町字地竹沢 207-10 ○   
105 米崎 糠塚沢公民館 米崎町字糠塚沢 59-2 ○   
106 米崎 脇の沢住宅団地（南側） 米崎町字館 109-16 ○   

 

番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害

107 米崎 脇の沢住宅団地（北側） 米崎町字脇の沢 44-13 ○   
108 米崎 脇の沢団地自治会館 米崎町字館 109-29 ○ ○ ○ 
109 小友 オートキャンプ場モビリア 小友町字獺沢 155-78 ○ ○ ○ 
110 小友 松山会館 小友町字西の坊 60-1 ○   
111 小友 西之坊会館 小友町字中西 94 ○   
112 小友 戸羽様宅付近 小友町字谷地館 110-5 ○   
113 小友 齋藤様宅付近 小友町字谷地館 97-1 ○   
114 小友 山の神神社 小友町字茂里花 24 ○   
115 小友 獺沢会館 小友町字獺沢 68-4 ○   
116 小友 金浜地区高台 小友町字金浜 35-3 ○   
117 小友 三日市地区高台 小友町字冥加沢 28-1 ○   
118 小友 矢の浦公民館 小友町字矢の浦 72-1 ○   
119 小友 小ヶ口公民館 小友町字小ヶ口 74 ○   
120 小友 石川様宅前 小友町字小ヶ口前 7-2 ○   
121 小友 高橋様宅庭 小友町字小ヶ口 2-5 ○   
122 小友 黄川田様宅庭 小友町字上新田 29 ○   
123 小友 衣地山袖 小友町字上新田 3 ○   
124 小友 岩井沢公民館 小友町字茗荷 108-1 ○ ○ ○ 
125 小友 正徳寺 小友町字両替 69 ○   
126 小友 上の坊公民館 小友町字上の坊 10 ○   
127 小友 小松様宅東 小友町字西下 36-3 ○   
128 小友 門前会館 小友町字門前 44 ○ ○ ○ 
129 小友 柳沢会館 小友町字柳沢 85 ○   
130 小友 新田公民館 小友町字上新田 3-2 ○   
131 小友 只出住宅団地 小友町字谷地館 93-1 ○   
132 小友 茂里花住宅団地 小友町字茂里花 36-2 ○   
133 小友 小友地区コミュニティセンター 小友町字柳沢 25-1 ○ ○ ○ 
134 小友 只出自治会館 小友町字谷地館 91-13 ○ ○ ○ 
135 広田 広田地区コミュニティセンター 広田町字前花貝 222-1  ○ ○ 
136 広田 大陽公民館 広田町字大陽 180-2 ○   
137 広田 中沢浜公民館 広田町字中沢 199 ○   
138 広田 堂の前公民館 広田町字根岬 219-3 ○   
139 広田 大久保公民館 広田町字大久保 76-3 ○   
140 広田 黒崎公民館 広田町字黒崎 205-3 ○   
141 広田 喜多公民館 広田町字山田 52-9 ○   
142 広田 六ヶ浦公民館 広田町字六ヶ浦 163-3 ○   
143 広田 平畑公民館 広田町字平畑 178 ○   
144 広田 六ヶ浦地区（西）高台 広田町字六ヶ浦 418-1 ○   
145 広田 六ヶ浦地区（東）高台 広田町字六ヶ浦 123-1 ○   

 

86 YS-17 米崎 和方自治会館 米崎町字和方94-1 ○ ○

87 YS-18 米崎 上浜田構造改善センター 米崎町字川内101-3 ○ ○

88 YS-19 米崎 市立米崎小学校 米崎町字川内1 ○ ○ ○

89 YS-20 米崎
自然環境活用センター
（米崎地区コミュニティセンター）

米崎町字川向14-1 ○ ○ ○

90 YS-21 米崎 旧市立高田東中学校体育館 米崎町字神田113-10 ○ ○ ○ ○ ○

91 YS-22 米崎 市立高田東中学校体育館 米崎町字和方130-1 ○ ○ ○ ○ ○

92 YS-23 米崎 地竹沢自治会館 米崎町字地竹沢207-10 ○ ○

93 YS-24 米崎 糠塚沢公民館 米崎町字糠塚沢59-2 ○ ○

94 YS-25 米崎 脇の沢住宅団地（南側） 米崎町字館109-16 ○

95 YS-26 米崎 脇の沢住宅団地（北側） 米崎町字脇の沢44-13 ○

96 YS-27 米崎 脇の沢団地自治会館 米崎町字館109-29 ○ ○ ○ ○

97 OT-1 小友
スノーピーク陸前高田キャンプフィー
ルド

小友町字獺沢155-78 ○ ○ ○ ○

98 OT-2 小友 松山会館 小友町字西の坊60-1 ○ ○

99 OT-3 小友 西之坊会館 小友町字中西95-1 ○ ○

100 OT-7 小友 山の神神社 小友町字茂里花24-2 ○

101 OT-8 小友 獺沢会館 小友町字獺沢68-4 ○ ○

102 OT-9 小友 金浜地区高台 小友町字金浜35-3 ○

103 OT-10 小友 三日市地区高台 小友町字三日市24-1 ○

104 OT-11 小友 矢の浦公民館 小友町字獺沢2 ○ ○ ○ ○ ○

105 OT-12 小友 小ヶ口公民館 小友町字小ヶ口74 ○ ○

106 OT-17 小友 岩井沢公民館 小友町字茗荷108-1 ○ ○ ○ ○

107 OT-18 小友 正徳寺 小友町字両替69 ○ ○

108 OT-19 小友 上の坊公民館 小友町字上の坊9-2 ○ ○

109 OT-21 小友 門前会館 小友町字門前44 ○ ○

110 OT-22 小友 柳沢会館 小友町字柳沢84 ○ ○

111 OT-23 小友 新田公民館 小友町字上新田3-2 ○ ○

112 OT-26 小友 森崎町内会館 小友町字茂里花36-8 ○ ○ ○ ○

113 OT-27 小友 小友地区コミュニティセンター 小友町字柳沢25-1 ○ ○ ○ ○ ○

114 OT-28 小友 只出自治会館 小友町字谷地館93-13 ○ ○ ○ ○

115 OＴ-29 小友 谷地地区高台 小友町字寺長根30-4 ○

116 OＴ-30 小友 両替公民館 小友町字茗荷46-13 ○ ○

117 OＴ-31 小友 小友分団第一部屯所 小友町字茗荷94-1 ○ ○

118 OＴ-32 小友 華蔵寺 小友町字門前23番地 ○ ○ ○ ○

119 HT-1 広田 広田地区コミュニティセンター 広田町字前花貝222-1 ○ ○ ○

120 HT-2 広田 大陽公民館 広田町字大陽180-1 ○ ○

121 HT-4 広田 堂の前公民館 広田町字赤坂角地219-3 ○ ○ ○ ○

122 HT-5 広田 大久保公民館 広田町字大久保65-1 ○ ○

123 HT-7 広田 黒崎公民館 広田町字黒崎205-3 ○ ○

124 HT-8 広田 喜多公民館 広田町字山田52-9 ○ ○

125 HT-9 広田 六ヶ浦公民館 広田町字六ヶ浦163-3 ○ ○

126 HT-10 広田 平畑公民館 広田町字平畑442 ○ ○

127 HT-11 広田 六ヶ浦地区（西）高台 広田町字六ヶ浦418-1 ○

128 HT-13 広田 六ヶ浦地区（東）高台 広田町字六ヶ浦194-1 ○

129 HT-14 広田 大祝地区高台 広田町字大祝65-2 ○

130 HT-15 広田 山田地区高台 広田町字山田47-3 ○

131 HT-16 広田 長洞地区高台公園 広田町字小長洞84-2、84-9 ○

132 HT-17 広田 後浜地区高台 広田町字後浜60-5 ○

133 HT-19 広田 久保公民館 広田町字久保71-10 ○ ○

134 HT-20 広田 岩倉公民館 広田町字岩倉120-1 ○ ○ ○ ○

135 HT-22 広田 山田公民館 広田町字山田52-8 ○ ○

136 HT-23 広田 市立広田小学校 広田町字大久保9 ○ ○ ○

137 HT-24 広田 小袖公民館 広田町字袖野74-3 ○ ○

138 HT-25 広田 小屋敷公民館 広田町字小屋敷42-3 ○ ○

139 HT-26 広田 長洞公民館 広田町字小長洞40-3 ○ ○ ○ ○

140 HT-27 広田 中沢浜貝塚歴史防災公園 広田町字中沢183 ○

141 HT-28 広田 六ヶ浦住宅団地 広田町字六ヶ浦127-9 ○

142 HT-29 広田 泊第三（後浜）住宅団地 広田町字後浜36-20 ○

143 HT-30 広田 市営住宅大野団地集会所 広田町字前花貝47-6 ○ ○ ○ ○

144 HT-31 広田 岩手県立野外活動センター体育館 広田町字大久保124-1 ○ ○ ○ ○ ○

145 HT-32 広田 広田保育園 広田町字大久保25 ○ ○ ○ ○

146 HT-33 広田 集公民館 広田町字集210-1 ○ ○ ○ ○

147 ＨＴ-34 広田 大野公民館 広田町字前花貝73-1 ○ ○

148 ＨＴ-35 広田 泊地区高台公園 広田町字中沢11-1 ○

149 ＨＴ-36 広田 田谷地区公民館 広田町字天王前35-2 ○ ○

150 ＨＴ-37 広田 市道高見線県道側広場 広田町字羽根穴1-41 ○

151 ＨＴ-38 広田 中沢浜公民館倉庫前 広田町字中沢207-3 ○

152 HT-39 広田 旧広田駐在所前 広田町字泊25-2 ○

153 HT-40 広田 東海堂上広場 広田町字谷地100-3 ○
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115

指定避難所 (令和 4 年 8 月 8 日現在)

（追加）

番号 地区名 施設・場所名 所在地 津波 洪水 土砂災害 

146 広田 大祝地区高台 広田町字大祝 48付近 ○   
147 広田 山田地区高台 広田町字山田 47-3 ○   
148 広田 長洞地区高台 広田町字長洞 153 ○   
149 広田 後浜地区高台 広田町字後浜 60-5 ○   
150 広田 久保公民館 広田町字久保 71-10 ○   
151 広田 岩倉公民館 広田町字岩倉 120-6 ○   
152 広田 天ヶ森公民館 広田町字中沢 19-3 ○   
153 広田 山田公民館 広田町字山田 52-8 ○   
154 広田 広田小学校 広田町字大久保 9  ○ ○ 
155 広田 小袖公民館 広田町字袖野 74-3 ○   
156 広田 小屋敷公民館 広田町字小屋敷 42-3 ○   
157 広田 長洞公民館 広田町字小長洞 40-3 ○   
158 広田 中沢浜貝塚歴史防災公園 広田町字中沢 41-1 ○   
159 広田 集公民館 広田町字集 210-1 ○ ○ ○ 
160 広田 広田保育園 広田町字大久保 25 ○ ○ ○ 
161 広田 市営住宅大野団地集会所 広田町字前花貝 47-1 ○ ○ ○ 

162 広田 
岩手県立野外活動センター体育

館 
広田町字大久保 124-1 ○ ○ ○ 

 

番号 地区名 施 設 名 住   所 

1 生出 清水公民館 矢作町字沖 5-1 

2 矢作 
矢作地区コミュニティセンター 

（矢作多目的研修センター） 
矢作町字鍋谷 6-2 

3 下矢作 矢作小学校 矢作町字神明前 55-1 

2 下矢作 
下矢作地区コミュニティセンター 

（下矢作多目的研修センター） 
矢作町字諏訪 44 

5 横田 横田小学校 横田町字久連坪 17-1 

6 横田 
横田地区コミュニティセンター 

（横田基幹集落センター） 
横田町字黄金山 43-1 

7 竹駒 
竹駒地区コミュニティセンター 

（定住促進センター） 
竹駒町字館 44 

8 竹駒 竹駒小学校 竹駒町字仲の沢 181 

9 竹駒 壺の沢公民館 竹駒町字上壺 7-7 

10 長部 
長部地区コミュニティセンター 

（漁村センター） 
気仙町字牧田 17 

11 長部 旧気仙小学校 気仙町字牧田 17 

12 今泉 今泉地区コミュニティセンター 気仙町字愛宕下 303 

13 今泉 気仙小学校 気仙町字愛宕下 313 

14 高田 高田第一中学校 高田町字鳴石 5-1 

15 高田 県立高田高等学校第二体育館 高田町字長砂 78-12 

16 高田 
高田地区コミュニティセンター 

（コミュニティホール） 
高田町字栃ヶ沢 210-3 

17 高田 高田小学校 高田町字太田 510 

18 米崎 
米崎地区コミュニティセンター 

（自然環境活用センター） 
米崎町字川向 14-1 

19 米崎 旧高田東中学校 米崎町字神田 113 

20 米崎 米崎小学校 米崎町字川内 1 

21 米崎 高田東中学校 米崎町字和方 130-1 

22 小友 オートキャンプ場モビリア 小友町字獺沢 155-78 

23 小友 小友地区コミュニティセンター 小友町字柳沢 25-1 

24 広田 広田小学校 広田町字大久保 9 

25 広田 広田地区コミュニティセンター 広田町字前花貝 222-1 

 

指定避難所 (令和 7 年 7 月 18 日現在)

資料 4-4 要配慮者利用施設における避難確保計画作

成等対象施設一覧表（津波）

（令和 7年 4月 1日現在）
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116 資料 4-4 要配慮者利用施設における避難確保計画作

成等対象施設一覧表（追加）

(令和 4 年 4 月 1 日現在)

[略]

資料 4-5 要配慮者利用施設における避難確保計画作

成等対象施設一覧表（土砂災害・洪水）

(令和7年4月1日現在)

[略]

修正

理由
・現状に合わせた修正
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資料６ 資機材

※改正部分は、下線の部分である。

頁 変 更 前 変 更 後

122-123 資料 6-2 緊急通行車両一覧表

（令和 5年 1月 31 日現在）

№ 公用車名 用途 燃料区分 所管部課等 駐車場所

1 プリウス1 岩手 300 み 4652 乗用 ガソリン 財政課 市役所

2 プリウス4 岩手 300 や 9127 乗用 ガソリン 財政課 市役所

3 プリウス6 岩手 300 や 9126 乗用 ガソリン 財政課 市役所

4 エスティマ1（ＨＶ） 岩手 300 や 7038 乗用 ガソリン 財政課 市役所

5 エスティマ2 岩手 300 や 8733 乗用 ガソリン 財政課 市役所

6 フォレスター 岩手 300 る 219 乗用 ガソリン 財政課 市役所

7 ハイエース 岩手 300 ゆ 2936 乗用 ガソリン 財政課 市役所

8 デリカ 岩手 300 や 9634 乗用 ガソリン 財政課 市役所

9 ストリーム 岩手 501 ふ 9951 乗用 ガソリン 財政課 市役所

10 エクストレイル 岩手 301 そ 2469 乗用 ガソリン 財政課 市役所

11 軽トラ10 岩手 480 こ 1283 貨物 ガソリン 財政課 市役所

12 軽トラ11 岩手 480 こ 1284 貨物 ガソリン 財政課 市役所

13 軽トラ12 岩手 480 こ 1285 貨物 ガソリン 財政課 市役所

14 マイクロバス1 岩手 200 さ 1634 乗合 ガソリン 財政課 市役所

15 マイクロバス2 岩手 200 さ 1687 乗合 軽油 財政課 市役所

16 ダイハツバン 岩手 480 け 4591 貨物 ガソリン 保健福祉課 市役所

17 保健指導車 岩手 483 い 1201 貨物 ガソリン 保健福祉課 市役所

18 ｅｋワゴン 岩手 50 や 2390 乗用 ガソリン 保健福祉課 市役所

19 プリウス2 岩手 500 と 5620 乗用 ガソリン 保健福祉課 包括支援センター

20 スズキバン 岩手 480 き 5963 貨物 ガソリン 保健福祉課 包括支援センター

21 ミライース 岩手 581 い 6780 乗用 ガソリン 保健福祉課 包括支援センター

22 患者輸送車 岩手 300 る 4813 乗用 ガソリン 二又診療所 二又診療所

23 往診・訪問診療車 岩手 581 あ 6954 乗用 ガソリン 二又診療所 二又診療所

24 往診・訪問診療車 岩手 580 や 747 乗用 ガソリン 広田診療所 広田診療所

25 軽トラ13　 岩手 480 こ 1286 貨物 ガソリン まちづくり推進課 市役所

26 スイフト 岩手 502 さ 7498 乗用 ガソリン まちづくり推進課 市役所

27 軽ワゴン13（エブリィ） 岩手 480 す 5296 貨物 ガソリン まちづくり推進課 市役所

28 ダンプ2 岩手 100 す 1915 貨物 軽油 まちづくり推進課 清掃センター

29 キャブオーバ 岩手 100 そ 528 貨物 軽油 まちづくり推進課 清掃センター

30 塵芥車1 岩手 800 す 9746 特種 軽油 まちづくり推進課 清掃センター

31 塵芥車2 岩手 800 せ 1943 特種 軽油 まちづくり推進課 清掃センター

32 フォークリフト ひ 347
小型
特殊

軽油 まちづくり推進課 清掃センター

33 ダンプ3 岩手 100 せ 8985 貨物 軽油 まちづくり推進課 清掃センター

34 再生資源回収車 岩手 800 せ 1511 特殊 軽油 まちづくり推進課 清掃センター

35 ADバン 岩手 400 つ 3995 乗用 ガソリン 保健福祉課 市役所

36 車椅子移動車 岩手 800 す 6173 特種 ガソリン 保健福祉課 高寿会

37 車イス移送車 岩手 880 あ 1255 特殊 ガソリン 保健福祉課 市役所

38 見守り車 岩手 580 め 4045 乗用 ガソリン 子ども未来課 市役所

39 ジムニー 岩手 580 や 5522 乗用 ガソリン 農林課 市役所

40 ジムニー 岩手 580 ひ 2327 乗用 ガソリン 農林課 市役所

41 軽トラ9 岩手 480 こ 1282 貨物 ガソリン 農林課 市役所

42 軽ワゴン5 岩手 480 け 4593 乗用 ガソリン 水産課 市役所

43 軽ワゴン13 岩手 480 す 5296 乗用 ガソリン 水産課 市役所

44 軽トラ4 岩手 480 け 4589 貨物 ガソリン 水産課 市役所

45 軽トラ7 岩手 480 け 4610 貨物 ガソリン 建設課 市役所

46 軽ワゴン6 岩手 480 け 4594 貨物 ガソリン 建設課 市役所

47 ファミリア1 岩手 400 つ 5846 貨物 ガソリン スポーツ交流推進室 総合交流センター

48 カローラバン 岩手 400 と 3632 貨物 ガソリン 建設課 市役所

49 ビックホーン 岩手 301 つ 6932 乗用 ガソリン 建設課 市役所

50 軽ワゴン4 岩手 480 け 4592 貨物 ガソリン 市街地整備課 市役所

51 軽ワゴン16 岩手 480 そ 892 貨物 ガソリン 市街地整備課 市役所

52 エスクード1 岩手 300 ゆ 1072 乗用 ガソリン 市街地整備課 市役所

53 軽ワゴン14 岩手 480 す 5297 貨物 ガソリン 都市計画課 市役所

54 軽ワゴン15 岩手 480 す 5298 貨物 ガソリン 都市計画課 市役所

55 エスクード2 岩手 300 と 9901 乗用 ガソリン 復興推進課 市役所

56 軽ワゴン17 岩手 480 そ 893 貨物 ガソリン 防災課 消防防災センター

57 軽トラ5 岩手 480 け 4590 貨物 ガソリン 管理課 博物館

58 やまびこ号（移動図書館車） 岩手 830 せ 125 特殊 ガソリン 図書館 図書館

59 はまゆり号（移動図書館車） 岩手 800 す 7120 特殊 ガソリン 図書館 図書館

60 1号車ADﾊﾞﾝ 岩手 800 さ 6653 特種 ガソリン 水道事業所 市役所

61 2号車ﾀﾞｯﾄｻﾝ 岩手 100 せ 1039 貨物 ガソリン 水道事業所 市役所

62 3号車軽ﾜｺﾞﾝ 岩手 480 け 4587 貨物 ガソリン 水道事業所 市役所

63 6号車軽ﾄﾗ 岩手 480 け 4586 貨物 ガソリン 水道事業所 市役所

64 給水車 岩手 800 す 6362 特種 軽油 水道事業所 市役所

車番

陸前高田市

資料 6-2 緊急通行車両一覧表

（令和 8年 1月 31 日現在）

№ 公用車名 用途 燃料区分 所管部課等 駐車場所

1 ファミリア１ 岩手 400 つ 5846 貨物 ガソリン 財政課 市役所

2 マイクロバス２ 岩手 200 さ 1687 乗合 軽油 財政課 市役所

3 エスティマ１（ＨＶ） 岩手 300 や 7038 乗用 ガソリン 財政課 市役所

4 エスティマ２ 岩手 300 や 8733 乗用 ガソリン 財政課 市役所

5 ハイエース 岩手 300 ゆ 2936 乗用 ガソリン 財政課 市役所

6 軽ワゴン10（サンバー） 岩手 480 さ 1804 貨物 ガソリン 財政課 市役所

7 Ｎ－ＶＡＮ 岩手 480 な 3496 貨物 EV 財政課 市役所

8 軽ワゴン１４ 岩手 480 す 5297 貨物 ガソリン 財政課 市役所

9 軽トラ１２ 岩手 480 こ 1285 貨物 ガソリン 財政課 市役所

10 エクストレイル 岩手 301 そ 2469 乗用 ガソリン 財政課 市役所

11 プリウス２ 岩手 301 に 8637 乗用 ガソリン 財政課 市役所

12 アクア 岩手 502 な 2514 乗用 ガソリン 財政課 市役所

13 プリウス３ 岩手 301 に 9795 乗用 ガソリン 財政課 市役所

14 オーラ 岩手 301 ぬ 253 乗用 ガソリン 財政課 市役所

15 アルファード 岩手 301 ぬ 4340 乗用 ガソリン 財政課 市役所

16 保健指導車 岩手 483 い 1201 貨物 ガソリン 保健課 市役所

17 車イス移送車 岩手 880 あ 1255 特種 ガソリン 二又診療所 二叉診療所

18 患者輸送車 岩手 300 る 4813 乗用 ガソリン 二又診療所 二又診療所

19 往診・訪問診療車 岩手 580 や 747 乗用 ガソリン 広田診療所 広田診療所

20 往診・訪問診療車 岩手 581 あ 6954 乗用 ガソリン 福祉課 市役所

21 ADバン 岩手 400 つ 3995 乗用 ガソリン 福祉課 市役所

22 ミライ―ス 岩手 581 い 6780 乗用 ガソリン 福祉課 市役所

23 ダイハツバン 岩手 480 け 4591 貨物 ガソリン 福祉課 市役所

24 スズキバン 岩手 480 き 5963 貨物 ガソリン 福祉課 市役所

25 車椅子移動車 岩手 800 す 6173 特種 ガソリン 福祉課 高寿会

26 見守り車 岩手 580 め 4045 乗用 ガソリン 子ども未来課 市役所

27 デリカ 岩手 300 や 9634 乗用 ガソリン 子ども未来課 旧矢作保育園

28 ダンプ３ 岩手 100 せ 8985 貨物 軽油 まちづくり推進課 清掃センター

29 塵芥車（パッカー車） 岩手 800 せ 1943 特種 軽油 まちづくり推進課 清掃センター

30 再生資源回収車（紙類） 岩手 100 そ 528 貨物 軽油 まちづくり推進課 清掃センター

31 ダンプ２（不燃物収集車） 岩手 100 す 1915 貨物 軽油 まちづくり推進課 清掃センター

32 塵芥車１ 岩手 800 す 9746 特種 軽油 まちづくり推進課 清掃センター

33 再生資源回収車 岩手 800 せ 1511 特種 軽油 まちづくり推進課 清掃センター

34 ダンプ４ 岩手 100 そ 3684 貨物 軽油 まちづくり推進課 清掃センター

35 グリスロ（橙） 岩手 502 て 3885 乗用 電気 まちづくり推進課 駅前車庫

36 グリスロ（緑） 岩手 502 て 3884 乗用 電気 まちづくり推進課 駅前車庫

37 軽トラ１３　 岩手 480 こ 1286 貨物 ガソリン まちづくり推進課 市役所

38 スイフト 岩手 502 さ 7498 乗用 ガソリン まちづくり推進課 市役所

39 学校給食車３ 岩手 100 せ 2048 貨物 軽油 学校給食センター 給食センター

40 学校給食車２ 岩手 100 せ 2044 貨物 軽油 学校給食センター 給食センター

41 学校給食車１ 岩手 100 せ 2050 貨物 軽油 学校給食センター 給食センター

42 学校給食車６ 岩手 100 せ 2031 貨物 軽油 学校給食センター 給食センター

43 学校給食車７ 岩手 100 せ 2032 貨物 軽油 学校給食センター 給食センター

44 学校給食車５ 岩手 100 あ 2958 貨物 軽油 学校給食センター 給食センター

45 キャミ 岩手 501 み 7383 乗用 ガソリン 学校給食センター 給食センター

46 はまゆり号（移動図書館車） 岩手 800 す 7120 特種 ガソリン 教育総務課 図書館

47 軽ワゴン１７ 岩手 480 そ 893 貨物 ガソリン 防災課 防災センター

48 やまびこ号（移動図書館車） 岩手 830 せ 125 特種 ガソリン 教育総務課 図書館

49 軽トラ５ 岩手 480 け 4590 貨物 ガソリン 教育総務課 博物館

50 軽ワゴン１３（エブリィ） 岩手 480 す 5296 乗用 ガソリン 教育総務課 市役所

51 ビッグホーン 岩手 301 つ 6932 乗用 ガソリン 建設課 市役所

52 軽トラ７ 岩手 480 け 4610 貨物 ガソリン 建設課 市役所

53 軽ワゴン６ 岩手 480 け 4594 貨物 ガソリン 建設課 市役所

54 軽ワゴン１５ 岩手 480 す 5298 貨物 ガソリン 建設課 市役所

55 軽ワゴン１６ 岩手 480 そ 892 貨物 ガソリン 土地活用推進課 市役所

56 軽トラ１０ 岩手 480 こ 1283 貨物 ガソリン 土地活用推進課 市役所

57 バン１ 岩手 400 と 6395 貨物 ガソリン 上下水道課 市役所

58 ２号車ﾀﾞｯﾄｻﾝ 岩手 100 せ 1039 貨物 ガソリン 上下水道課 市役所

59 給水車 岩手 800 す 6362 特種 軽油 上下水道課 市役所

60 エブリイ 岩手 480 と 8101 貨物 ガソリン 上下水道課 市役所

61 軽トラ 岩手 480 て 8064 貨物 ガソリン 上下水道課 市役所

62 ３号車軽ﾜｺﾞﾝ 岩手 480 け 4587 貨物 ガソリン 上下水道課 市役所

63 パークガイド用グリスロ 岩手 502 て 9771 乗用 電気 商工観光課 駅前車庫

64 軽トラ１１ 岩手 480 こ 1284 貨物 ガソリン 交流推進課 市役所

65 ジムニー 岩手 580 や 5522 乗用 ガソリン 農林課 市役所

66 軽トラ９ 岩手 480 こ 1282 貨物 ガソリン 農林課 市役所

67 ジムニー 岩手 580 ひ 2327 乗用 ガソリン 農林課 市役所

68 軽トラ４ 岩手 480 け 4589 貨物 ガソリン 水産課 市役所

69 軽ワゴン５ 岩手 480 け 4593 乗用 ガソリン 水産課 市役所

車番

修正

理由
・現状に合わせた修正


